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行政常任委員会 

令 和 ３ 年 ３ 月 １ ８ 日 （ 木 ）

午 前 １ ０ 時 ０ １ 分 開  会

○南委員長  おはようございます。 

 ただいまより行政常任委員会を開催いたします。 

 昨日は、委員長の運営のまずさで建設課を１日やってしまいました。申し訳ござ

いませんでした。今日はできる限り、病院のほうまで進めたいと思いますので、御

協力をお願いいたしたいと思います。 

 それと、初めに、その他の事項で、認定こども園の幼児教育の在り方の報告を受

ける予定でいたんですけれども、議案審査をスムーズに進めるということで、まず

教育委員会、病院、水道の審査を終わった後に、その他のほうはさせていただきま

すので、御理解を賜りたいと思います。 

 それでは、教育委員会所管の議案説明をいただきます。 

 まず、議案第８号、尾鷲市立小学校及び中学校設置条例の一部改正についてお願

いいたします。 

○出口教育長  ただいま委員長から御説明のありました議案第８号の条例改正に

ついて、担当課長から御説明させていただきますのでよろしく御審議賜りたくよろ

しくお願いいたします。 

○山口教育総務課長  教育総務課でございます。よろしくお願いいたします。 

 それでは、議案第８号、尾鷲市立小学校及び中学校設置条例の一部改正について

御説明いたします。 

 条例一部改正（案）新旧対照表、３ページを御覧ください。通知いたします。 

 尾鷲市立三木小学校及び三木里小学校につきましては、平成３１年３月をもって

休校となっておりましたが、このほど、三木里地区会及び三木浦町内会より、この

２校について、普通財産へ変更するための要望がございましたので、右欄の改正前、

尾鷲市立三木小学校及び、尾鷲市立三木里小学校を、尾鷲市立小学校及び中学校設

置条例から削除するものでございます。 

 休校中の学校は、行政財産といわれる本来学校施設として使用されるものであっ

て、それ以外の使用に当たっては一定の制限がかかります。 

 今回、三木里小学校につきましては、三木里地区会から小学校地域活動としての
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活用として、災害時の利用や地域住民のレクリエーションの活動の場としての利用、

また、その他の地域振興につながる活動などとしての利用を考えているため、使用

制限の多い行政財産から普通財産へ変更する御要望がございました。 

 また、三木浦町内会でも同様に、地域の活性化につながるような利用について、

現在整理しており、使用制限の少ない普通財産への変更の要望がございましたので、

この２校について、普通財産に変更するために条例の改正を行うものでございます。 

 以上が議案第８号、尾鷲市立小学校及び中学校設置条例の一部改正についての説

明でございます。御審議のほどよろしくお願いいたします。 

○南委員長  ありがとうございます。 

 議案８号について御質疑のある方、御発言願います。 

○楠委員  この学校の統廃合によって土地利用を図るというのが最高で、どんど

ん利活用する必要があるというのは私も当然だと思うんですけど、この条例改正に

伴って、今後また、今存続する小学校等について、中長期的に今後の在り方とか、

あるいは統廃合とかある程度の方針を決めておかないと、市長が１校残すという話

が当時あって、結局は二つとも廃止、休校、今回手続上、学校じゃなくて普通財産

になっていくということになってくるわけなので、唐突にそういうことが起こらな

いように、今後とも教育委員会なり市長部局のほうと中長期の考え方を検討して議

会のほうに考え方というんですかね、まだ方針等はないにしても、考え方を示して

議論していく必要があるんじゃないかと思うんですけど。その辺だけ確認をしたい

と思います。 

○山口教育総務課長  楠委員が言われるように、児童・生徒が減少している中、

適正規模・適正配置以前の保全計画のときにでもお話しになったかと思うんですけ

れども、こちらについては、教育委員会でも近いうちに議論を始めていく必要があ

ると思っておりますので、またその議論等が深まってくれば、議会のほうにもお示

しさせていただきたいと思っております。 

○南委員長  他にございませんか。 

○野田委員  楠委員のに関連するかも分かりませんが、ここで見ると、改正前で、

須賀利小学校、九鬼小学校、梶賀小学校という部分があるんですけれども、先ほど

三木小学校、三木里小学校については地域の要望等により利活用を考えているとい

うことで、そこから設置条例から外すわけですけれども、これの基準は、やっぱり

地域の要望ということで外すのか、地域の方と教育委員会、または尾鷲市が話しす

る中で、こういう利活用がありますよということを提案してやるのか、そこら辺の
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基準というものはどういう感じで考えているか、教えてください。 

○山口教育総務課長  この２校以外も休校中の学校、今、野田委員言われたよう

に幾つかあります。 

 個別計画のほうにでもお示しさせていただいたように、今後、まずは普通財産化、

先ほど言ったように、行政財産ですとかなり使い勝手が悪くてそのまま老朽化して

いくという現状がございますので、まずは各地区に、普通財産化についての御意向

をまず確認していきたいと考えております。 

 その後、利活用についていろんな地区の考え方があると思いますので、その地区

のお考え方をまとめていただいて、それぞれに関わる担当課が、今度は協議に入っ

ていくということになると思います。 

○野田委員  課長のほうから普通財産にするための要望とかそういうその地域の

考え方を聞くということですけれども、これは、令和３年度でそういうスケジュー

ル感を持ってやるのか、それともどのようなスケジュール感でやるんですか。 

 それとも、もう言われないからそのまま置いておくという消極的な対応なのか、

積極的に地域の方と話ししてやっていくのかという期間ですね、その点どうですか。 

○山口教育総務課長  個別計画にも令和３年度以降、普通財産を図るための検討

というふうに書かせていただいております。 

 もう３年度入れば、我々教育委員会のほうが、まず、地区の御意向ということで、

普通財産化ですね。そちらのほうの御意向をまずは確認していただくと同時に、地

区がどのような利活用をもし望まれるのであれば、一旦地区のほうで整理していた

だく期間が必要なのかなと思っておりますので、まずは、教育委員会のほうは普通

財産化に向けての御意向の確認を、３年度へ入ればやっていきたいと思っておりま

す。 

○三鬼（和）委員  後者というか、ハードの教育委員会の管轄なのか、普通財産

にするかという条例なんですけれども、先ほど、楠委員が言われましたように、こ

れまで私のところ、今、濵中委員かな、まだ民間であったときに、学校の適正配置、

適正数というのが、本市の教育とか学校現場の在り方として伝統的な取組をしてお

りながら、途中で三木小、三木里小学校という取組があって、私どもは、区も、そ

れから保護者も地域の人を交えての議論だったので了解してきたわけなんですけど。 

 結果的にはあっさりと両方とも休校という形になってしまったという、あんまり

思っても、芳しくないような歴史をつくってしまったという、教育委員会において

も、そういったおかげで、私ども、地域の人に議会が休校・廃校にしてしまったっ
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て勘違いされておる方なんかもいるようなあんばいですので、やっぱりソフト部分

というか学校の在り方ですね。 

 一つ思うことは、我々が議論してきたときには、子供中心には議論をしてきたん

ですけど、その後、東日本大震災等があって、学校の校舎の耐震補強がありました

ので、今後、やっぱりこれは統合するとかしないとか、休校するとか別にしてでも、

ある意味、時代背景を見ながらこういった検討会は怠らずにやっていって、周りの

理解をいただきながら進めていくというのが、特に、教育委員会においてはそうい

った形のほうが、私はいいのではないかなと、ここ２０数年の尾鷲市の教育歴史を

見てから思いました。 

 それと、校舎を仮に統廃合というか休校して統合するにしてでも、今回でも、三

木小と三木里小でやったときでも、議論しながら最終的には三木浦のところの防災

的に、災害的に厳しいのではないかという話が後追いになってから出てきて、私だ

ったら、行政は、それは先に示すべきだったと思うぐらいの変な議論になってきま

したので。 

 やっぱり検討委員会で、そういったことも含めてやられた上で、具体的なものを

しぼめていくというのかな、決めていくということをしないといと、少子化が進む

ということは分かり切っていることですので、怠らないようにしてほしいと思うん

ですけど、教育長のときはこういうのをやっていないのであれなんですけど、どう

なんですか。 

○出口教育長  配置計画につきましては、これまでも平成４年、それから平成十

四、五年でしたかね、２回、大変丁寧な配置計画をつくっていただいて、その中で

は、今、三鬼委員が言われたように、子供のいわゆる動向、それからやっぱり地域

の意向、そういったものを十分に踏まえながら検討をしていこうというふうな中身

が書かれてございました。 

 そして、ちょうど平成３１年になるでしょうかね、それで一応、今までの配置計

画は完了しているという形でございますので、今後新たな、これから先に向けて、

子供の動向も踏まえて、あるいは地域の状況も踏まえて、そして、もう一つ、一つ

の考え方として防災面でも考えていくような、そういう配置計画が私は必要だと思

っておりますので、これからも作成に向かっていきたいというふうに思います。 

○三鬼（和）委員   片田先生がそんなに有名ではないときから本市において、

「津波は、逃げるが勝ち！」ということで、釜石の奇跡というのが起こって、それ

の大本は本市でずっとやってきたこと、釜石も同時にやっていたんですけど、そう
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いったのがあって、子供たちは防災意識が強いとは思うんですけど、今後、そうい

ったことがあってから、学校というか、ハードの耐震とか補強は進んでおりますけ

ど、少子化で減少していくということは間違いないので。 

 私は今残っておる学校でもずっと残っていってほしいというか、子供たちもそれ

ぐらいのキャパがあるようなというか、教育もまたぎりぎりまででも、そこの、自

分が生まれ育って地域で教育を受けられるような方針はしていただきたいと思いま

すけど、最終的に、そうなったときは、本市としては、やっぱりどうしていくのか

ということは根底になければ駄目だと思うんです、ビジョンというのは。 

 それで、そういった意味では、再度、こういった検討をすることもきっちり考え

てほしいなと思いますのでよろしくお願いしたいなと思います。 

○南委員長  他にございませんか。 

 今の、先ほどの野田委員さんのほうからこの基準、廃校・休校の基準だと思うん

ですけれども、今の課長が、時代背景の中で、いろんな考え方あるんじゃなしに、

以前も、３年、４年ほど前になるんですけれども、委員会から休校・廃校の基準を

明確にすべきであるという委員会としての指摘がございまして、たしか二村教育長

のとき、その方向性を、こういった場合は休校、こういった場合を廃校ということ

で、委員会のほうで一回報告していただいた経過があるんですけどね。そういった

ことを基準に物を言ってもらわな、何かいつ方針が変わっていたんだろうかという

ような僕の思いがいたしましたので、できたらそのときの基準があると思うんです

ね。 

 それは後でも結構でございますので、それについては委員会のほうへ、再度、お

示しをいただきたいと思います。 

○山口教育総務課長  今、委員長言われた休校・廃校等の取扱い基準というのが

平成３０年度に策定されて、行政常任委員会でも御説明させていただいたかと思い

ます。 

 その中で、休校・廃校の措置というところで、地域住民の意向を聴取するなど、

休校施設の活用状況を調査し、有効に活用が図られていない学校施設については廃

校の手続を行い、適正な財政管理を図るというふうになっております。 

 ですので、まず、地域住民の方の意向の確認ということで、先ほど言ったように、

休校から廃校にするという確認をさせていただいてということを、この取扱い基準

にのっとってやっていきたいと考えております。 

○南委員長  できたら初めから基準に基づいた報告をしてくれるとよかったんで



－６－ 

すけどね。じゃ、よろしくお願いいたします。 

 これで、議案第８号の審査は終了いたします。 

 続きまして、議案第１６号、令和２年度尾鷲市一般会計補正予算（第１１号）の

説明をお願いいたします。 

○山口教育総務課長  それでは、議案第１６号、令和２年度尾鷲市一般会計補正

予算（第１１号）の議決についてのうち、教育総務課に関する予算について、予算

書に基づき御説明いたします。 

 まず、歳入から御説明いたします。 

 予算書の１４、１５ページを御覧ください。通知いたします。 

 １４款国庫支出金、２項国庫補助金、５目教育費国庫補助金１,１９９万７,００

０円の増額は、１節教育費補助金１,１９９万７,０００円で、学校施設環境改善交

付金１,１９９万７,０００円は、尾鷲中学校のトイレ改修工事に対する補助金でご

ざいます。 

 こちらにつきましては、後ほど関連する歳出と併せて資料に基づき、一括して御

説明いたします。 

 次に、歳出について御説明いたします。 

 予算書の５８、５９ページを御覧ください。通知いたします。 

 ９款教育費、１項教育総務費、２目事務局費１９０万６,０００円の減額は、細

目教育一般事務局費３６万３,０００円の減額で、工事請負費３６万３,０００円の

減額は、九鬼中学校教員住宅解体工事の入札による額の確定に伴う減額でございま

す。 

 次に、細目学校教育事務局費５９万円の減額で、備品購入費５９万円の減額はタ

ブレットパソコン等の入札による額の確定に伴う減額でございます。 

 次に、細目ＡＬＴ事業９５万３,０００円の減額で、旅費４９万９,０００円の減

額は、継続勤務となったＡＬＴ２名分の帰国旅費等が不要となったことによる減額

でございます。役務費２万８,０００円の減額は、同じく継続勤務となったＡＬＴ

２名分の着任手数料が不要になったことによる減額でございます。 

 負担金、補助及び交付金４２万６,０００円の減額は、同じく継続勤務となった

ＡＬＴ２名分の自治体国際化協会負担金が不要になったことによる減額でございま

す。 

 次に、３目奨学資金貸付金２４２万円の減額は、細目奨学資金貸付事業２４２万

円の減額で、貸付金２４２万円の減額は、奨学金貸与者が確定したことによる額の
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確定に伴う減額でございます。 

 次に、２項小学校費、１目学校管理費５２万９,０００円の減額は、細目小学校

施設整備事業５２万９,０００円の減額で、工事請負費５２万９,０００円の減額は、

尾鷲小学校、矢浜小学校リフト改修工事の入札による額の確定に伴う減額でござい

ます。 

 ６０、６１ページを御覧ください。 

 ３項中学校費、１目学校管理費３,５９９万２,０００円の増額は、細目中学校施

設整備事業３,５９９万２,０００円の増額で、工事請負費３,５９９万２,０００円

の増額は、尾鷲中学校のトイレ改修工事に伴う工事請負費でございます。 

 こちらにつきましては、令和３年度への繰越事業となります。 

 この事業につきましては、先ほどの歳入と併せて資料に基づき、担当より御説明

いたします。通知いたします。 

○山口教育総務課主任  行政常任委員会資料、資料１、１ページを御覧ください。 

 １番、尾鷲中学校トイレ改修事業についてです。 

 事業の目的としましては、国の補助金及び国の令和２年度第３次補正予算の補正

予算債を活用し、尾鷲中学校普通教室棟のトイレを衛生的で現在の子どもの生活ス

タイルに合ったトイレへ改修します。 

 内容につきましては、整備場所、グラウンド側にあります生徒たちの普通教室が

ある普通教室棟のトイレを現代の生活様式に合った洋式便器や衛生的な乾式の床へ

改修します。 

 工期につきましては、予算を令和３年度へ繰り越し、夏季休業期間を活用し実施

する予定です。 

 事業費につきましては、工事請負費３,５９９万２,０００円。歳入、補助金等に

つきましては、工事費に対して、学校施設環境改善交付金３分の１を見込んでおり、

残りの３分の２については補正予算債を活用いたします。 

 説明は以上です。 

○山口教育総務課長  以上が教育総務課、令和２年度尾鷲市一般会計補正予算の

説明でございます。御審議のほどよろしくお願いいたします。 

○南委員長  補正予算の説明は以上です。 

○濵中委員  今のトイレの説明なんですけど、これ、図面ないんですか。 

○三鬼生涯学習課長  失礼しました。生涯学習課です。 

 生涯学習課に係る議案第１６号、令和２年度尾鷲市一般会計補正予算（第１１号）
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の議決についてのうち、補正予算に係る御説明をさせていただきます。 

 まず、歳入から御説明いたします。 

 補正予算書の１２、１３ページを御覧ください。通知いたします。 

 １３款使用料及び手数料、１項使用料、７目教育使用料１２０万円の減額は、２

節社会教育使用料５０万円の減額は、公民館使用料の減、３節保健体育使用料７０

万円の減額は、体育文化会館使用料の減によるもので、いずれも新型コロナウイル

ス感染症対策に伴う休館や施設利用実績見込みによる減額でございます。 

 １６、１７ページを御覧ください。通知いたします。 

 １５款県支出金、２項県補助金のうち、次ページをお願いします。 

 ６目教育費県補助金２３７万円の減額は、１節教育費補助金２３７万円の減額で、

三重とこわか国体競技別リハーサル大会の中止に伴う運営費補助金の減額でありま

す。 

 次に、歳出でございます。 

 ６０、６１ページを御覧ください。通知いたします。 

 ９款教育費、５項社会教育費、１目社会教育総務費１９万６,０００円の減額は、

細目社会教育一般事務費１９万６,０００円の減額で、負担金、補助及び交付金１

９万６,０００円の減額は、尾鷲市婦人の会連絡協議会、婦人の集いに対する女性

活動事業補助金５万円及び、市民文化展に対する文化活動事業補助金１４万６,０

００円の減額であります。 

 いずれも新型コロナウイルス感染症対策により事業が実施できなかったことによ

るものでございます。 

 ２目公民館費３４万５,０００円の減額は、細目公民館管理経費２０万円の減額

は、光熱水費の見込みによる減額及び、細目公民館活動経費１４万５,０００円の

減額は、休校となった公民館講座の講師謝礼の減額でございます。 

 ８目文化会館費は、財源構成で、その他特定財源５７万４,０００円の減額は、

三重県市町村振興協会市町村交付金の額の確定によるものであります。 

 次に、９款教育費、６項保健体育費、１目保健体育総務費４５１万４,０００円

の減額は、細目スポーツ振興事業４５１万４,０００円の減額で、報償費５０万円

の減額は、体育館主催のテニス教室が中止となったことに伴う講師謝礼及びオリン

ピック聖火セレブレーションの中止に伴う出演団体への謝礼の減額によるものでご

ざいます。 

 負担金、補助及び交付金４０１万４,０００円の減額は、次ページをお願いしま
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す。 

 成年スポーツ活動事業補助金からスポーツ振興イベント補助金までの４件は、い

ずれも感染症対策のため、大会等が中止となったことに伴う減額でございます。 

 他市町公営プール利用補助金２５７万８,０００円の減額は、紀北健康センター

の臨時休館などの影響もあり、今年度の利用実績の見込みによる減額でございます。 

 ３目体育文化会館管理費２１１万７,０００円の減額は、細目体育文化会館維持

関係事業２１１万７,０００円の減額で、光熱水費の見込みに伴う減額、修繕料１

６１万７,０００円の減額は、ＰＣＢ入り機器取替え修繕の入札による不用額の減

額であります。 

 ４目国民体育大会関連経費５８８万９,０００円の減額は、細目三重とこわか国

体活動費５８８万９,０００円の減額で、旅費３４万９,０００円の減額は、鹿児島

国体の視察及び鹿児島県からの引継ぎを兼ねた説明会が中止となったことに伴う普

通旅費の減額に伴うものでございます。 

 負担金、補助及び交付金５５４万円の減額は、三重とこわか国体尾鷲市実行委員

会負担金５５４万円の減額で、オープンウォータースイミング競技のリハーサル大

会の中止に伴う尾鷲市実行委員会負担金の減額でございます。 

 次に、債務負担行為補正でございます。 

 ６ページを御覧ください。通知いたします。 

 第３表債務負担行為補正のうち、運動場施設管理業務委託について、令和３年度

の債務負担限度額を入札による額の確定に伴い、２８６万円から２２０万円に変更

するものでございます。 

 以上が令和２年度尾鷲市一般会計補正予算（第１１号）の予算説明でございます。 

 よろしく御審議の上、御承認賜りますようお願いいたします。 

○南委員長  ありがとうございました。 

 教育委員会の補正説明、以上です。 

○濵中委員  トイレの改修事業についての資料をいただきましたけれども、これ

は、図面は今はないですか。といいますのは、基数だけしかなくて、一体どういっ

た改修になるのかは、これだけでは全然想像がつかないということと、あと、今の

時代にやるのにバリアフリートイレがどうなっているのかとか、もっというと性的

マイノリティーの心配はしなくていいのかとか、そういったあたりの確認も、形す

ら見えない中ではちょっと分かりにくいなと思うんですけれどもいかがですか。 

○山口教育総務課長  図面につきましてはこれから設計のほうへ入っていきます
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ので、今、現状ではないんですけれども、説明させていただくと、普通教室棟と言

われる部分、尾鷲中学校のグラウンド側の一番、棟になります。 

 生徒が１年生から１階、２階、３階と、３年生までの教室がある棟なんですけれ

ども、そちらの棟の全てのトイレ、３階建てと書いてあるのは全ての階、各階に６

基ずつ設置する予定です。 

 現在、全て大便器と書いていますけれども合わせると２１基ございます。それを、

予定では１８基、生徒の数も減ってきておりますし、洋式化ということで、やはり

ちょっとスペースも必要かなというところで１８基というふうになっております。 

 今の予定ではこうなっておるんですけれども、今言われたバリアフリーの関係な

んですが、こちら、やはりちょっとスペースの問題等もございまして、これから設

計に入っていく段階で、どの程度確保できるのかにもよるかと思うんですけれども、

この尾鷲中学校につきましては、多目的トイレが一つございます。普通教室等から

行けるようなルートで一基は設置を既にしております。 

 そこら辺も加味して、実際、予定では１８基としておるんですけれども、そこら

辺、設計の段階でどの程度スペースが取れるのかにもよるんですけれども、そこら

辺も含めて検討はしていきたいと考えております。 

○濵中委員  設計図じゃなかったとしても、例えば教室の平面図なりで示してい

ただければもっと分かりやすかったのかなという気もしますし、現在あるその多目

的トイレに関しては、車椅子対応でやっておりますか、どうですか。 

○山口教育総務課長  車椅子でも利用できるような形になっております。 

○南委員長  よろしいですか。他にございませんか。 

○奥田委員  すみません。１点だけ、お願いします。 

 補正予算書６０ページ、６１ページのところ、社会教育費の８目文化会館費です

ね。これ５７万４,０００円、財源更正ということで、特定財源のその他が減って、

一般財源が５７万４,０００円増えていますけど、ここの理由、さっき説明あった

かな、詳しく教えてほしいんですが。 

○三鬼生涯学習課長  こちらにつきましては、財政のほうで財源構成しておるん

ですけれども、理由といたしましては、先ほど御説明させていただきましたように、

三重県市町村振興協会の市町村交付金の額の確定ということで、交付金の額が確定

して、こちらにもともと５００万円充当されておったものが額の確定に伴って、こ

のような形での財源構成になったというふうに聞いております。 

○奥田委員  そうすると、市町交付金の分が減ったという理解でいいんですかね。
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分かりました。 

 それで、各いろんな事業が新型コロナの影響で中止になったり、いろいろ延期に

なったりしてかなり減額になっているのは分かるんですけど、この文化会館費５,

１７２万２,０００円は、これは変わらないんですか。 

○三鬼生涯学習課長  指定管理料につきましては、協定に伴いまして契約出まし

て、今年度の額というのはこの額で変わらないというふうな形になります。 

○奥田委員  たしか、予算のときかな、計画のときやね。議案に対する質疑で、

報告案件やったんか。だから質疑だけ、僕は議場でさせてもらったんですけど、そ

のときに、イベントがいろいろ、今後、中止になったり延期になったりするでしょ

うと。 

 それで、指定管理料どうなるんですかという話をお聞きしたときに、今後の指定

管理者と十分話合いをしていくという話でしたけれども、それ以降、話合いはして

いないということですか。この減額していないということは。 

○三鬼生涯学習課長  返還金等がもしある場合は、決算においてそれを精算する

というふうになっておりますので、最終的な振興会の決算の状況を見ながら、仕様

書等を基に判断するというふうな形になると思います。 

○奥田委員  ただ、もうこれ、イベントなんかもできなかったわけじゃないです

か、ほとんどね。 

 やっぱり指定管理料を返還してもらうという交渉をきちっとして、これは早めに

返してもらうと、早めにね。この財政厳しい中やもんで、早めに返してもらったら

次の予算に回せるじゃないですか。 

 そういう努力というのは、担当課でしないんですか。そういうことというのは。

また決算まで待つんですか、これは。 

○三鬼生涯学習課長  指定管理業務に関する部分につきましては、会館の維持運

営も含めまして、現在の指定管理料の中でやっていただくというふうな形になりま

す。 

 一方、自主事業を含めました文化振興会の事業につきましては、基本的には、財

源としては貸館料収入であったり、そういうふうな総収入の中で年間の事業を組み

立てていくというふうな形になっておりますので、そういうふうな貸館料収入がど

ういうふうな推移するかによって、年間の事業というものも大きく変更してまいり

ます。 

 そういう中で、当面、自粛の中で事業が実施できなかった部分はございますが、
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３月においていろんな講演会とか自主事業をやっておりますので、その辺の決算の

状況を見ながら、最終的な判断をするというふうな形になっていくと思います。 

○奥田委員  くどくど言いませんけどね、でもこれ、かなり返還になるんじゃな

いかと、僕、見ておるんですよね。その貸館の手数料で自主事業をやっているとい

ったって、かなり尾鷲市が出しているじゃないですか。 

 だから、そういうことを考えると、やっぱりイベントなんかもかなり中止になっ

たり延期になったりになっているし、そういうことを考えたらもっと早めに交渉し

て、返還してもらうものは返還してもらうという、だって、財政、今、危機じゃな

いですか。単なる財政難じゃないですよ、財政危機ですよ。 

 そういう意味では、そういう交渉を、一旦もう指定管理料を払ったらそれでいい

んだみたいな、今聞いているとそんな感じがするんやけれども、きちっとしたやっ

ぱり税金ですからね、これ。税金がかなり使われているわけやもんで、５,１７２

万２,０００円もいっているわけですので。 

 だから、その辺のところもうちょっとシビアに……。やらんでいいのかな。いい

です、くどくど言うつもりないですわ。 

○南委員長  答弁は要りませんか。 

○奥田委員  いいです。 

○南委員長  他にございませんか。 

○野田委員  細かいことですが、５９ページのＡＬＴ事業に関して、聞き漏らし

たのか、費用弁償のところで２名が帰国しなかったということを言われたんですけ

れども。１年の伸びた、どういう感じなんですか。 

○山口教育総務課長  ＡＬＴの２名の方は、１年ごとの更新になります。最大３

年間継続勤務ができるんですけれども、１年ごとの更新ですので、一旦費用弁償と

いうことで予算上組ませてはいただいておるんですけれども、継続されるという御

意向もありましたので、そのまま継続者ということで旅費については不要となった

ということでございます。 

○野田委員  ということは、また来年度予算に繰越しして、そういう１年という

ことでよろしいんですか、新たに。 

○山口教育総務課長  今年度で使用されなかったら減額させていただいて、来年

度また当初予算で計上させていただくということになります。 

○南委員長  他にございませんか。 

 よろしいですか。 
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（「なし」と呼ぶ者あり） 

○南委員長  補正の審査は終了いたします。 

 続きまして、議案第１１号、令和３年度尾鷲市一般会計予算の議決についての教

育委員会所管の説明をお願いいたします。 

○山口教育総務課長  それでは、議案第１１号、令和３年度尾鷲市一般会計予算

の議決についてのうち、教育総務課に関する予算について、予算書及び主要施策の

予算概要に基づき、御説明いたします。 

 まず、歳入から御説明いたします。 

 予算書の２０、２１ページを御覧ください。通知いたします。 

 １２款分担金及び負担金、１項負担金、２２、２３ページを御覧ください。 

 ３目教育費負担金３５万９,０００円、１節教育費負担金３５万９,０００円は、

日本スポーツ振興センター共済掛金保護者負担金３５万９,０００円で、小学校、

中学校、幼稚園の児童・生徒のけが等に係る共済掛金の保護者負担金でございます。 

 次に、１３款使用料及び手数料、１項使用料、２４、２５ページを御覧ください。 

 ７目教育使用料３３５万８,０００円のうち、１節教育総務使用料１２万６,００

０円は、教育総務課が管理する土地に、中部電力、ＮＴＴ等が敷設する電柱、アン

テナの敷地使用料でございます。 

 次に、２８、２９ページを御覧ください。通知いたします。 

 １４款国庫支出金、２項国庫補助金、３０、３１ページを御覧ください。 

 ５目教育費国庫補助金１２７万４,０００円は、１節教育費補助金１２７万４,０

００円で、理科教育等設備整備費補助金６万７,０００円は、小学校の理科備品購

入に対する補助金でございます。 

 要保護児童生徒就学援助費補助金３万円は、小学生１人への学用品費等補助金で

ございます。 

 特別支援教育就学奨励費補助金２０万８,０００円は、小学生２２人、中学生４

人への学用品費等補助金でございます。 

 学校保健特別対策事業費補助金６２万５,０００円は、消毒液などの新型コロナ

ウイルス感染症対策のための小学校、中学校の保健衛生管理経費に対する補助金で

ございます。 

 教育支援体制整備事業費補助金７万２,０００円は、消毒液などの新型コロナウ

イルス感染症対策のための幼稚園への保健衛生管理経費に対する補助金でございま

す。 
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 部活動指導員配置促進事業補助金２７万２,０００円は、教職員の働き方改革の

一環で、部活動指導員２名を配置することにより、教職員の総勤務時間数の削減を

図るための補助金でございます。この補助金は、国、県、市それぞれ３分の１の負

担でございます。 

 次に、３２、３３ページを御覧ください。 

 １５款県支出金、２項県補助金、３４、３５ページを御覧ください。 

 ６目教育費県補助金２,１６０万円で、１節教育費補助金２,１６０万円のうち、

上から５段目、部活動指導員配置促進事業費補助金２７万２,０００円は、先ほど

の国庫補助金のときに御説明した部活動指導員２名分の県補助金分でございます。 

 次に、３６、３７ページを御覧ください。 

 １６款財政収入、１項財産運用収入、１目財産貸付収入１,６６０万円は、１節

土地建物貸付収入１,６６０万円のうち、上から３段目、教員住宅貸付料４３０万

８,０００円は、１５人分の教員住宅家賃収入でございます。 

 次に、４２、４３ページを御覧ください。 

 ２０款諸収入、３項貸付金元利収入、１目貸付金元利収入４７０万３,０００円。 

 ２節奨学資金貸付金元利収入４５０万５,０００円のうち、奨学資金貸付金返還

金（現年度分）４２９万５,０００円は、大学１８名、短大１名、専修５名、高専

５名、高校５名の合計３４名分で、（過年度分）２１万円は、大学１名、高校１名

の合計２名分でございます。 

 ２０款諸収入、５項雑入、１目雑入７,２２４万５,０００円。 

 次に、４４、４５ページを御覧ください。 

 ８節教育費雑入３１５万８,０００円のうち、日本スポーツ振興センター共済給

付金１６１万２,０００円は、幼稚園児及び小中学生のけが等に係る共済給付金で

ございます。 

 ２段下のくろしお学園給食調理業務収入９９万４,０００円は、県立養護学校、

東紀州くろしお学園尾鷲分校の給食を、尾鷲小学校で調理を行うことによる給食調

理業務収入でございます。 

 次に、４６、４７ページを御覧ください。 

 日本スポーツ振興センター共済掛金補助５,０００円は、準要保護児童・生徒分

のスポーツ振興センター共済掛金補助金でございます。 

 ２段下の防犯カメラ電気等使用料８,０００円は、通学路２か所への防犯カメラ

電気代でございます。 
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 以上が歳入についての説明でございます。 

 引き続き歳出について御説明いたします。２５８、２５９ページを御覧ください。

通知いたします。 

 ９款教育費、１項教育総務費、１目教育委員会費、本年度予算額は２４７万５,

０００円で、対前年度比４万３,０００円の増額でございます。財源内訳は全て一

般財源でございます。 

 細目教育委員会費につきましては２４７万５,０００円で、主なものといたしま

しては、報酬２３５万２,０００円は、４名の教育委員報酬でございます。 

 次に、２目事務局費、本年度予算額は１億２,９３４万８,０００円で、対前年度

比３１９万４,０００円の減額でございます。 

 財源内訳のうち、その他の３,７５０万３,０００円は、日本スポーツ振興センタ

ー共済掛金保護者負担金、共済給付金及び共済掛金補助金が１９７万６,０００円、

教員住宅等貸付料が４３０万８,０００円、くろしお学園給食調理料が９９万４,０

００円、防犯カメラ電気代８,０００円、ふるさと応援基金繰入金が３,０２１万７,

０００円、一般財源は９,１８４万５,０００円でございます。 

 細目教育職員人件費７,８４３万９,０００円につきましては、総務課より説明が

行われておりますので、割愛させていただきます。 

 ２６０、２６１ページを御覧ください。 

 次に、細目教育一般事務局費につきましては、１,８１１万８,０００円でござい

ます。 

 需用費１４６万９,０００円は、事務局の消耗品費と光熱水費等でございます。 

 役務費１００万円は、庁舎別館及び矢浜教員住宅の浄化槽保守点検手数料５９万

９,０００円等でございます。 

 委託料１,３９７万円は、スクールバス運行委託料１,３９７万円でございます。 

 スクールバス運行委託料につきましては、主要施策の予算概要で御説明いたしま

す。通知いたします。 

○丸田教育総務課長補佐兼係長  九鬼・輪内地区スクールバス運行管理事業です

が、事業の目的は、九鬼・輪内地区における小中学生の通学手段の確保及び地域間

交流活動等を行う際の移動手段を確保するもので、事業内容としましては、スクー

ルバス３台の運行管理、小中学生の登下校時及び地域間交流活動等の移動時の運行

などの業務委託で、事業費は１,４０７万円で、財源内訳はふるさと応援基金繰入

金が１,２００万円ほか、一般財源でございます。 
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 説明は以上でございます。 

○山口教育総務課長  使用料及び賃借料３６万７,０００円は、事務局の複合機使

用料２６万５,０００円等でございます。 

 備品購入費６万２,０００円は、教育委員会事務局のシュレッダー購入費用でご

ざいます。 

 負担金、補助及び交付金１２５万円は、２６２、２６３ページを御覧ください。 

 紀北教育研究所運営費分担金９０万円が主なものでございます。 

 次に、細目学校教育事務局費につきましては、２,２７０万５,０００円でござい

ます。報酬６２万３,０００円は、いじめ問題対策連絡協議会、学校運営協議会委

員等の報酬３８万３,０００円と健康管理医の報酬２４万円でございます。 

 報償費１９万円は、各学校に配置する学校評議員への報償費１２万円と人権教育

研修会講師謝礼など２万円でございます。 

 需用費３２８万７,０００円は、中学校指導書２１５万８,０００円が主なもので

ございます。 

 委託料３３万円は、学校ＩＣＴシステムの運用保守委託料でございます。 

 ２６４、２６５ページを御覧ください。 

 使用料及び賃借料１,４９９万６,０００円は、学校ＩＣＴ環境機器借上料でござ

います。 

 負担金、補助及び交付金３１１万７,０００円は、尾鷲教育支援センター運営負

担金４５万円、日本スポーツ振興センター共済掛金９１万８,０００円、日本スポ

ーツ振興センター共済給付金１６１万２,０００円、紀北教育研究会補助金１３万

７,０００円でございます。 

 次に、細目ＡＬＴ人件費８１２万１,０００円につきましては、総務課より説明

が行われておりますので割愛させていただきます。 

 細目ＡＬＴ事業１７４万４,０００円につきましては、旅費５６万６,０００円は、

帰国旅費等で、負担金、補助及び交付金１０８万円は、自治体国際化協会負担金で

ございます。 

 次に、細目魅力ある学校づくり推進事業につきましては、２２万１,０００円で

ございます。 

 こちらにつきましては、主要施策の予算概要で御説明いたします。通知いたしま

す。 

○丸田教育総務課長補佐兼係長  魅力ある学校づくり推進事業ですが、事業の目
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的は、学校の特色化、魅力ある学校づくりを進めるため、三重大学との共同研究に

より、賀田小学校と輪内中学校をモデル校に位置づけ、小中連携した９年間の英語

カリキュラムを開発、児童・生徒の英語力、コミュニケーション力の向上により、

グローカルな人材育成、また、教職員向けの研修会などを通じ、指導のノウハウを

市内の小中学校へ伝達し、市全体の英語教育の充実を図るもので、事業内容としま

しては、三重大学のとの共同研究により、９年間を通じた英語教育を充実させ、独

自のカリキュラムを開発、授業参観等の研修を進め、特に英語の指導経験が少ない

小学校教諭への助言指導や教職員向けの講習会、研修会などの開催、地域の魅力を

題材にした教材等を開発するもので、事業費は２２万１,０００円で、全てふるさ

と応援基金繰入金を活用するものでございます。 

 説明は以上です。 

○山口教育総務課長  予算書２６６、２６７ページを御覧ください。通知いたし

ます。 

 次に、３目奨学資金貸付金、本年度予算額５４３万１,０００円でございます。 

 財源内訳のその他特定財源４２９万５,０００円は、奨学資金貸付金返還金で、

一般財源は１１３万６,０００円でございます。 

 細目奨学資金貸付事業につきましては、５４３万１,０００円でございます。 

 内容につきましては、主要施策の予算概要を御覧ください。通知いたします。 

○丸田教育総務課長補佐兼係長  奨学資金貸付事業ですが、事業の目的は、高校、

大学等へ進学する生徒で学資の十分でない者に対し、奨学金を貸与し卒業後社会に

貢献させるもので、事業内容としましては、新規貸付けとして１１名、また、継続

貸付けとして１１名に貸付けを行うもので、事業費は５４３万１,０００円、財源

内訳は奨学資金貸付金返還金が４２９万５,０００円ほか一般財源でございます。 

 説明は以上です。 

○山口教育総務課長  予算書２６６、２６７ページにお戻りください。通知いた

します。 

 １項教育総務費の本年度予算額は１億３,７２５万４,０００円で、対前年度比３

４５万３,０００円の減額でございます。 

 次に、２項小学校費、１目学校管理費、本年度予算額１億５,９８１万６,０００

円で、対前年度比６５７万９,０００円の増額でございます。 

 財源内訳の国庫支出金７０万６,０００円は、理科教育等設備整備費補助金６万

７,０００円と学校保健特別対策事業費補助金４２万５,０００円、みえ森と緑の県
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民税市町交付金のうち２１万４,０００円を充当しており、地方債７５０万円は、

小学校遊具設置工事に伴うもので、その他の２４２万５,０００円は、ふるさと応

援基金繰入金が２００万円、災害対策等基金繰入金４２万５,０００円、一般財源

は１億４,９１８万５,０００円でございます。 

 細目小学校職員人件費８,３６６万７,０００円につきましては、総務課より説明

が行われておりますので、割愛させていただきます。 

 細目小学校学校管理費につきましては、５,２６３万８,０００円でございます。

需用費３,５７２万円は、小学校５校分の消耗品費、燃料費、印刷製本費２６８、

２６９ページを御覧ください。及び光熱水費でございます。 

 役務費９９７万４,０００円は、浄化槽保守点検等手数料６７２万１,０００円、

給食用昇降機点検手数料７３万６,０００円が主なものでございます。 

 委託料１２３万３,０００円は、電気保安業務委託料でございます。使用料及び

賃借料２３８万２,０００円は、複合機使用料１７６万円、インターネット使用料

４９万５,０００円が主なものでございます。 

 備品購入費３１１万２,０００円は、図書購入費１１１万円、ＡＥＤ更新費用１

４７万４,０００円のほか、その他備品購入でございます。 

 ２７０、２７１ページを御覧ください。 

 次に、細目小学校学校給食事業は２５６万円で、小学校５校分の給食に係る経費

でございます。 

 需用費の消耗品費１８０万円は、調理用白衣等や食器、食器洗剤等などの購入費

で、役務費７３万８,０００円は、栄養教諭・給食調理員の検便手数料５２万２,０

００円が主なものでございます。 

 次に、細目小学校保健衛生管理経費は７５３万５,０００円でございます。 

 報酬４１０万８,０００円は、学校医、歯科医の校医報酬３３２万３,０００円、

薬剤師の報酬７８万５,０００円でございます。 

 需用費１４８万５,０００円は、消毒液などの新型コロナウイルス感染症対策の

ための小学校保健衛生関係の消耗品費が主なものでございます。 

 委託料１７１万３,０００円は、各健診委託料や検査委託料でございます。 

 ２７２、２７３ページを御覧ください。 

 次に、細目小学校施設整備事業につきましては、１,３４１万６,０００円でござ

います。 

 需用費の修繕料３５０万円は、通常必要な修繕料が主なものでございます。 
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 工事請負費９４６万８,０００円は、尾鷲小学校のブランコ、賀田小学校のはん

登ぼうなどの遊具設置撤去工事８０３万８,０００円が主なものでございます。 

 ２目教育振興費、本年度予算額９１７万４,０００円で、対前年度比２９万４,０

００円の減額でございます。 

 財源内訳は、国庫支出金が特別支援教育就学奨励費補助金１５万８,０００円で、

その他特定財源５５７万円は、ふるさと応援基金繰入金で、一般財源は３４４万６,

０００円でございます。 

 細目小学校教育振興経費は８２５万７,０００円でございます。内容は全額扶助

費で、準要保護児童１１８名の学用品費等２３６万円と令和４年度新入学児童への

学用品費９１万９,０００円を合わせて３２７万９,０００円でございます。 

 医療費は２０名で１２万円、給食費は１１８名で３８７万２,０００円でござい

ます。 

 特別支援教育就学奨励費９８万６,０００円は、１９名の学用品費等でございま

す。 

 次に、細目ふるさと教育支援事業は５７万円でございます。 

 次に、細目子どもの学びと育ち育成支援事業は３４万７,０００円でございます。 

 これら二つの事業につきましては、主要施策の予算概要で御説明いたします。通

知いたします。 

○丸田教育総務課長補佐兼係長  まず、ふるさと教育支援事業ですが、事業目的

は、子供たちがふるさと尾鷲に愛着を持ち続けるため、地域の人々の考え方や生き

方からの学び、自然や体験などから郷土愛を育むふるさと教育を充実させるもので、

事業内容としましては、本市の自然、景観などに触れる体験学習や地域教材を活用

した学びの充実、市民と共創し地域の方々や様々な分野の達人を活用したふるさと

教育の充実、ふるさと産業体験活動の実施、本市以外の文化や産業について見識を

広め、将来の尾鷲のあるべき姿について考えるもので、事業費は、小学校が５７万

円、中学校が１１万８,０００円で、全てふるさと応援基金繰入金を活用するもの

でございます。 

 続きまして、次ページを御覧ください。 

 子どもの学びと育ち育成支援事業ですが、事業の目的は、ふるさと尾鷲を担い、

つくり上げていく「おわせ人」を育成していくため、教職員の指導力向上と授業改

善を目指した絶え間ない研修、豊かな未来を切り開くための環境づくり、学校教育

の充実化、また、文化、芸術的な催物の監修を通じ、園児の豊かな感性や創造力を
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育むもので、事業内容としましては、全ては子どもたちのためという思いを共有、

協働して組織的に支え合う取組の推進、話す・聞く・伝え合う・学び合うことを大

切にした授業づくり、基礎学力の向上・定着、自己学習力の育成を目指した学習指

導の推進、学校満足度調査、ＱＵ調査を活用し、自立する力、共に生きる力の育成、

交流保育を通じ人間関係を広げる、本物の芸術に触れ合う機会をつくり豊かな感性

と想像力を育むもので、事業費は、小学校が３４万７,０００円、中学校が４４万

７,０００円、幼稚園が２５万３,０００円で、全て一般財源でございます。 

 説明は以上です。 

○山口教育総務課長  予算書２７４、２７５ページを御覧ください。通知いたし

ます。 

 ２項小学校費の本年度予算額は１億６,８９９万円で、対前年度比６２８万５,０

００円の増額でございます。 

 次に、３項中学校費、１目学校管理費、本年度予算額５,０６５万７,０００円で、

対前年度比２５４万３,０００円の増額でございます。 

 財源内訳の国庫支出金７４万４,０００円は、学校保健特別対策事業費補助金２

０万円、部活動指導員配置促進事業補助金５４万４,０００円、その他の１２０万

円は、ふるさと応援基金繰入金が１００万円、災害等対策基金繰入金２０万円、一

般財源は４,８７１万３,０００円でございます。 

 細目中学校職員人件費１,９３３万２,０００円につきましては、総務課より説明

が行われておりますので、割愛させていただきます。 

 細目中学校学校管理費につきましては、２,３１０万１,０００円でございます。 

 需用費１,５７８万円は、中学校２校分の消耗品費、燃料費、印刷製本費、光熱

水費でございます。役務費２９１万４,０００円。 

 ２７６、２７７ページを御覧ください。 

 浄化槽保守点検等手数料１７６万４,０００円が主なものでございます。 

 委託料５２万８,０００円は、電気保安業務委託料でございます。 

 使用料及び賃借料９１万円は、複合機使用料５９万４,０００円、インターネッ

ト使用料１９万８,０００円が主なものでございます。 

 備品購入費１２８万９,０００円は、図書購入費７２万円が主なものでございま

す。 

 負担金、補助及び交付金１６７万７,０００円は、選手派遣費補助金１２８万円

が主なものでございます。 
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 次に、細目中学校学校給食事業は３３万５,０００円で、輪内中学校の給食に係

る経費でございます。 

 ２７８、２７９ページを御覧ください。 

 需用費の消耗品費２６万１,０００円は、調理白衣等や食器、食器洗剤等の購入

費で、役務費７万３,０００円は、栄養教諭・給食調理員の検便手数料５万９,００

０円等が主なものでございます。 

 次に、細目中学校保健衛生管理経費は３６８万２,０００円でございます。報酬

１９１万４,０００円は、学校医、歯科医、薬剤師の報酬でございます。 

 需用費６８万１,０００円は、消毒液などの新型コロナウイルス感染症対策のた

めの中学校保健衛生関係の消耗品費が主なものでございます。 

 委託料１０５万８,０００円は、各健診委託料や検査委託料でございます。 

 ２８０、２８１ページを御覧ください。 

 次に、細目中学校施設整備事業は４２０万７,０００円でございます。 

 需用費の修繕料２２６万７,０００円は、尾鷲中学校の浄化槽修繕料４７万３,０

００円、通常の修繕料１５０万円等でございます。 

 委託料の設計業務委託料１７４万８,０００円は、尾鷲中学校の消火栓の点検の

際に漏水等が見られたため、修繕箇所の特定及びそれに係る設計費用になります。 

 次に、２目教育振興費、本年度予算額７６１万７,０００円で、対前年度比５７

万円の増額でございます。 

 財源内訳は、国庫支出金が要保護児童生徒就学援助費補助金３万円、特別支援教

育就学奨励費補助金５万円で、その他特定財源は４１１万８,０００円で、ふるさ

と応援基金繰入金がそれに当たります。一般財源は３４１万９,０００円でござい

ます。 

 細目中学校教育振興経費は７０５万２,０００円でございます。 

 需用費の消耗品費６７万５,０００円は、クラブ活動費でございます。 

 扶助費の６３７万７,０００円は、準要保護生徒８４名の学用品費等４１８万５,

０００円と、令和４年度新入学生徒への学用品費１２６万円を合わせて５４４万５,

０００円でございます。 

 医療費は２０名で１２万円、給食費は１２名で５０万７,０００円でございます。 

 特別支援教育就学奨励費３０万５,０００円は、７名の学用品費等でございます。 

 次に、細目ふるさと教育支援事業は１１万８,０００円で、次に、細目子どもの

学びと育ち育成支援事業は４４万７,０００円でございます。 
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 これら二つの事業につきましては、小学校の予算説明の際に主要施策の予算概要

で御説明した事業でございます。 

 ３項中学校費の本年度予算額は５,８２７万４,０００円で、対前年度比３１１万

３,０００円の増額でございます。 

 ２８２、２８３ページを御覧ください。 

 次に、４項幼稚園費、１目幼稚園費、本年度予算額２,４６７万２,０００円で、

対前年度比７８万８,０００円の減額でございます。 

 財源内訳の国庫支出金７万２,０００円は、教育支援体制整備事業費補助金７万

２,０００円で、その他の７万２,０００円は、災害対策基金繰入金で、一般財源は

２,４５２万８,０００円でございます。 

 細目幼稚園職員人件費２,２７８万円につきましては、総務課より説明が行われ

ておりますので、割愛させていただきます。 

 次に、細目幼稚園管理経費は６５万１,０００円でございます。主なものといた

しましては、需用費４２万８,０００円で、消耗品費のコピー用紙、プリンターイ

ンク等３９万円が主なものでございます。 

 備品購入費３万円は、図書購入費でございます。 

 ２８４、２８５ページを御覧ください。 

 次に、細目幼稚園保健衛生管理経費は８０万３,０００円でございます。 

 報酬６１万１,０００円は、園医、薬剤師の報酬でございます。 

 需用費１６万円は、消毒液などの新型コロナウイルス感染症対策のための幼稚園

保健衛生関係の消耗品費が主なものでございます。 

 次に、細目幼稚園施設整備事業は１８万５,０００円で、需用費の修繕料１５万

２,０００円が主なものでございます。 

 ２８６、２８７ページを御覧ください。 

 次に、細目子どもの学びと育ち育成支援事業は２５万３,０００円でございます。 

 内容につきましては、小学校の予算説明の際に主要施策の予算概要で御説明した

事業でございます。 

 ４項幼稚園費の本年度予算額は２,４６７万２,０００円で、対前年度比７８万８,

０００円の減額でございます。 

 以上が教育総務課の令和３年度尾鷲市一般会計補正予算の説明でございます。 

○南委員長  引き続いて、生涯学習お願いします。 

○三鬼生涯学習課長  続きまして、議案第１１号、令和３年度尾鷲市一般会計予
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算の議決についてのうち、生涯学習課に関する予算について御説明いたします。 

 まず、歳入から御説明いたします。予算書の２２、２３ページを御覧ください。

通知いたします。 

 １３款使用料及び手数料、１項使用料。次ページをお願いします。７目教育使用

料３３５万８,０００円、そのうち生涯学習課分は、２節社会教育使用料１１５万

４,０００円は、公民館使用料、天文科学館入館料及び使用料、生涯学習課に係る

行政財産使用料でございます。 

 ３節保健体育使用料２０７万８,０００円は、市営野球場、体育文化会館等の使

用料でございます。 

 次に、３２ページ、３３ページを御覧ください。通知いたします。 

 １５款県支出金、２項県補助金。次ページをお願いします。６目教育費県補助金

２,１６０万円。１節教育費補助金２,１６０万円で、そのうち生涯学習課分は、放

課後子ども教室推進事業補助金９７万５,０００円、三重とこわか国体競技別リハ

ーサル大会運営費補助金２７２万２,０００円及び本大会等に係る三重とこわか国

体会場地市町運営交付金１,７６３万１,０００円となっております。 

 次に、４２、４３ページを御覧ください。通知いたします。 

 ２０款諸収入、５項雑入、１目雑入。次ページをお願いします。８節教育費雑入

３１５万８,０００円のうち、生涯学習課分は図書館コピーサービス料３,０００円、

熊野古道保全整備事業補助金５０万円。次ページをお願いします。自動販売機電気

使用料３万６,０００円でございます。 

 以上が歳入についての御説明でございます。 

 次に、歳出について御説明いたします。２８６、２８７ページを御覧ください。

通知いたします。 

 ９款教育費、５項社会教育費、１目社会教育総務費、本年度予算額は４,２２２

万６,０００円で、前年度比１２４万４,０００円の減額でございます。 

 財源内訳の国県支出金１０９万円は、地方創生推進交付金１１万５,０００円と

放課後子ども教室推進事業への県補助金９７万５,０００円であります。 

 人件費につきましては、総務課より説明が行われておりますので、割愛させてい

ただきます。 

 次ページを御覧ください。 

 細目社会教育一般事務費は８０万３,０００円でございます。 

 主なものといたしましては、社会教育委員報酬６名分１１万９,０００円、報償
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費１３万円は、地方創生推進交付金事業における講師謝礼及び託児謝礼でございま

す。 

 負担金、補助及び交付金２４万４,０００円のうち、少年活動事業補助金３万３,

０００円は子供会育成会連絡協議会、女性活動事業補助金５万円は婦人の会連絡協

議会、文化活動事業補助金１４万６,０００円は文化協会に対し、それぞれの活動

に補助をするものであります。 

 それでは、社会教育一般事務費における地方創生推進交付金、地域人材を活かし

た子育てＨＡＰＰＹ事業につきまして、主要施策の予算概要８５ページで御説明い

たします。通知いたします。 

○苫谷生涯学習課係長  それでは、主要施策の予算概要８５ページを御覧くださ

い。 

 地域人材を活かした子育てＨＡＰＰＹ事業について御説明いたします。 

 本事業は、地方創生推進交付金を活用し、地域における子供支援、子育て支援に

関わる団体や、地元事業者等との連携の下、誰もが安心して受けられる地域ぐるみ

の子育て支援として、本市ならではの特色を生かしたイベントを開催し、子育てし

やすい地域づくりを推進していくものでございます。 

 令和３年度も、絵本展示や読み聞かせなどの本読み子育ての取組である青空図書

館など、三つのイベントを開催してまいります。 

 財源内訳といたしまして、事業費、予算額２３万円のうち、２分の１に当たる１

１万５,０００円が国庫支出金、地方創生推進交付金でございます。 

 説明は以上でございます。 

○三鬼生涯学習課長  予算書２８８、２８９ページにお戻りください。通知いた

します。 

 細目成人式事業は６８万３,０００円でございます。 

 第６４回成人式に係る新成人への記念品代や会場使用料等が主なものでございま

す。 

 なお、本年１月１０日に予定しておりました第６３回成人式につきましては、新

型コロナウイルス感染症対策のため延期とさせていただきました。 

 その後、３月中の開催も含め検討してまいりましたが、緊急事態宣言延長や県内

でも警戒宣言が継続される状況が続いたことから年度内の開催は困難となりました。

感染状況を確認しつつ開催に向け検討してまいりましたが、晴れ着が着やすい時期、

式に参加しやすい日程等、成人式実行委員会との協議を踏まえまして、５月２日日
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曜日に開催することとさせていただきました。 

 新成人をはじめ、御家族の皆様や関係者の皆様には御心配と御迷惑をおかけし、

大変申し訳なく思っております。 

 なお、記念品など準備に係る予算につきましては、既に成人式開催に向け準備を

進めていたことから執行済みとなっております。今後、必要となる会場使用料や生

花等の予算につきましては、本年度中において繰越明許費として補正予算に計上さ

せていただきたいと考えております。 

 次ページを御覧ください。 

 次に、放課後子ども教室推進事業１４６万３,０００円は、放課後等における子

供の安全で健やかな居場所づくりを進めるもので、いきいき尾鷲っ子として小学校

放課後児童クラブ、地区コミュニティーセンター等と連携しながら、講座やサマー

スクールイベントなど、年間５０余りの講座を開催するものでございます。 

 主なものといたしまして、運営委員報酬やコーディネーターの報償費などで、事

業費の３分の２となる９７万５,０００円が県補助金となります。 

 次に、２目公民館費、本年度予算額は２,５２６万９,０００円、前年度比３０７

万７,０００円の減額でございます。 

 財源内訳は、その他特定財源は公民館使用料、ふるさと応援基金繰入金などの１

５１万４,０００円でございます。 

 次ページを御覧ください。 

 細目公民館管理経費は１,６９３万７,０００円で、主なものといたしましては、

事業費のうち、光熱水費６４６万８,０００円、修繕料２０４万円は、誘導灯取替

え修繕、照明器具取替え修繕、３階講堂の本庁スクリーン修繕等でございます。 

 役務費３０５万１,０００円は、主に浄化槽保守点検等手数料で、委託料４９１

万２,０００円は、次ページを御覧ください。 

 中央公民館警備業務委託料２７２万８,０００円などが主なものでございます。 

 細目公民館活動経費は４０万８,０００円で、市民向けに古典文学、折り紙など

の講座に加え、新年度ではゆる体操教室やふるさと自然歴史探訪などの新たな講座

を予定しております。コロナ禍におきまして、自宅に閉じ籠もりがちな方などを対

象に、気軽に参加していただけるような内容を計画しております。 

 次に、３目天文科学館費、本年度予算額５４６万７,０００円で、前年度比２２

万６,０００円の増額でございます。 

 財源内訳は、その他特定財源の２万６,０００円は入館料でございます。 
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 細目天文科学館管理運営経費は１６９万５,０００円で、主なものといたしまし

ては、天体観測指導員の報償費３１万８,０００円や光熱水費３４万５,０００円。

次ページを御覧ください。天体望遠鏡保守・点検業務委託料４４万円などでござい

ます。 

 次に、４目図書館費、本年度予算額２,４８４万６,０００円で、前年度比２万６,

０００円の減額でございます。 

 財源内訳は、その他特定財源２６０万１,０００円は、ふるさと応援基金繰入金

２５９万８,０００円と図書館コピーサービス料３,０００円です。 

 細目図書館管理運営経費は５２１万５,０００円で、主なものといたしましては、

需用費のうち、消耗品費として新聞、雑誌の定期購読代などの６２万６,０００円。 

 次ページを御覧ください。 

 使用料及び賃借料１６０万円のうち、図書館システム使用料１２８万５,０００

円は、所蔵図書の検索や貸出し管理等を行うシステム使用料で、備品購入費２５９

万８,０００円は図書購入費でございます。 

 次に、５目文化財保護費、本年度予算額２３８万４,０００円、前年度比７,００

０円の増額でございます。 

 財源内訳は、その他特定財源の１５０万円につきましては、熊野古道森林施業対

策基金繰入金１００万円と、東紀州振興公社からの熊野古道保全整備事業補助金５

０万円でございます。 

 細目一般保護事業は２３８万４,０００円で、主なものといたしましては、需用

費５６万３,０００円のうち、次ページを御覧ください。修繕料５０万円は、主に

熊野古道の維持管理に係る修繕料で、補償、補 及び賠償金１００万円は、熊野古

道と森林作業等の安全調整等の経費補 に係る熊野古道森林施業対策基金繰入金が

充当されております。 

 次に、６目郷土室費、本年度予算額７２２万円、前年度比３６万２,０００円の

増額でございます。 

 財源内訳は、その他特定財源１４０万円は、ふるさと応援基金繰入金の充当によ

るものであります。 

 細目保存運営事業は１６９万３,０００円で、主なものといたしましては、委託

料１４６万３,０００円は、県指定文化財である尾鷲組大庄屋文書をはじめとする

資料の薫蒸に係る委託料でございます。 

 次ページを御覧ください。 
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 次に、７目少年センター費、本年度予算額は５１４万１,０００円で、前年度比

１７万円の増額でございます。 

 財源内訳は、その他特定財源７２万９,０００円は、ふるさと応援基金繰入金の

充当によるものであります。 

 細目少年センター一般事務費は７２万９,０００円で、主なものといたしまして

は、啓発物品等に係る消耗品費や、ボランティア活動に係る傷害保険料などでござ

います。 

 また、活動補助金といたしまして、青少年非行防止活動事業補助金として少年指

導員の会に２３万８,０００円、青少年育成活動事業補助金として青少年育成町民

会議に２１万円、地域間交流活動推進事業補助金として青少年育成市民会議に８万

７,０００円の助成を行うものでございます。 

 次に、８目文化会館費、本年度予算額は５,１０１万９,０００円で、前年度比７

０万３,０００円の減額でございます。 

 財源内訳は、その他特定財源５００万円は、三重県市町村振興協会市町村交付金

の充当によるものであります。 

 細目文化会館管理運営費は５,１０１万９,０００円で、主なものといたしまして

は、需用費の修繕料３２９万９,０００円は、小ホールの空調機の修繕、受変電用

高圧機器取替え修繕などでございます。 

 委託料４,７６８万４,０００円は、次ページを御覧ください。 

 尾鷲文化振興会への文化会館の指定管理料４,７４５万８,０００円でございます。 

 以上、５項社会教育費合計は、本年度予算額計１億６,３５７万２,０００円で、

前年度比で４２８万５,０００円の減額でございます。 

 続きまして、９款教育費、６項保健体育費でございます。 

 １目保健体育総務費、本年度予算額は３,４６５万円で、前年度比１２５万３,０

００円の増額でございます。 

 財源内訳のその他特定財源４２万８,０００円は、学校開放使用料でございます。 

 細目スポーツ振興事業は８８７万６,０００円で、主なものといたしましては、

テニス教室やスポーツ推進委員への報償などでございます。 

 消耗品費２５万７,０００円は、スポーツ教室等の消耗品費のほか、社会体育施

設関連の熱中症対策としてサーキュレーターや瞬間冷却材などの購入費用が含まれ

ております。 

 次ページを御覧ください。 
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 委託料７０万円は、美し国三重市町対抗駅伝参加事業委託料でございます。 

 負担金、補助及び交付金７１０万円の主なものは、補助金といたしまして、成年

スポーツ活動事業補助金は尾鷲市スポーツ協会への１４２万円で優秀選手の協会表

彰、国体競技種目の講習会や各種競技の市民スポーツ祭などに係る補助金でありま

す。 

 少年スポーツ活動事業補助金は、スポーツ少年団へ２４万円、三重スポーツフェ

スティバル参加事業補助金として５３万３,０００円を計上しております。 

 他市町公営プール利用補助金は、本年度の利用実績が施設の臨時休館などの影響

により当初の見込みを大きく下回っており、参考とすることが困難なことから、令

和元年度の月平均９割相当となる４５４万９,０００円を計上しております。 

 次に、２目運動場管理費、本年度予算額は４６８万２,０００円で、前年度比３

５万７,０００円の減額でございます。 

 財源内訳は、その他特定財源２１万４,０００円は、運動場、野球場、テニスコ

ート使用料などでございます。 

 細目運動場維持管理経費は４６８万２,０００円で、主なものといたしましては、

次ページを御覧ください。 

 委託料２２０万円は、野球場、市営グラウンドの清掃や除草などに係る運動場施

設管理業務委託料でございます。 

 次に、３目体育文化会館管理費、本年度予算額は、７９０万６,０００円で、前

年度比３４２万９,０００円の減額でございます。 

 財源内訳は、その他特定財源１４５万４,０００円は、体育館、武道場の使用料

であります。 

 細目体育文化会館維持関係事業は７９０万６,０００円で、光熱水費や体育館の

維持管理のための役務費や委託料が主なものでございます。 

 次ページを御覧ください。 

 ４目国民体育大会関連経費、本年度予算額は４,０４３万６,０００円で、前年度

比３,１７３万７,０００円の増額でございます。 

 財源内訳は、国県支出金２,０３５万３,０００円は、三重とこわか国体競技別リ

ハーサル大会運営費補助金２７２万２,０００円と、三重とこわか国体会場地市町

運営交付金１,７６３万１,０００円でございます。 

 細目三重とこわか国体活動費は４,０４３万６,０００円で、需用費、消耗品費１

０万７,０００円や複合機使用料１５万６,０００円は、主に国体開催後の公債権説
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明会などに係る事務費でございます。 

 負担金、補助及び交付金４,０１７万３,０００円は、本年開催、三重とこわか国

体のうち、本市で開催する正式競技のリハーサル大会及び本大会、そして、デモン

ストレーションスポーツに係る尾鷲市実行委員会への負担金であります。 

 主な内容につきまして、行政常任委員会資料にて御説明いたします。通知いたし

ます。 

○玉置生涯学習課係長  失礼します。行政常任委員会資料１ページを御覧くださ

い。 

 三重とこわか国体関連予算について御説明申し上げます。 

 この事業につきまして、本年開催三重とこわか国体のうち、本市で開催する正式

競技、オープンウォータースイミング及びデモンストレーションスポーツの円滑な

開催準備と、安全安心な大会運営を実施するためのものです。 

 また、市民等が参加できるデモンストレーションスポーツにおいて、国体開催後

も継続してスポーツ活動を行うための指導員養成及び競技普及に取り組むものでご

ざいます。 

 事業費でございますが、９款教育費、６項保健体育費、４目国民体育大会関連経

費、細目三重とこわか国体活動費のうち、三重とこわか国体尾鷲市実行委員会４,

０１７万３,０００円です。 

 競技別の予算内訳は、正式競技については、オープンウォータースイミング三重

オープン２０２１尾鷲及び三重とこわか国体水泳競技、オープンウォータースイミ

ング、リハーサル大会は、７月２５日日曜日、三木里海水浴場にて行う予定ですが、

リハーサル大会経費７４５万２,５０８円で、放送用設備、仮設プレハブ、トイレ

などのレンタル代です。 

 三重とこわか国体水泳競技、オープンウォータースイミング本大会は、９月８日

水曜日に三木里海水浴場にて行う予定です。 

 本大会の開催運営経費は２,５１２万３,７１７円で、開催運営経費として会場設

営や大会運営の機材、備品等のレンタル代や、その他として、計測記録業務委託な

どがあります。 

 続きまして、デモンストレーションスポーツです。 

 ウォーキング大会は、５月９日日曜日に熊野古道センターをスタート、ゴールに

して市内道路をコースとして行います。大会経費は５２万６,９１０円。 

 クップ大会は、５月２３日日曜日、熊野古道センターにて行う予定です。大会経



－３０－ 

費は５９万１,９８２円。 

 ユニカール大会は、１１月２８日日曜日に東紀州くろしお学園尾鷲分校体育館に

て予定しております。大会経費としましては、４０万８,４２７円で、それぞれプ

ログラム製作費や競技役員等の交通費などです。 

 そのほかの事業経費ですが、まず、おもてなし事業としまして、事業経費１３７

万９,３４０円で、案内所、休憩所の設置費用や、のぼり等の歓迎装飾品等のもの

です。 

 次に、炬火イベント事業としまして、事業経費２５万１,４８５円の予算で、炬

火イベント用消耗品費です。 

 三重とこわか国体・三重とこわか大会では、オリンピックの聖火に当たる炬火を

作るために、三重県の全市町がそれぞれの市町の炬火を持ち寄り、一つの炬火とし

て、県民から選手への応援の気持ちが込められた両大会のシンボルの炬火とする予

定です。 

 本市では、市内小中学校において採火行事を行い、各校で採火した火を尾鷲の火

として一つにする集火する予定です。 

 その他の経費では４４３万８,６３１円で、国体実行委員会の事務局費です。 

 国体予算としましては、以上です。 

○三鬼生涯学習課長  予算書の３１０ページ、３１１ページにお戻りください。

通知いたします。 

 以上、６項保健体育費合計は、本年度予算額４,０４３万６,０００円で、前年度

比で３,１７３万７,０００円の増額でございます。 

 以上が議案第１１号、令和３年度尾鷲市一般会計予算の議決についてのうち、生

涯学習課の説明でございます。 

 よろしく御審議の上、御承認賜りますようお願いいたします。 

○南委員長  ありがとうございます。 

 ここで１０分間休憩します。 

（休憩 午前１１時３０分） 

（再開 午前１１時３９分） 

○南委員長  休憩前に引き続き、委員会を続行いたします。 

 それでは、教育委員会所管の当初予算の審査に入ります。 

 御意見のある方。 
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○小川委員  一番先に聞いて、毎年一緒のところを聞きよるんですけど、ちょっ

と視点を変えて。 

 予算書の２７３ページの小学校教育振興経費のところで、これ、申請というのは

どういう形を、毎年申請せなあかんというんですけど、どういう形を取っているん

でしょうか。 

○南委員長  ２７３ページの扶助費。 

○山口教育総務課主任  就学奨励費につきましては、毎年、４月の入学説明会の

際に、申請書をそこで提示させてもらいまして、申請の募集を行っております。 

 また、新入学の学用品費につきましては、就学児健診の案内と同封して、９月頃

に新入生の方に回るようにさせてもらっていますので、必ず皆さんの目に触れるよ

うに案内をさせていただいています。 

○小川委員  それと、準要保護でも修学旅行とかそれについてはこの中に、学用

品の中に、修学旅行費も含まれているわけなんですか。 

○山口教育総務課主任  学用品費の中に含まれております。 

○小川委員  すみません。その修学旅行を大体どれぐらい見積もっておるのか。 

○山口教育総務課長  修学旅行費につきましては、３万４５５円なので、予算上

は３万１,０００円ということになります。 

○小川委員  これの１１８人分でいいんですか。 

○山口教育総務課長  修学旅行費につきましては、該当する生徒、要保護の方は

福祉のほうからということで、該当する方は１名ということですので、この金額に

なります。 

○小川委員  それじゃ、準要保護全員ということじゃないということなんですよ

ね。 

 それと、新入学される小学校の学用品費というのは何月に支給されるでしょうか。 

○山口教育総務課主任  ２月に支給をしております。 

○小川委員  ということは、その領収書と引換えという感じですか。 

○山口教育総務課主任  準要保護の新入学用学用品費につきましては、定額の給

付になりますので、領収書の提出を求めているものではなくて定額の給付になって

おります。 

○南委員長  他にございませんか。 

○三鬼（和）委員  ２６４、２６５にある、魅力ある学校づくり推進事業なんで

すけど、輪内中学校と賀田小学校における英語教育なんですけどね。 
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 これ、特色ある学校ということで、議会ともやり取りの中で、前市長とか前教育

長のときにスタートしたんですけど、依然として予算が、講師とか委託料とか人件

費的なものがあって、学校へ行くというと、例えば賀田小学校なんかは１階、２階

へ上がっていく階段に、ワン、ツー、スリーとかと英語の表記がしてあったりとか、

学校で聞くと、遊びに英語を使っておるといって。 

 それから輪内中学校では、英語劇等がスタートしておると思うんですけど、やっ

ぱり、こういったようなのを強化するのであれば、これに、材料費というんかな、

そういったのも使って、例えば輪内中学校で劇をするのであれば、英語劇の道具に

もっと幅を持たせるような形で親しみを持てるとか、小学校においても、兄弟的な

ものについても強化していくべきだと思うんですけど。 

 特に、お隣、韓国であるとか東南アジアでいうとフィリピンであるとか、一部、

母国語とともに英語がしゃべれる国が増えておるじゃないですか。 

 日本は経済大国と言われながら、この辺が弱いところがあって、これからのグロ

ーバル社会では、必ずというか、大体、英語共通語みたいになっておりますので、

もう少し、やり出したんだったらステップアップを考えるべきではないかなと思う

んですけど、その辺について、教育長とか調整監、どう考えておるんですか。 

○植前教育総務課学校教育調整監  委員の御指摘のとおりだと思いますが、取組

始めまして２年目ということで、まず、これは一つの事業としましては委託という

形を取っておりますので、今後、それの成果発表等につきましては、また授業のほ

うでそういったところで組立てをしていく、あるいは現在の子どもの学びと育ち育

成支援事業、そういったところでもいけるかなというふうなところでございますの

で、ぜひとも外へ向いて大きく発信をしていきたいというふうには考えております。 

○三鬼（和）委員  こういった事業については、ふるさと納税というか、こうい

ったのを投入しておるわけですけど、郷土の諸先輩方も、こういった子供たちが英

語なんかを身につけながらグローバルというか国際人になっていくということでは

しっかり応援してくれると思いますので、もう少し、やっぱりカリキュラムを展開

して、身になるものをしながら尾鷲市の全体の小学校、中学校の教育に生かせるよ

うに、それぐらいはやっぱり教育委員会としても、描かな駄目だと思うんですけど、

そういった点について、再度お願いしたいと思うんですけど、前回、この賀田小学

校と輪内小学校の取組をして、ほかの学校の先生とかからの示唆とかそういったこ

とはないんですか、どうなんですか、それは。 

○植前教育総務課学校教育調整監  今年度は、コロナ禍ということで、そういっ
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たところの制限がございましたので、賀田小学校につきましては取組の内容、ほか

の学校へはこういう授業ができますよということで、ＤＶＤのほうを作成していた

だいて、これを各学校へ配らせていただきました。輪内中学校についても、現在、

編集中というふうなことを聞いております。 

○三鬼（和）委員  私も、真面目にしなかったもので、英語がしゃべれないのを

今後悔しておるというか、後悔しても始まらんですけど、思っていますもので、ぜ

ひ強化して、これからの尾鷲っ子というか、それの特色にもなるように、全国に先

駆けてでも尾鷲っ子は英語がしゃべれるぞというか、ブロークンというか日常会話

ぐらいはできるぞというようなのにつながるように、予算なんかも、私は要求して

いただいていいのではないかなと思います。 

 それと、補正のときに聞こうかどうかと思ったんですけど、コロナ禍の中で、２

７６、２７７で、中学校の補助金の中の選手派遣費補助金が１２８万円、これ、前

年度と一緒、同じ数字というのは確認したんですけど、令和２年度というのは、不

用額で出てくるのかどうか知らんけど、実際は、中学校のこういった協議について

は行われたんですか。どういう形で未執行になったとかというのを、特徴がありま

したら報告してほしいんですけど。 

○植前教育総務課学校教育調整監  まず中体連のほうは、当県大会あるいは東海

大会等が中止となりました。郡市大会はできるところで開催をしたと。 

 それとあと、各協会が実施する大会につきましては、これは、その大会のコロナ

の対策をしっかりとやっているかどうかを精査しながら、学校のほうで保護者と一

緒に考えて承認もいただきながら、これでよしというのであれば参加するというふ

うな形を取りました。 

○三鬼（和）委員  あと、じゃ、本年度については、まず、予算請求のとき、予

算づけが昨年と一緒ということ、旧年度と一緒ということになるんですけど、一応

コロナ禍が収まれば、これまでの大会というか対策しながらじゃないといけないと

思うんですけど、それの数というか、大会数はあるであろうということで、本年度

も予算づけしたと理解したらいいんですか。 

 旧年度については補正がない部分、確定があったら若干は不用額で出てくるので

はないかなはと思うんですけど、本年度については、もうコロナさえあれすれば、

子供たちに積極的に大会に出場させるということで、それらについては学校現場で、

中学校のクラブ活動とかあるんですけど、コロナの中で、クラブ活動については今

までどおりやっておるんですか。低下しておるんですか、やっぱり。クラブ活動の
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状況というのはどうなんですか。学校からはそういった報告はないんですか。 

○植前教育総務課学校教育調整監  学校のクラブ活動につきましては、県下の状

況を見まして、ある一定の、その都度その都度状況を見ながら制限をかけてきまし

た。 

 つい先日の三重県の警戒宣言の期間につきましては、練習についてはその自校の

みでやるということで、この間宣言が解かれましたので、練習試合については東紀

州５市町の管内で可能というふうな、その都度その都度状況を見ながら学校のほう

へは通知をさせていただいております。 

○三鬼（和）委員  あと最後に、３００ページ、３０１ページなんですけど、郷

土室費なんですけど、せんだってこれも、教育の財産じゃないということで、旧曽

根小学校が解体費が上がっているということで視察へ行ったんですけど、旧校舎の

中に、これまでの郷土資料室やったんかな。曽根区においては、いろいろなものが

出土品なんかもあるということで多いんですけど、新たにコミュニティーセンター

を建て替えたときに、そういった置くところが手狭になっておるということがある

し、公民館にある郷土資料室においても、狭いじゃないですか。 

 そういったので今回、議案の中に、三木里小学校であるとか三木小学校の所管換

えが出てきたんですけど、旧町内では、まだ、具体的にはそんな話、この旧尾鷲町

では、中心地ではそんな話はないんですけど。 

 こういった三木小学校とか三木里小学校を、もし、新たに地区から要望も出てお

りますけど運用をするのであれば、全市内の展示できないとかそういった共同のこ

ういった資料というんですか、これを置く場所を設置すべきじゃないか。 

 尾鷲市の手狭な状況であれば、もう倉庫へなおしておくとか、そういった状況に

なったりとか、そんなのを言っても郷土資料室の方から……。 

○南委員長  三鬼委員さん、随分話が広がっているもので、予算書のほうへ戻っ

てください。 

○三鬼（和）委員  郷土資料室の中で、そういうのはどうなんですか、これであ

れします。 

○南委員長  答弁を求めて昼食にしますので、生涯学習課長。 

○三鬼生涯学習課長  郷土室につきましては、現在、郷土室の奥の収蔵庫がかな

りもういっぱいの状況になっておりまして、曽根の収蔵品の中でもお引取りできな

いかというふうな御相談もありましたので、地区のほうに学芸員が出向いて、その

中で引き取れるものは引き取らせてもらおうとは思ってはおるんですけれども、キ
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ャパシティー的には、もうかなり収蔵庫としてもいっぱいの状況でございますので、

なかなか中央公民館のほうでお受けする部分というのは、かなり限られるかなとい

うふうな形です。 

○南委員長  ここで昼食のため休憩します。午後は１時１５分から再開いたしま

す。 

（休憩 午前１１時５４分） 

（再開 午後 １時１１分） 

○南委員長  少し早いようですけれども、全員おそろいですので、引き続き行政

常任委員会を開催いたします。 

○山口教育総務課長  すみません。午前中の小川委員の質問に対して誤った発言

がありましたので、ここで訂正させていただきたいと思います。 

 小学校教育振興経費の中の扶助費で、就学資金の奨励費の中で、修学旅行費の対

象者の御質問があったかと思うんですけれども。 

○南委員長  ちょっと待って、何ページやった。 

○山口教育総務課長  ２７２、２７３ページの小学校教育振興経費の扶助費、学

用品費等というところなんですが、この中で修学旅行費の対象人数の御質問がござ

いました。 

 その中で、私、誤って１人と回答させていただいたんですけれども、１人という

のは国庫補助の対象になっている人数でして、実際の人数については修学旅行なの

で、６年生の２１名が対象になっておりまして、金額としましては４５万９,６９

０円となります。 

 また、参考に中学校のほうなんですが、中学校の対象人数としましては３０名で、

金額にしまして１８２万７,３００円というのが正しい数字でありました。申し訳

ございませんでした。 

○南委員長  それでは引き続き、当初予算の審査に入ります。 

○内山委員  ２６９ページと２７７ページの学校管理費で、プールの予算が計上

されているんですが、令和２年度はコロナ対策により水泳授業が中止という形にな

ったんですが、水泳授業というのは熱中症対策の一つとも言われるように体温を下

げたりすることもできますし、最も重要なのは、泳力というよりは、この地域でい

うと、海、山が自然環境豊かなので、遊びに出かける子供が多いので、水難防止の

面で非常に重要であると思うんですが、令和３年度はどのような考えでしょうか、
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お聞きします。 

○出口教育長  今、委員の御指摘にもありましたように、令和２年度は健康診断

も実施しておりませんでして、水泳指導ができなかったということでございました

が、確かに水泳指導につきましては、授業だけではなくて水難防止もこれは当然必

要ということでございますので、来年度につきましては、コロナ状況も見ながら、

どのようにしていけば可能になるのか、できるのかということを、それぞれ確かめ

ながらしていく必要があると思います。 

 例えば、更衣室の中が密にならないのか。あるいはプールサイドで子供たちが座

っているときに、その距離がきちっと保てているかとか、それから、ビート板とか

いうのを使いますが、ああいうものの使い回しがないのかどうか。 

 それから、水泳前の、これも健康観察も重要でございますので、そういった点で

きちっと対応ができるかということを考えながら、それらがクリアできるようであ

れば、何とかぜひ実施をしていきたいと思いますが、あくまでも状況を見ながら考

えていきたいということでございます。 

○内山委員  夏休み、海、川に遊びに行ったりすると、必ず子供たちが遊んでい

るという姿も見られたので、やっぱり事故防止も兼ねて必要ではないかと思います

ので、ぜひとも御検討をお願いしたいと思います。 

 あと、先ほどビート板の使い回しというふうにあったんですけど、参考として、

紀北健康センターでは、ビート板と一緒にシャワーに行って、ビート板も一緒に洗

った後に天日干しするというふうな形も取っておりますので、そういう事例も参考

にしていただいて、ぜひよろしくお願いいたします。 

○出口教育長  ビート板の今のお話につきましては、また学校のほうに伝えてい

きたいというふうに思います。 

 それから、昨年度水泳はございませんでしたが、夏休み前のいわゆる自由水泳と

か、そういうあたりにつきましては指導をきちっと行っておりますので、来年度も

あるなしにかかわらず、夏休み中の自由水泳につきましてはきちんと指導していく

必要があるというふうに思っています。 

○南委員長  よろしいですか。 

○野田委員  午前中の三鬼委員にちょっと重複してしまうんですけれども、僕、

今回、これ、お聞きしたいと思っていましたらちょうど重なってしまったんですが。 

 主要施策の８１ページの魅力ある学校づくり推進事業というのと、予算書で２６

５ページの２２万１,０００円ということで上がってきて、僕はもう、これ、特色
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ある事業になってほしいと思っているほうなんですけれども、伸び伸び英会話とい

うか伸び伸び英語教育ということで、非常に僕、期待しているんですけれども、こ

の事業内容においては、主要施策の中で三重大学の共同研究９年間ということで、

今後、英語教育を充実させるということでやっています。 

 この中で、特に英語の指導経験が少ない小学校教諭に対し、重点的に助言指導を

行うとか、教職員を対象にした、開催するということが挙げられているんですけれ

ども、もっと楽しいような感じの今後の発展性というんですか、そこら辺はどうか

ということを。 

 補助金の関係でやるのか、それとも、賀田小、輪内中をやったのを、今後、尾鷲

中学校とかそういうところへ広げる形というのはあるのかどうかということをお聞

きしたいんですが。 

○植前教育総務課学校教育調整監  まず、賀田小のほうで、やはり指導者の育成

が大事であるということで、大学の先生のほうへ来ていただいて指導方等について

の研修もさせていただくということで、小学校６年間、中学３年間とそれぞれに昨

年度から取り組んで、ようやくある一定の型が、形ができてきたと。 

 今度は小中つなげて９年間のカリキュラムということで、今年度はコロナの影響

で、三重大のほうからも遠慮させていただきたいというふうなこともございました

ので、うまく進まなかったことはあったので、来年度かけて９年間の一つ、１本通

したものをというふうに考えておるところです。 

 これらの取組を、ぜひ参考にしていただきたいということで、当然、市内の小中

学校のほうへ広げていく予定ではございますし、今、今年度から小学校、英語の授

業が入ってきていますので、一体それをどないしたらええんだろうかというような

声も出てきておりますので、そういったところは、賀田小へその取組を直接見に来

てくださいというふうなことでも、御案内もさせていただいているところです。 

○野田委員  子供だったらそういう環境のところへぽっとほられると、やっぱり

自主的にいろいろこう学ぶということがあると思うものですから、私先ほど、今後

の発展性と言いましたけれども、やっぱりそういう環境づくりをしていかないと、

語学というものは自分のものにならない、僕自身もなっていませんけれども、なら

ないのかなと思いますし。 

 今後のグローカルと書いてありますけれども、やっぱりそういう部分では、強制

じゃなくて伸び伸びとした、やっぱり体で覚えるような英語という、英会話という

ものをちょっと期待したいと思うんですけれども、またよろしくお願いします。 
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 以上です。どうですか。 

○植前教育総務課学校教育調整監  貴重な御意見ありがとうございます。 

 当然、子供たち、英語にまずなれ親しむという、楽しく参加するというところを

一番大事にしてやっていただいておりますので、子供たちも本当に我々が想像する

よりも早いんですよね、習熟とか楽しむことが。 

 そういった期待も込めておりますので、今、おっしゃっていただいた御意見も参

考にしながら、また学校のほうへもお伝えをさせていただきます。ありがとうござ

いました。 

○野田委員  よろしくお願いします。 

○仲委員  ２５９ページの教員職員人件費で、会計年度任用職員報酬が４５８万

あるんですけど、今回の市長の所信表明の中で、ＧＩＧＡスクール構想というのが

ありまして、その中で、ＩＣＴの実践推進モデル校を指定すると。そして、ＩＣＴ

支援員の配置も考えながら効果的な活用の研究に取り組むというふうになっていま

すけど、この中、報酬の中にＩＣＴ支援員の報酬は入っているかどうか。 

 それと、ＩＣＴ実践推進モデル校というのはどこなのか。お答えください。 

○山口教育総務課長  まず、人件費の関係でございます。 

 人件費でいきますと、２６６、２６７ページの小学校職員人件費の報酬の会計年

度任用職員、こちらの中にＩＣＴ支援員１名分の予算が計上されております。 

○出口教育長  ＩＣＴ支援員につきましては、拠点校を１校設けまして、そこへ

配置をいたしまして重点的に見ていただくことと、そのほかの学校にも随時回って

いただくと、そういうような配置を考えております。 

 拠点校につきましては、今現在、宮之上小学校を予定しております。 

○仲委員  ＩＣＴ支援員というのは、拠点にして１名で足りるかどうかというク

エスチョンマークもあるんですけどね。今回が初年度ということですもので、それ

はそれでよろしいんですけど。 

 一般質問でしましたけど、このＩＣＴの普及については、必ず必要になってくる

という中で、今後の展望として、これを、拠点校を決めて、その後、各学校のＩＣ

Ｔの向上を目指すために、何名か増やす構想がありますか。 

○出口教育長  これにつきましては、特に令和２年度の中で全てタブレットが完

備されて、令和３年度は、いよいよ先生方のこれの活用の仕方、そして学校内での

普及の仕方、そこに重点を置くということになると思います。 

 その中では、基本、先生方の状況を見ていますと、やはり若い先生方はかなり活
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発に使っていただけるけれども、教員の中でもやはり格差があるだろうというふう

に私たちは考えておりますので、この１名配置をさせていただいた中で、ちょっと

様子を見ながら１年間は我々も試行期間として考えていきながら様子を見て、次を

考えていきたいというふうに思っています。 

○仲委員  中央審議会の教育審議会の答申においても、ＧＩＧＡスクール構想の

中で、一くくりの中で学校を、教育を保持していくというまとめ方があると。その

中でやはり、地方においても、都市においても、やはりＩＣＴを使ったもので向上

を目指すというのがありますので、ぜひ、指定校を注視して、今後の前向きな考え

方を、ぜひ考えていただきたいと思います。何かありましたら。 

○出口教育長  今おっしゃったとおりにいわゆるＧＩＧＡスクール構想の中で、

タブレットそのものが一つのツールとして大きな役割を果たすということからも当

然でございますので、その部分について、全ての先生方がそれに対応できるように、

そして、また子供がそういう技術を身につけること、そのためにはやはり教員だけ

ではなくてサポートする人がいるということは、これ、我々も大事に考えておりま

すので、まず、１年間やらせていただいて様子を見ていきたいというふうに思いま

す。 

○南委員長  他にございませんか。 

○楠委員  予算書の２７５ページで、中学校の学校管理費についてなんですけど、

先ほど資料の中で、尾鷲中学校のトイレの改修事業、ハードの部分でこれから進め

ていくわけなんですけど、様式が床の乾式とか変わってくるのと洋式トイレになる

ことで、結構衛生的な用品が大分変わってくるんですけど、この辺の、これ９月以

降になるかと思うんですけどね。消耗品とかそういうのは、新年度に措置されてい

るんでしょうか。 

○山口教育総務課長  中学校のそういった消耗品関係につきましては、特に保健

衛生の関係になると、中学校保健衛生管理費の中に含まれております。 

 この中には、今年度、コロナ対策としまして、国の２分の１補助金も利用したコ

ロナ対策保健衛生費というものもプラス４０万円ほど入っておりますので、その中

で、こういったトイレに係る消毒であったりとか、そういったものもここには計上

しておりますので、その中で対応していきたいと考えております。 

○楠委員  ２７９ページのところでよろしいですか。 

○山口教育総務課長  そうですね、２７９ページの中学校保健衛生管理経費の需

用費の中で、消耗品費というのがあるんですけれども、こちらのほうが国の２分の
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１の補助金を使って、コロナ対策保健衛生費が含まれております。 

○楠委員  それは、去年の予算と比較して倍になっているということですか。 

○山口教育総務課長  昨年度の金額でいきますと、３万３,０００円でございまし

た。 

 今年度は補助金を活用して４３万３,０００円という金額になっております。 

○楠委員  はい、分かりました。 

 次に、２９７ページ、天文科学館の管理運営経費で、委託料８１センチの天体望

遠鏡の保守・点検業務委託料で４４万ということになっているんですけど。これは、

あくまでも天体望遠鏡の保守と点検。全体の保守、点検というものがなくても大丈

夫なんですかね。 

 というのはですね、毎年毎年あそこ壊れたの、ここ壊れたの予備費じゃないです

けど、急に修繕費が出てきたりしているんですけど、本体そのものの、もう保守、

点検そのものはしなくていいのかどうか、安全なのかどうか。その辺含めてお願い

します。 

○三鬼生涯学習課長  今年度、突発的な修繕対応ということで保全等をさせてい

ただきました。そういうふうなことが起こらないように、日常的な管理も含めて、

担当を含めて徹底してまいりたいと思います。 

 こちらの業務委託料につきましては、カメラ、天体望遠鏡そのものの保守、点検

の費用のみとなっております。 

○楠委員  基本的に、需用費の中の修繕料は１２万８,０００円は入っているんで

すけど、いわゆる定期的な検査するような、２年に１回とかそういうことをしてい

かないと、急にまた修繕費が出てきたとかという、ならないような取組が必要じゃ

ないかなと思うので、その辺は今後、検討課題としてやっていただければなと思い

ます。 

 次に、２９９ページ、これが一般保護事業で、須賀利大池、これ、毎回言ってい

るんですけど、小池の保存管理委員会の報酬を毎年設けているわけなんですけど、

これは主要施策で９１ページですか。委員さんからいろいろ意見が出ていると思う

んですよね。どうするのか、維持管理するのかという。 

 毎年、検討だけして何とかしていこうという事業費が全然見えないというのはど

ういうことなのか、教えていただけますか。 

○三鬼生涯学習課長  大池、小池につきましては、天然記念物の保全ということ

で、特に海跡湖とかその周辺に関わる植物の調査につきましては、専門家と一緒に
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現地のほうを調査して、その都度、年に１回の調査報告会といいますか、そういう

形でのフィードバックをしております。 

 今年度もそういうふうな形での年間の調査、点検に関しての報告というふうな形

になっておりまして、その先の事業化というところにつきましては、文化財を保全

していくというふうな形の調査を中心というふうな形になっております。 

○楠委員  調査とか検討するのは毎回毎回やっていて、実際に委員さんの声を聞

くと、もう大分汚泥がたまったりとか、木が枯れてきたりとか、いろいろあと鳥の

影響で、何か大分雰囲気が変わってきていると思うんですよね。 

 私も特別天然記念物だったらなかなか手をつけるのは難しいと思うんですけど、

単なる天然記念物だったらどんどんどんどん手入れをしていかないと、立派に審議

会があるにもかかわらず、指定したものが朽ち果てていくということになると思う

んですけど、一度、今年度は無理でしょうけど、次年度あたりに整備事業費を設け

て手入れをしたほうがいいんじゃないかと思うんですよ。 

 というのは、いろんな面で言っていますけど、やはり観光的な面で、使えるとこ

ろはしっかり管理してやっていくということが必要なので、もし、これ開いた委員

会の委員も委員から発言があった内容を整備するんだったら、天然記念物のお金も

使えないんだったら取消しでもしてもらったほうがいいんじゃないですか、極端な

言い方だけど。 

 そのぐらいの気持ちがないと、ただあるだけじゃ意味がないと思うんですよ。そ

の辺、どうなんですかね。それは、もう市長に答えてもらうしかないか。教育長、

どうなんですか、その辺は。 

○加藤市長  楠委員の考え方、進め方というのは、私も同じなんですよね。使え

るものは使っていこうというような。 

 もう使えないものであれしたものは、きちんとスクラップしたらいいじゃないか

という、その辺のめり張りをつけながらおっしゃっているこの大池の話についても、

正直言って進んでいないことは進んでいないと思います。そういうことも含めて、

やはり検討、そういったものについて、学校の話もさっきの話もそうなんですけど

ね。 

 使えるものについてはきちんと使っていくための手法を考えながらきちんと資金

計画も立てなきゃならないとか、いろんなやり方で考えていかなきゃならないと思

いますし、おっしゃることは、その方向性や考え方については、私はそういう気持

ちでおりますので、今度の１年間、こういった形でもっと検証するべきじゃないか
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なとは思っております。 

○楠委員  基本的に決算もありますので、そのときはまた改正されているんでし

ょうけど、やはり、この決算のときに保存管理委員会というんですかね、一応、い

ろいろ検討していただける方の会議録というわけじゃないですけど、どういう発言

をされているのか、一回それを議会のほうに報告して、次にあるべき姿を議員も含

めて検討する必要があるんじゃないかと思うんですけどね。ぜひ、その辺は検討課

題として入れておいてください。 

 以上です。 

○濵中委員  予算書になくて、質問なのであれなんですけれども、防災教育とい

う項目の予算ってここのところないですよね。 

 平成３０年度に大きな５０万余りの委託料をつけて、大きな取組がやられた後に、

防災教育という名前で予算になっておる部分がないんですけれども、今年はどこか

に入っているんですか、これ。予算的にはどうなんですか。 

○山口教育総務課長  防災教育につきましては、先ほど言われたように、３０年

度当時までは予算化されておりましたので、各学校には既にその考え方がもう浸透

したであろうということで、そういった先生を招聘するような金額というのは、こ

こには入っておりません。 

 ただし学校では、それぞれ防災教育に係る取組というのはやっておりまして、少

ない金額ではございますが消耗品であったりとか、そういったことは各学校の消耗

品の中で活用しておりますので、取り立てて防災学習という予算は取ってはおりま

せんが、防災学習という理念というか考え方は、当然、今の学校でもありますし、

それは、毎年、授業としてやっております。 

○濵中委員  もちろん、もう長い年月になってきておりますから、学校自体にそ

ういったほぼ防災文化のような形でやってくれているのがすごく理解しております。

少ないお金の中で工夫をされていることも見せていただいておりますけれども、た

だ、子供たちは毎年変わってきますよね。 

 先生たちも移動というのがあって、じゃ、これを手厚く学んだときの教師陣と、

そのあとの教師陣とに温度差を心配する部分とかもあるので、やはり、毎年繰り返

しやられている訓練ももちろんなんですけれども、数年に一度は大きく、また取り

上げるような形が必要ではないかと思うんですけど、その辺りの考え方はどうです

か、教育長。 

○出口教育長  防災教育につきましては、今、総務課長のほうも申し上げました
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が、やはり、まず、学校が独自のいわゆる避難、災害を回避する行動、それが実践

としてできるということが、まず一番大事なことでございまして、今はそれが充実

をしているときであろうというふうに、一応は思うわけです。 

 それじゃ、そのことが、教師が代わっても、子供が上に上がっていったとしても

きちっと同じ形でやっぱり引き継がれていくことが非常に大事なことだと思います

ので、その部分でまず力を入れることが一つと。 

 そして、委員おっしゃられましたように、やはり数年に一度、何年かに一度はそ

れをもう一度見直していく、そして、新しい考え方もそこに入れた、いわゆる避難

計画なり避難行動を取り入れていくということは、これは必要だと思いますので、

また今後の、まず、一つの期間の中で考えていきたいというふうに思っています。 

○濵中委員  この間、一般質問でお答えいただいたみたいに、保護者への啓発も

防災教育の中には一つ役目としてあると、子供たちを通じて若い保護者たちにお知

らせをしていくという、そういった役目もある。 

 せんだってテレビのニュースで取り上げられておりましたけれども、輪内中学校

のマップ作りであるとか、そういった辺り、情報発信をするという、そういった役

目も考えると、ある程度の予算も必要かなと思いますので、そういった辺り、今後

の防災教育、途切れないような形でお願いしたいと思います。 

○南委員長  他にございませんか。 

 よろしいですか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○南委員長  ないようでございますので、令和３年度の当初予算の説明の審査は

終了をいたします。 

 ここで、幼児教育のほう、あれなんですけれども、学校施設保全の案だけ報告し

てもらおうかいね。 

○山口教育総務課長  それでは、報告事項につきまして、御報告させていただき

ます。 

 本市の児童・生徒が在籍する学校について、学校施設ごとの長寿命化、保全とい

った施設の安全性の確保と適切な維持管理を行うための計画を策定する必要が、国

より求められております。 

 その維持保全の考え方について、この保全計画に定めるものでございます。 

 この学校施設保全計画（案）につきましては、先月１６日の行政常任委員会にお

いて御説明させていただきました。 
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 その中で、議員の皆様から御意見もいただきました点について修正を行いました。

その中で、各学校のプールにつきましても学校施設の重要な施設であるとの御意見

をいただきましたので、今回、最終案という形でございますが、プールにつきまし

て追加したものでございます。 

 修正した部分について、担当より御説明させていただきます。 

○山口教育総務課主任  それでは、資料に基づき御説明させていただきます。 

 行政常任委員会資料、１ページを御覧ください。 

 通知いたします。 

 資料、尾鷲市学校施設保全計画（最終案）を御覧ください。 

 まず、１ページを御覧ください。 

 １番、学校施設の保全計画の背景、目的等として、背景と目的、計画期間、対象

施設を記載しております。 

 ③対象施設につきまして、校舎、体育館を対象としておりましたが、プールを対

象とする旨追記いたしました。 

 次に、３ページを御覧ください。通知します。 

 ３、学校施設の実態です。 

 １ページの追記を受けて、対象一覧表にプールの情報を記載させていただきまし

た。赤枠の点線部分が追記情報となります。 

 次に、７ページを御覧ください。学校施設の保有量です。通知します。 

 本計画につきましては、国が策定を要求する基準に合わせて国の解説書を参照し

作成しているため、グラフについての変更を行わず建物のみの情報とするため、グ

ラフの右下に注釈を追記させていただきました。 

 続きまして、１０ページを御覧ください。 

 ⑧劣化状況調査表を用いた調査結果です。 

 御意見いただきましたプールにつきまして、修繕の履歴や目視及び経過年による

評価を実施し、プール一覧情報を追記させていただきました。 

 次に、１１ページを御覧ください。 

 従来型と長寿命化型による維持、更新コストの比較です。 

 ７ページの変更と同様、右下赤枠内に、プールを除いた試算となる旨追記させて

いただきました。 

 次に飛びまして、１６ページを御覧ください。通知します。 

 施設保全に向けた考え方、改修等の優先順位についてです。 
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 こちらのページは、１１ページに記載にあるとおり、今後の計画的な施設整備を

行うための改修等の優先順位の設定方法を、ページ上段の表、中段には建物の劣化

度順位表を記載しており、御意見いただきましたプールの情報を下段に記載させて

いただきました。 

 主にプールの塗装を優先的に実施することを検討し、Ｃ評価を解消するような順

位表としています。 

 前回、行政常任委員会より御意見をいただき追記した箇所につきましては、以上

となります。 

 説明は以上でございます。 

○南委員長  特に御意見のある方は。 

○小川委員  プールなんですけど、これには早田の元小学校のプールとか、梶賀

小の元プールというのは、これ全然管理費の中に入っていないわけなんですか。 

○山口教育総務課長  この保全計画につきましては、前回、御説明させていただ

いたんですけれども、現在児童・生徒が在籍する学校を対象とするということで、

これが国に求められている保全計画、維持管理に係る考え方ということで、今回、

在籍する学校のみの掲載とさせていただいております。 

○小川委員  それじゃ、早田のプールとか梶賀のプールは別口で修繕とかそんな

のは、これとは別口で考えていただけるということなんでしょうか。そうやって理

解すればいいですか。 

○山口教育総務課長  委員おっしゃるとおり、この計画の中には入ってございま

せんが、言われるような休校中の学校も当然ありますので、それは、この計画とは

別で考え方としてはありますので、今回入っておりませんけれども、当然、全く無

視しておるとかそうしたわけでございませんので御理解いただきたいと思います。 

○南委員長  他にございませんか。 

○野田委員  この間、マイクロバスで曽根の方へ行ったりしておったときに、尾

鷲中学校の、要は手前の運動場よりの校舎の屋根が、やはりさびついてきておるよ

うに思ったんですけれども、あれについては補強というか、ペンキの塗り替えとか

というのはどうなのかなというふうに思ったもので、どのように計画とかそんなの

は大丈夫なんですか。それだけ確認したかったです。 

○山口教育総務課長  尾鷲中学校の校舎につきましては、この表にも反映してお

るんですけれども、屋根の部分、Ｂ及びＣというような劣化状況ということで、当

然Ｃランクに当たる部分につきましては優先的に行う予定ではございますけれども。 



－４６－ 

 以前、委員会でも御説明したように、なかなか屋根とか、外壁、内部仕上げとい

う修繕につきましては、相当な費用がかかることが考えられますので、こういった

Ｃ、Ｂにつきましては、まずはＤ判定を一番に考えていきながら、今後、ほかの修

繕等の部分も鑑みながら、今回、予防保全ということで、悪くなる前に手を打つと

いうような考え方が、この劣化度調査で分かりましたので、委員おっしゃるように

Ｃの部分についても、今後、注視しながら手を入れられるところは入れていきたい

と考えております。 

○野田委員  財政、予算の関係がありますので、やっぱり手順というのがあって

なかなか難しいと思うんですけれども、やっぱり体育館じゃないですけど、悪くな

ってしまったらもうどうにもなりませんもので、そこら辺の注視というんですか、

ひとつよろしくお願いしたいと思います。 

 以上です。 

○南委員長  他にございませんか。 

○三鬼生涯学習課長  １点、報告させていただきます。 

 尾鷲市スポーツ推進計画の中間見直しと、第三次尾鷲市子どもの読書活動推進計

画につきまして、１月に開催していただきました行政常任委員会の後、市民の皆様

から幅広く意見を、募集を目的からパブリックコメントの募集を行ったところでご

ざいます。 

 広報おわせ、市のホームページ等で周知しまして、中央公民館、体育館、図書館

のほか、地区センターやコミュニティーセンターにも閲覧場所を設け、意見募集を

行いましたが、結果としましては、意見等は提出されませんでした。 

 委員会でいただいた意見を基に一部修正を行いまして、先般、尾鷲市スポーツ推

進計画策定委員会及び尾鷲市子どもの読書活動推進計画策定委員会におきまして最

終案を御承認いただき、計画を取りまとめてまいりました。 

 それぞれの計画につきましては、タブレットの行政計画の中に追加をさせていた

だきましたので、御報告させていただきます。 

 以上です。 

○南委員長  ありがとうございます。 

 これで、教育委員会の審査を終わります。ありがとうございました。 

 ２時まで休憩いたします。 

（休憩 午後 １時４８分） 
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（再開 午後 １時５９分） 

○南委員長  休憩前に引き続き委員会を続行いたします。 

 総合病院に入っていただきました。 

 まず初めに、事務長からおわびの言葉をいただけるそうです。 

○尾上総合病院事務長  説明に先立ちまして、今議会定例会に議案上程いたしま

した議案第１４号、令和３年度尾鷲市病院事業会計予算につきましては、病院事務

局の不注意と不手際により議案修正に至り、市議会には多大な御迷惑をおかけした

ことを改めておわび申し上げます。大変申し訳ございませんでした。 

○南委員長  分かりました。 

 それでは、尾鷲総合病院所管の議案第９号、尾鷲総合病院使用料及び手数料徴収

条例の一部改正についての説明を求めます。 

○尾上総合病院事務長  それでは、議案第９号、尾鷲総合病院使用料及び手数料

徴収に関する条例（案）の一部改正につきまして、御説明いたします。 

 通知いたします。 

 尾鷲総合病院使用料及び手数料徴収条例の一部を改正する条例新旧対照表でござ

います。 

 尾鷲総合病院使用料及び手数料徴収に関する条例第２条に定める（使用料及び手

数料）につきまして、第２号に介護保険法の条文を追記し以下の号を繰り下げる一

部改正を行うものでございます。 

 条例の一部改正の詳細につきましては、病院総務課長より資料により説明させま

す。 

○徳井総合病院総務課長  それでは、引き続き行政常任委員会の資料について御

説明させていただきます。 

 通知いたします。 

 それでは、１ページ目を御覧ください。 

 資料１、議案第９号、尾鷲総合病院使用料及び手数料徴収条例の一部改正でござ

います。 

 今回の条例の改正につきましては、現在本院で医療保険によるリハビリテーショ

ンを実施しておりますが、介護保険で「要支援」、「要介護」の認定を受けた方で

医療保険でのリハビリテーションが終了となり、継続したリハビリテーションを希

望される方の要望に応じるため、令和３年７月に電子カルテシステムの更新を行う

と同時に通所リハビリテーション用システムを導入し、介護保険による通所リハビ
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リテーションを行うこととしております。 

 それに伴い、介護保険法による算定を行うための条例の一部改正でございます。 

 資料の説明は以上でございます。 

○尾上総合病院事務長  以上が議案第９号についての説明でございます。 

 よろしく御審議お願いします。 

○南委員長  手数料条例の一部改正について、御質疑のある方。 

○小川委員  これ、医療保険を受けるか、介護保険かは、医者が判断するんです

よね。 

 これ、介護保険の場合、ケアマネジャーによるケアプランも必要になってくると

思います。 

 そして、また、介護保険では１か月当たりに受給可能な保険サービス料が介護度

によって決まっておりますよね。そのため、要介護度の低い高齢者では限度基準額

も低く抑えられているため、手厚いリハビリを受けようと思っても、医療を受けら

れないというのがあって、医療保険給付のほうに戻ってくるという可能性があると

思うんですけど、その点はどうなんでしょうか。 

○松井総合病院総務課主幹兼係長  この介護保険のほうを使う前に医療保険でリ

ハビリをして、その後、医療保険ではリハビリの日数が決まっておりますので、そ

の期限を過ぎてから介護保険のほうになると思います。 

 それで、急性憎悪とかした場合は、また、医療保険のほうになる可能性はありま

すけれども、患者さんのことを考えると継続してリハビリをするために介護保険を

使うということになります。 

 以上です。 

○小川委員  医療保険で受けたほうが結構手厚いサービスを受けられますよね。 

 そのために要介護度認定の低い方というのは、要介護認定を更新しないという場

合も出てくると思うんですけど、その場合はどうなんですか、国の基準とか出てい

るんでしょうか。これ、厚労省から言うてきて改正したと思うんですけど、そんな

基準というのはあるんですか。 

○松井総合病院総務課主幹兼係長  基準というのは要介護度によって決まってお

りますので、そちらのほうで基準としてリハビリテーションのほうを行うというこ

とになります。 

 以上です。 

○小川委員  そうじゃなくて、そういう手厚い、患者さん、お医者さんがこれま
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でですと言うた場合でも、患者さんがリハビリを受けたいという場合に要介護認定

されたら、これ、介護保険でいかなあかんわけでしょう。 

 それを自分で手厚いのを受けようと思ったら要介護認定を更新せんというのが出

てくると思うんですよ、絶対。その場合、どうなのかということを聞きたいんです

けど。 

○松井総合病院総務課主幹兼係長  医療保険のほうを使っているときに介護保険

は使えません。 

 ですので、医療保険のほうの病院に入院したり、外来かかって医療保険のほうで

手厚いリハビリテーションを受けていただいている患者さんはおりますけれども、

介護保険のほうと併用というのができませんので、そちらのほうは各自の選択、ケ

アマネジャーさんとか、いろんな方にドクターに相談していただいて選択していた

だくような形になると思います。 

○小川委員  今言ったことで国のほうで持っておる、あっちこっちの病院とか、

介護保険の問題になっていることなのでしっかり調べてください。 

 以上です。 

○髙村委員  一つ聞きたいんやけど、病院は例えば違うところ行って、リハビリ

だけお任せしたいということできるの。 

○山本総合病院総務課主幹兼係長  通っている病院の主治医が、例えば松阪の病

院で、こちらのほうでリハビリの依頼というのはあります。 

 ですので、こちらのほうでリハビリをお任せしたいということを言ってきている

紹介状をいただくこともあります。 

○濵中委員  せんだっての広域会議のときに、この総合病院で介護保険によるリ

ハビリの開始のことを把握されてなかったんですけれども、その後、広域のほうと

の連携はどういうふうになりましたか。 

○松井総合病院総務課主幹兼係長  今、この介護保険のリハビリについて、リハ

ビリテーション部のほうがいろいろと検討していただいております。 

 それで、まだどのレベルまでやるというところまでの詰めがまだできておりませ

んので、今後、もちろん介護保険の事業者さんとか、いろいろなところに通知した

り、ケアマネジャーさんがやっぱりこれは主になってくると思いますので、ケアマ

ネジャーさんを通じて紹介のほうをしていきたいと思っております。 

○濵中委員  今からその詳しいと言うか、どれぐらいの状況になったらこの介護

保険のほうというのがお医者さんの判断とかというのが今の説明やったと思うんで
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すけれども、ということは、まだ、今の時点では大体予定数と言うか、そういった

あたりまでもまだ行き着いていないというふうに理解すればよろしいですか。 

○松井総合病院総務課主幹兼係長  現在こちらで検討しているのは、要介護１と

か２の患者さん、やはり通院が必要になりますので、あまり重い方は今のところは

検討になっていなくて、やはり最初は１人から始めていって、徐々に徐々に上げて

いくような形で、１日６人くらいとか、そのぐらいまで、９人とか、そのぐらいま

でできるように今段階的に踏んでいこうという計画はあります。 

○南委員長  よろしいですか。 

 他にございませんか、条例改正について。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○南委員長  ないようですので、議案第９号の手数料徴収条例の一部改正につい

ての審査を終了いたします。 

 続きまして、議案第１９号、令和２年度尾鷲市病院事業会計補正予算（第４号）

の説明をお願いいたします。 

○尾上総合病院事務長  それでは、議案第１９号、令和２年度尾鷲市病院事業会

計補正予算（第４号）の議決について、補正予算書及び予算説明書の内容について

御説明いたします。 

 通知いたします。 

 １ページを御覧ください。 

 第１条、令和２年度尾鷲市病院事業会計の補正予算（第４号）は次に定めるとこ

ろによる。 

 第２条、令和２年度尾鷲市病院事業会計予算（以下予算という。）第２条に定め

た業務の予定を次のとおり補正する。 

 （２）患者数につきまして、１日平均１５５人を１４２名に、年間延べ５万６,

７１８人を５万１,８２３人に、外来１日平均３５６人を３５１人に、年間延べ８

万６,３９５人を８万５,３３４人にそれぞれ補正するものでございます。 

 第３条、予算第３条に定めた収益的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。 

 収入の部として第１款病院事業収益、既決予定額４３億３,５６２万９,０００円

から補正予定額１,６７７万３,０００円を増額し、合計４３億５,２４０万２,００

０円とするものでございます。 

 内訳といたしまして、第１項医業収益、既決予定額３４億９,１５５万２,０００

円から、補正予定額１億９,９１３万４,０００円を減額し、合計３２億９,２４１
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万８,０００円とするものでございます。 

 第２項医業外収益、既決予定額８億３,７７７万３,０００円から、補正予定額２

億１,５９０万７,０００円を増額し、合計１０億５,３６８万円とするものでござ

います。 

 次に、支出の部でございます。 

 支出の部として第１款病院事業費用、既決予定額４１億１,４１５万３,０００円

から、補正予定額９,２７２万６,０００円を減額し、合計４０億２,１４２万７,０

００円とするものでございます。 

 内訳といたしまして、第１項医業費用、既決予定額３９億５,３２８万５,０００

円から補正予定額８,７６５万円を減額し、合計３８億６,５６３万５,０００円と

するものでございます。 

 第２項医業外費用、既決予定額１億４,６８６万８,０００円から、補正予定額５

０７万６,０００円を減額し、合計１億４,１７９万２,０００円とするものでござ

います。 

 第４条、予算第４条本文括弧書き中、（資本的収入額が資本的支出額に対し不足

する額１億４,４２２万９,０００円は、一時借入金で措置するものとする）を（資

本的収入額が資本的支出額に対し不足する額１億４,６９６万２,０００円は、一時

借入金で措置をするものとする）に改め、資本的収入及び支出の予定額を次のとお

り補正する。 

 収入の部として第１款資本的収入、既決予定額３億８,８１２万円から、補正予

定額１,６８０万１,０００円を減額し、合計３億７,１３１万９,０００円とするも

のでございます。 

 第１項企業債、既決予定額１億７,２２０万から補正予定額１,２７０万円を減額

し、合計１億５,９５０万円とするものでございます。 

 第５項補助金、既決予定額１,６０８万８,０００円から、補正予定額４１０万１,

０００円を減額し、合計１,１９８万７,０００円とするものでございます。 

 支出の部として第１款資本的支出、既決予定額５億３,２３４万９,０００円から、

補正予定額１,４０６万８,０００円を減額し、合計５億１,８２８万１,０００円と

するものでございます。 

 第１項建設改良費、既決予定額１億９,４８３万９,０００円から補正予定額１,

４０６万８,０００円を減額し、合計１億８,０７７万１,０００円とするものでご

ざいます。 
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 ２ページを御覧ください。 

 第５条、予算第５条債務負担行為を次のとおり補正する。 

 これにつきましては、来年度以降における各事業の円滑な執行のため、債務負担

行為を設定するものでございます。 

 追加といたしまして、事項、三重大学東紀州地域医療学寄附研究部門からの医師

派遣等に係る経費、期間令和３年度から令和４年度まで、限度額２,１００万円。 

 変更として事項、電子カルテシステム更新事業、補正前限度額３億３,０００万

円を補正後限度額３億３０万円。 

 事項、リニアック更新事業、補正前限度額３億６,０００万円を補正後限度額３

億５,８００万円、これにつきましては、契約金額が確定したことにより債務負担

行為の行為額の補正を行うものでございます。 

 第６条、予算第６条企業債を次のように改める。 

 医療機器整備事業の補正前の限度額１億５,３９０万円を補正後の限度額１億４,

２８０万円に。 

 附帯設備整備事業の補正前の限度額１,８３０万円を補正後の限度額１,６７０万

円とするものでございます。 

 第７条、予算第９条に定めた経費の金額を次のように改める。 

 （１）職員給与費の既決予定額２２億８,４０７万２,０００円から、補正予定額

３,０４４万２,０００円を減額し、合計２２億５,３６３万円とするものでござい

ます。 

 ３ページを御覧ください。 

 第８条、予算第１１条に定めたたな卸資産の購入限度額７億６,３７２万３,００

０円を７億２,０７１万６,０００円に改める。 

 ４ページを御覧ください。 

 令和２年度尾鷲市病院事業会計補正予算（第４号）説明書でございます。 

 款項につきましては、先ほど御説明いたしましたので省略させていただきます。 

 （１）収益的収入及び支出のうち、収入の部、１項医業収益、１目入院収益、１

節入院収益１億８,６０６万１,０００円の減額は、コロナウイルス感染症の影響で

入院患者数の減によるものでございます。 

 ２目外来収益、１節外来収益５１１万４,０００円の減額は、入院と同じくコロ

ナウイルス感染症の影響で、外来患者数の減によるものでございます。内容につき

ましては、後ほど資料のほうで御説明いたします。 
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 ４目その他医業収益、１節室料差額収益７９５万９,０００円の減額は、入院患

者数の減による個室使用料の減によるものでございます。 

 ２項医業外収益、２目補助金、２節国県補助金２億１,６３６万３,０００円の増

額は新型コロナウイルス感染症対策事業補助金によるものでございます。内容につ

きましては、後ほど資料で御説明いたします。 

 ６目その他医業外収益、１節その他医業外収益４５万６,０００円の減額は、主

にテレビカード収益の減によるものでございます。 

 次に、支出の部、１項医業費用、１目給与費３,０４４万２,０００円の減額は、

支払い実績等に基づき精査した結果、給料、手当、法定福利費等が減額になること

によるものでございます。 

 ２目材料費４,２８２万円の減額のうち、１節薬品費２,８６０万２,０００円の

減額と２節診療材料費１,３５７万９,０００円の減額及び３節給食材料費６３万９,

０００円の減額は、支払い実績に基づき精査した結果、入院患者数の減によるもの

でございます。 

 ３目経費１,３４２万８,０００円の減額のうち、５節消耗品費２０万円の増額は、

ウェブ会議用消耗品購入によるものでございます。 

 ６節消耗備品費１００万円の増額は、ウェブ会議用消耗備品購入によるものでご

ざいます。 

 ７節光熱水費３００万円の減額と８節燃料費６６万９,０００円の減額は、支払

い実績に基づきまして精査した結果、使用料減によるものでございます。 

 １２節保険料４９万６,０００円の減額は、支払い実績に基づき精査した結果、

出産数の減による医療補償制度掛金減によるものでございます。 

 １４節通信運搬費２３万１,０００円の増額は、電話使用料増によるものでござ

います。 

 １５節委託料１,２１３万１,０００円の減額は、支払い実績に基づき精査した結

果、入院患者数減による加工費、材料費減によるものでございます。 

 １６節臨床検査委託料７６万３,０００円の減額は、支払い実績に基づき精査し

た結果、外来患者及び入院患者減による外注検査減によるものでございます。 

 ５ページを御覧ください。 

 ６目研究研修費９６万円の減額は、研究研修旅費の減によるものでございます。 

 ２項医業外費用５０７万６,０００円の減額のうち、４目雑支出、１節雑支出４

９７万円の減額及び５目消費税及び地方消費税、１節消費税及び地方消費税１０万
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６,０００円の減額は、今回の補正に伴い控除対象外消費税並びに消費税及び地方

消費税を再算定したことによるものでございます。 

 次に、（２）資本的収入及び支出のうち収入の部１項企業債、１目企業債１,２

７０万円の減額は、器械備品、車両購入、その他有形固定資産購入費の入札差金に

よるものでございます。 

 ５項補助金、１目国県補助金、１節県補助金４１０万１,０００円の減額は、そ

の他有形固定資産購入費等の入札差金によるものでございます。 

 次に、支出の部、１項建設改良費、１目資産購入費、１,２４８万円の減額は器

械備品、車両購入、その他有形固定資産購入費の入札差金によるものでございます。 

 ２目工事費、１節工事請負費１５８万８,０００円の減額は、自動火災報知設備

更新工事の入札差金の減額でございます。 

 ６ページ、７ページを御覧ください。 

 令和２年度尾鷲市病院事業会計予定キャッシュ・フロー計算書でございます。こ

れは令和２年度１年間の現金の増減を表わすものでございます。 

 ７ページの下段、今年度末の資金期末残高は２,５４２万８,０００円となる見込

みでございます。 

 ８ページ、９ページを御覧ください。 

 給与費明細書でございます。 

 給与費及び法定福利費の合計は２２億８,４０７万２,０００円から３,０４４万

２,０００円を減額し、２２億５,３６３万円とするものでございます。 

 １０ページ、１１ページを御覧ください。 

 令和２年度尾鷲市病院事業会計予定損益計算書でございます。 

 補正後の予定では、１１ページの下から３段目の当年度純利益は３億２,９４７

万１,０００円の黒字となる見込みでございます。 

 １２ページからは尾鷲市病院事業会計予定貸借対照表及び注記を記載しておりま

す。 

 １３ページの中段の４、流動負債（１）一時借入金でございますが、令和２年度

末の残高は第３号補正後、予算時から５,０００万円減額し、２億円になる見込み

でございます。 

 以上が令和２年度尾鷲市病院事業会計補正予算（第４号）及び予算説明書の説明

でございます。 

 引き続き病院総務課長より資料の説明をいたさせます。 
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○徳井総合病院総務課長  それでは、引き続き行政常任委員会資料について御説

明させていただきます。 

 通知いたします。 

 ２ページ目を御覧ください。 

 資料２、医業収益（入院収益・外来収益）でございます。 

 上段の表が入院収益、下段が外来収益でありますが、いずれも各科別ごとに第３

号補正年間見込額から１月から３月までの実績及び見込みに基づき患者数、診療単

価を加味し、年間見込額としております。 

 入院収益では主なものとして、上から１段目、内科が第３号補正、１日平均患者

数から７.６名の減、第３号補正年間見込額から９,９０３万９,０００円の減、上

段２段目、外科が第３号補正、１日平均患者数から４.４名の減、第３号補正年間

見込額から６,３４３万３,０００円の減。 

 上段３段目、整形外科が第３号補正１日平均患者数から２.２名の減、第３号補

正年間見込額から２,２８４万１,０００円の減でございます。 

 下段２段目、一般病棟１９９床で、第３号補正１日平均患者数から１４.２名の

減、第３号補正年間見込額から１億９,４３７万１,０００円の減。 

 下段１段目、地域包括ケア病棟が第３号補正１日平均患者数から０.８名の増、

第３号補正年間見込額から８３１万の増。 

 一般病床１９９床、地域包括ケア５６床、合計２５５床、合計で第３号補正１日

平均患者数から１３.４名の減、第３号補正年間見込額から１億８,６０６万１,０

００円の減となっております。 

 続きまして、下段外来収益の主なものにつきましては、上段１段目、内科が第３

号補正１日平均数から０.２名の増、第３号補正年間見込額から８５３万９,０００

円の増。 

 上段２段目、外科が第３号補正１日平均患者数から１.６名の減、第３号補正年

間見込額から３４３万８,０００円の減。 

 上段３段目、整形外科が第３号補正１日平均患者数０.４名の減、第３号補正年

間見込額から４３４万１,０００円の減。 

 外来合計で第３号補正１日平均患者数から４.３名の減、第３号補正年間見込額

から５１１万４,０００円の減となっております。 

 ３ページ目を御覧ください。 

 資料３、新型コロナ感染症緊急包括支援事業（医療分）の内容でございます。 
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 補助金のメニューといたしまして１、事業名、新型コロナウイルス感染症患者等

受入医療機関緊急支援事業でございます。 

 内容といたしましては、新型コロナウイルス感染が拡大し、新型コロナウイルス

感染症患者等の受入れ病床と人員を確保するため、緊急的な処置として新型コロナ

患者等の対応を行う医療従事者を支援して受入れ体制を強化する補助でございます。 

 収入といたしましては病院事業収益、医業外収益、補助金、国庫補助金といたし

まして２,３１２万５,０００円でございます。 

 ２番、事業名、新型コロナウイルス感染症を疑う患者受入れのための救急・周産

期・小児医療体制確保事業でございます。 

 内容は、新型コロナウイルス感染症が疑われる患者を診療する２次救急医療機関

の設備整備事業に対する補助でございます。収入は病院事業収益、医業外収益補助

金、県補助金としまして６万１,０００円でございます。 

 収入減といたしましては、個人防護服、実績による減といたしまして３７１万１,

０００円の減、簡易診察室一式、入札及び実績による減３３０万１,０００円でご

ざいます。 

 ３、事業名、新型コロナウイルス感染症重点医療機関体制整備事業、内容といた

しましては、新型コロナウイルス感染症患者専用の病床が空床になった場合に、空

床確保に要する費用及び隔離するための休床に要する費用のための補助でございま

す。 

 収入といたしましては、病院事業収益、医業外収益補助金、県補助金１億９,５

４８万８,０００円でございます。 

 対象事業として新型コロナウイルス感染症患者あるいは疑い患者用の受入れ病床

の確保に係る空床及び休床に対する減収補 分でございます。

 以上が第４号補正の資料の説明でございます。 

○尾上総合病院事務長  以上が尾鷲市病院事業会計補正予算（第４号）及び予算

説明書についての説明となります。 

 御審議のほどよろしくお願いいたします。 

○南委員長  補正予算は以上でございます。 

○濵中委員  今の最後の補助金のことを詳しく言っていただいたんですけれども、

この補助金の算定根拠のことをもう少し聞きたいんですけれども、これはこの補正

予算書を作った時点の実績数値なのか、それとも今後まだ増える予定があるのか、

その数字によって動くものなのか、現在でこれ、確定のものなのか、教えてくださ
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い。 

○高浜総合病院総務課長補佐  この補正予算をつくった実績を基につくっており

ますけど、ある程度見込みも含んでこの計算にしておりますので、決算時に若干増

える要素もあるかとは思われます。 

○濵中委員  そうしますと、令和２年度におきましては、現在、この予算書を見

ると、大体全体で６億少しの補助金というふうに全体でなっておりますよね。そこ

でどうにか今回かなり黒字が出ておるような格好なんですけれども、そうしますと、

最終的には６億何がしかの補助金でという感じやと思うんですけど、実際の医療行

為による収入は、単純にこれを引けばそれで出る話ですか。もう少し本来の医療行

為のところの益と出のあたりでお答えいただけますか。 

○尾上総合病院事務長  濵中委員さんがおっしゃっておる部分については、医業

外収入で補助金がどれだけということでよろしいですか。 

 補正予算の１０ページ、１１ページのところで予定損益計算書がございまして、

この３の医業外収益の（３）の補助金のところ、ここにコロナ禍に対する３条の分

の補助金が約５億２,０００万ほど入っております。なので、それを引いていただ

くと純然たる営業の部分での損益が出てくるということで。 

 ４条のほうにも若干プレハブとか建てた部分の補助があって、それは４条予算の

ほうには約１,１９８万７,０００円は４条予算のほうにあるんですけど、営業の部

分での損益ということであれば今御説明したとおりでございます。 

○濵中委員  それともう一点なんですけれども、給料のほうの減額があるんです

けれども、どういった職種の方がその減った分なのかというのを教えていただけま

すか。 

○尾上総合病院事務長  予算の説明でも言わせていただいたんですが、看護師が

中途退職した部分の減額でございます。 

 この補正に関わる部分につきましては、４名分になります。 

○濵中委員  昨年度からこの看護師さんの退職がすごく心配されておりまして、

その後入ってくれる方とのやっぱり差がまだ埋まっていないのかなというふうな心

配をしておりまして、そのＤＰＣの基準の中で残業時間のほうは前提の平均で出さ

れるでしょうから、きちんと保っていただくようなことをしてもらっておるんやと

思うんですけれども、ただ、心配するのはその平均であるとどうしても超えていか

れる方、どうしても配慮して少なくせんなん方とかいうのが出てこられるのではな

いのかなというそういった心配をしておりますので、今すぐでなくてもいいです、
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分かっておればで、分かってからでもいいですので、大体その最高の方が何時間の

残業であるとかという、その辺りを教えていただけるような資料が、また、後日で

も結構です。きちんとＤＰＣの制度が維持できていくのかどうかを確認したいので

その辺りをお願いします。 

○南委員長  資料として提出できますか。 

○尾上総合病院事務長  お時間をいただければ、資料としては提出させていただ

きます。 

○南委員長  じゃ、できたらよろしくお願いいたします。 

○野田委員  資料２ページなんですけれども、コロナ禍で第４号補正のところで

診療単価が３万６,３７１円となっています。 

 これはＤＰＣが導入された金額になりますので、前年度と比較してこの補正の中

ではどのような形になっているのか、金額、前年度比較、補正における。 

○高浜総合病院総務課長補佐  ただいま御質問いただいた３万６,０００円は、地

域包括ケア病棟も含めての平均になっておりますので、一般病棟といたしましては、

その二つ上、３万８,３４２円となっております。 

 これは今年度実績によるものでして、前年度実績は約３万４,０００円中頃、３

万４,５００円平均、取っておりますので、約４,０００円ほどＤＰＣになった効果

が出ておるものと思われます。 

○野田委員  次に、地域包括ケア病棟で入ってくる３万８９８円ということで、

この回復期病棟の効率という部分は非常によくなる、患者数は減少していますが、

推定が不可能なんですけれども、これも前年度比較したらどれぐらいの……。 

○高浜総合病院総務課長補佐  地域包括ケア病棟におきましては、令和元年度決

算で３億９,４５７万となっております。 

 ですので、今年度が見込みとして約４億２,４００万となっておりますので、こ

れが差額となっております。 

○野田委員  １人当たりにすると９８０円ぐらいかなと、これは分かりました。 

 そういう僕は予測をしたんですけれども、要はこの中で、それはそれで、患者減

がやっぱり大きな収益減になってしまっていて、その分を補助金で、約５億４,０

００万の補助金が入ってきてすると、国からのほうですけど。その中で１月から３

月の見込み数字で補正を組まれたということですけれども、患者数の減少は以前に

比べておさまっているということはないでしょうけれども、減少率というのは大分

緩和というか、抑えられてきておるんじゃないかなと思うんですけど、その点、ど
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のように見込んでいますか。 

○尾上総合病院事務長  まず、特に外来のほうなんですけれども、今回の３月補

正を１２月比較していただくと、１２月補正で減額した部分が今となってみると少

し大きかったと。 

 それは野田委員さんがおっしゃられるように外来患者については少し戻ってきた

のかなというふうに感じております。 

 ただ、入院患者さんにつきましては、年度を通して一定の割合で低い水準で推移

しておるというような形でございます。 

○野田委員  補正については以上でよろしいです。 

○奥田委員  資料の３ですね、３ページのところ、お聞きしたいんですけれども、

先ほど野田委員も言われたように今回この新型コロナのこの関係で、資本的収入も

含めて５億４,０００万ぐらい今あるのかな。さっきの話を聞いているともっと増

えるという話がありますけど。 

 それがあって３億２,９００万の今黒字ということで、数字的には本当にこれ、

新型コロナのおかげと言ったら変な言い方ですけど、数字的にはよくなったのかな

という気はするんですけど、ただ、それを除くと、だから来年度以降がちょっと心

配なんですけど。 

 それで、この資料３の③のところのこれも１２月も聞くのを忘れたもんで、積算

根拠のところで空床のところの補助金、１床４万１,０００円、それが１万６８床

分ということになっていますけど、これ、どういう、この１万６８というのは何日

分で何床分というような計算なのかな。 

○高浜総合病院総務課長補佐  何床何日というわけではなく、たしか１２月のこ

の委員会でも小川委員の御質問にお答えしたかとは思うんですけど、当初４月１０

日に三重県が確保病床を依頼されたときに、うちが確保させてもらった病床数に加

えて、さらにという病床数の県からの要請があって、確保病床とともにその確保し

たことによって影響のある病床も休止病床として補助金対象になったことによって、

その県が拡大期、蔓延期、小康期というふうにベッドの扱いでここまで認めてもい

いでしょうというベッド数が違っていました。 

 ですので、それによって何床掛ける何日というわけじゃなく、その何々期、何々

期、何々期においてその対象になる確保病床、休止病床のベッド数が違うことによ

って、このような積み上げで１万６８ということになっております。 

○奥田委員  これ、その影響になった病床が各期違うということで、最大どのぐ
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らいの病床が認められたんですか、これは。認められたって変な言い方ですけど、

最大。 

○尾上総合病院事務長  その辺につきましては、尾鷲総合病院が陽性患者受入れ

の確保病床を持っておるということで、９月のときに奥田委員さんにも質疑か何か

でお答えしたときに、内訳、どれぐらい持っておるということについては勘弁して

いただく前提での御説明をしたと思うんですけれども、この部分につきましても、

申し訳ないです、そういうことでお願いしたいと思います。 

○奥田委員  勘弁してとか言いましたか、今。なぜ言えないんですか、それは。

それも内緒ですか。 

○尾上総合病院事務長  ９月定例会の折にコロナの補助金を計上させていただい

て、その段階で総合病院がコロナの指定を県に受けたということで、病床が確保さ

れておるという御説明をさせていただきました。 

 ただ、その段階で、確保病床数とか、患者さんの受入れについては回答できない

ということでお願いしてきたということを今も申し上げている次第でございます。 

 この積算根拠を詳しく話していきますと、どれだけ確保病床があるというところ

に抵触してしまいますので、お願いしたいと思います。 

○奥田委員  何でそのどれだけのベッドを用意しておったかというのが言っては

駄目なんですかね。それ、別に。 

 別にベッドをこれだけ用意していましたと言われて、僕ら、分析できないじゃな

いですか。入院患者が平均１４２人と、２５５床もあるのに、１４２でも６０％を

切っておるわけですね、稼働率。５５％ぐらいかな。その中で空床確保でどれだけ

しておるのかとないと、全然、病院経営分析ができないじゃないですか、これ。 

 そういうことも言えないんですか、これ、不思議ですね。 

 そうすると、予算書の１ページの入院１日平均１４２人とかとなっていますけど、

これはそのコロナ感染者の受け入れている数というのはどうなんですか。入ってい

るんですか、入っていないんですか。それだけ教えてもらえませんか。 

○尾上総合病院事務長  患者数の中には入れて積算しておるということでござい

ます。 

○奥田委員  そうですか、この入院患者１４０人の中には陽性患者は入っている

ということなんですね。 

 でも、これまでは入れているというのを言わなかったけど、今やっと認めました

ね。画期的なあれですね。やっぱり入れていたんですね、よく分かりました。 
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 それで僕、ちょっと気になるのは、このコロナの関係で今回この５億４,０００

万というかなりの金額がもらえましたけど、厚生労働省のほうがあまりにもこう補

助金をつけ過ぎたという話があって、単なる空床だけのところは戻してもらうんだ

というような、ちょっとしたそういう話もちらちらありますよね、何か。この前、

あったような気がするんですけれども。 

 そういうふうなことはないんですよね、これ、返せと言われても困りますよね。

せっかく黒字、これだけ出たのに。それ、大丈夫ですか。 

○山本総合病院総務課主幹兼係長  当然、今、国の補助金、いろいろ精査して、

県からの情報等も仕入れておりますけど、遡って補助金を減額にするというような

話は聞いてはおりません。 

○南委員長  他にございませんか。 

○野田委員  この補正の２ページのところですけれども、第５条の債務負担行為

の追加というところで、三重大医師派遣の経費ということで、これは毎年この時期

で要ると思うんですけれども、限度額の多少の変動というのは、これはどういう要

因があるんですか。 

○高浜総合病院総務課長補佐  対象になる医師に対して金額が上下しますので、

今度対象になる医者に対して、この金額が必要であるという額で設定させてもらっ

ています。 

○南委員長  他にございませんか。 

○濵中委員  今稼働率の話が出たんですけれども、この未稼働病床のことに関し

ては医療構想の中である一定の数字を切ると、その削減の要請だったのか、提案だ

ったのか、何かいろんなのあるんですけれども、今回の数字というのは、それに含

まれてしまいますか。 

 それとも、このコロナ禍での非常事態という判断をしてもらえるのか。 

○尾上総合病院事務長  稼働率７０％を切った場合だったと思うんですけど、そ

の部分についての制限は今コロナ禍の中では外されてと言うか、猶予されておりま

す。 

○濵中委員  そうしたら、その指示のようなものが出されてということはないに

してでも、これ、今そういった６０も切ろうかという中で動いていっているわけで

すよね。費用も減ってきていますよね。 

 そうすると、もしかすると病床数はこのコロナ禍が終わった後でも、この今動い

ておる数プラスアルファぐらいでこの病院は適正に動けるのかなというような予想
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もするんですけれども、そういった感じで、その病床をコンパクトにして、もちろ

ん病床がいっぱいになるのであれば、８割、９割あるのであればそれだけの病院収

入ありますけれども、動かないことによって費用も抑えられるのであれば、そうい

ったコンパクト化ということ、もう一度考えることはできるのかなと思うんですけ

ど、その辺りの計画はどうなっていますか。 

○尾上総合病院事務長  今、濵中委員さんがおっしゃっていただいた１款が地域

包括ケア病棟への一般病床の転換ですね。 

 新改革プランの中には人口減等に伴う医療需要の減少に対応すべく、新改革の中

では２０２２年、来年度を目途に一般病床の削減をということになってはおったん

ですが、現状これだけコロナ禍の中で収益確保策をしても収益が減るということな

ので、その辺の経費削減策、逆に言うと。その辺を前倒しでやるということで、院

内では現に検討に入っているところであります。 

○濵中委員  以前に私病院の質問をさせてもらったときに、市長がこの病院の形

は維持をしたままでという言葉があったんですけれども、その数の部分ではなくて、

機能としての部分というふうに理解をすればよろしいですか。その経費含め、これ

がここに見合った形になることは、決してその機能を失うという意味ではなくて、

そういったボリュームのことで削減することはあっても機能を残したいという意味

というふうな理解でよろしいですか。 

○尾上総合病院事務長  そのとおりです。 

 やっぱり総合病院、公的病院としての機能、それを現に市民の要望が強い中では、

採算が取れない部分についてもやはり維持していく前提で考えていかなければなら

ないと。 

 その部分については市長はいつもそういうふうにおっしゃっていますので、そう

いうふうなことを前提に経営を安定させるような形でいろいろと検討していきたい

と思います。 

○南委員長  他にございませんか。 

○楠委員  リニアックの補正のほうで３億５,８００万ですか、という金額なんで

すけど、毎回聞いているんですけど、採算ベースでアウトということでお話をされ

ているんですけど、実際にその患者さんって、何回も聞いているんだけど調査され

ています。 

○尾上総合病院事務長  今、楠委員さんおっしゃられている再三こういう議論を

やらせていただいておるんですけれども、債務負担行為を計上させていただいて、
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このリニアックの更新事業が病院経営にどうやという議論になったときに、まずは

リニアック更新事業が採算を取る単体事業ということで御理解をしていただきまし

た。 

 その単体の更新事業といった採算という部分については、日本統計学、がん患者、

全国から見て地域に落とし込んでということで１０.８人いれば採算が取れる中で、

１１人などが患者が見込めるのではないかということを議会のほうにも幾度となく

御説明したという部分で考えております。 

○楠委員  このリニアックを入れていない期間、いわゆる治療していない期間に、

実際に尾鷲市の中で、統計的には分かるんですよ。以前４.何人とか。これからは

１１人ぐらいいるだろうと。それはあくまでも統計学上の話で。 

 実際に今他の病院にかかっている人がどのぐらいいて、市長も言っていましたよ

ね、足りない分は営業するんだと、どこの誰がどういうふうに営業するか分かりま

せんけど、その数字がないとちょっと。 

 その採算が合うんだよと、病院も経営ですから、ある程度採算を考えなきゃいけ

ないんでしょうけど、実際その数字が見えない中で、このリニアックそのものを入

れていいのかどうか。 

 というのは、私も調査をしたんですけど、７５歳以上の高齢者はともかく、健康

保険を使っている方の回数を見ると１４件しかないんですよ。平成３０年４月から

平成３１年３月までの１４件。 

 ３１年４月から令和２年３月までも１４件、というのは、これ、７人ぐらいしか

いないようなんですよ。というのは１回やって、２回目やっているんですよね。そ

の照射の仕方も違うんですよ。 

 多分、これを見ると新生児か幼児か何かの対応しているのかなと。大人が見えな

いんですよ。 

 だから、そういうところの数字も見えないでやっているのと２０２０年からは診

療報酬が変わっているので、いきなり１,０００点とか何万点って数字は取れなく

なってきて、２回目以降も必ず２分の１ですよね。 

 そういう点数を計算していくのと人数を考えていくと、正直言ってこれからその

リニアックだけじゃなくて周辺の設備も改造しなきゃいけないですよね。 

 工事費があるわけですよね、本体の機械をどんと座るかもしれないけど、据える

ための工事をしなきゃいけないわけですよね。 

 それを考えたときに、初期投資があり過ぎて、それを６年という計算で償却する
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わけじゃないだろうけど、計算しても患者の数が見えないで導入は可能なんですか。 

○尾上総合病院事務長  初期投資の部分については、現在説明しておりますリニ

アック棟の改修を行うんですけれども、３億５,８００万の中にはその部分も含め

ているということでございます。 

 あと楠委員さんおっしゃられましたリニアックに対応する患者さんの把握につい

てなんですけれども、病院としましてもいろいろ検討しました。 

 ただ、一概に保険と言いましても私たちみたいな共済保険、いろんな保険の種類

があって、いろんな種類の保険で放射線治療を受けている方がどれだけいるのかと

いうのは情報としていただけない部分があります。 

 あと、尾鷲の方やったとしても、尾鷲総合病院から違う病院に行かれたとしても、

必ずその方の治療内容を病院のほうに報告することがあるということではないので、

その部分についても不明です。また、個人医院から患者さんの要望で尾鷲総合病院

ではなくて、他の地域の病院に行ったときにその方が放射線治療したときも尾鷲総

合病院情報としては情報としてつかむ手段がございません。 

 それらもろもろの数字として把握できない部分があったこともあるんですけれど

も、何よりもリニアックを更新需要としてお示しするに一番確度の高い部分での患

者数の見込みが統計的なものから把握するものが一番確度として高いだろういうこ

とで考えまして、病院としては１１人確保できる前提で採算が取れるということで

リニアック更新に踏み切ったということでございます。 

○楠委員  マックスで計算するんだから、誰も採算があるということは分かるん

ですよ。私が知りたいのは、個人情報はともかく、皆さんがこの施設を設置するに

当たって、各開業医の方とか、そういうところに個人情報ではなくて放射線治療さ

れている件数というのは、基本的には調査も可能ですよね。 

 職権ではいきにくいかもしれないけど調査をかけることについてはどうなんです

か。 

○尾上総合病院事務長  すみません、はっきりとしたお答えをその部分について

はできません。 

 ただ、今、楠委員さんおっしゃっている部分については、この地域のクリニック

の先生のことだと思います。ただ、尾鷲総合病院が網羅している診療圏といいます

のは、紀北町、熊野の一部も入ります。そこら全ての個人の方々が仮に放射線治療

した方のその数字を把握するというのはほぼ不可能に近いのではないかと。 

 そちらよりも病院としましては、統計的なほうから採算のベースをまずは把握し
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たということもあるんですけれども、個々の情報をクリニックないし紀南病院、い

ろんなところに情報としていただくというのは不可能ではあるのではないかなとい

うふうに思っております。 

○楠委員  個々の情報が不可能だったら営業もできませんよね、単純に考えたら。

情報がないんだから。じゃ、この近所を回って、あなた、放射線治療をしますか、

しませんかと営業に行くわけですか。 

 だから、説明と何かやろうとしていることが全然ちぐはぐなんですよ。 

○尾上総合病院事務長  いえ、営業活動につきましては、現に尾鷲総合病院に放

射線治療装置がない中で、尾鷲から他地域に放射線治療に行っていただいておる御

負担をかけている市民の方が仮にいて、尾鷲のほうにも放射線治療ができる装置が

整備されたので、そちらのほうに行っている方がおみえになったら、途中からでも、

初期からでもいいので負担が少しでも少ないということで、こちらのほうに来てい

ただけるのであればというような営業していくということでして、楠さんのおっし

ゃられておる部分については採算を取る段階でのその初期の情報ですよね。そこと

若干違うと思うんですけれども。 

○楠委員  今ないので、行っている方も分かる範囲でと言ったら、件数、分かり

ますよね、何人行っているかと。 

○南委員長  このリニアックの更新事業については当初のほうの資料の中でも工

程等についても説明していただく予定でおりますので、また、そのときに集中して

審査をしてもらったらと思いますので、よろしくお願いします。 

 他にございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○南委員長  ないようですので、続きまして、１４号の当初予算のほうの説明を

お願いいたします。 

○尾上総合病院事務長  それでは、議案第１４号、令和３年度尾鷲市病院事業会

計予算の議決について、予算書及び予算説明書の内容について御説明いたします。 

 通知いたします。 

 １ページを御覧ください。 

 第１条、令和３年度尾鷲市病院事業会計の予算は次に定めるところによる。 

 第２条、業務の予定量は次のとおりとする。 

 （１）病床数、一般病床１９９床、療養病床５６床。 

 （２）患者数、入院１日平均１４４人、年間延べ５万２,７１６人。外来１日３
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５１人、年間延べ８万４,９９０人。 

 第３条、収益的収入及び支出の予定額は次のとおりと定める。 

 収入の部として、第１款病院事業収益３８億７,６２６万６,０００円。 

 第１項医業収益３３億１,５９２万７,０００円、第２項医業外収益５億６,０２

３万９,０００円、第３項特別利益１０万円。 

 支出の部として、第１款病院事業費用４１億４,６２２万６,０００円。 

 第１項医業費用３９億９,７９２万９,０００円、第２項医業外費用１億４,７７

９万７,０００円、第３号特別損失５０万円。 

 第４条、資本的収入及び支出の予定額は次のとおり定める。 

 （資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額１億５,２１２万４,０００円は

一時借入金で措置するものとする。）。 

 収入の部として第１款資本的収入９億３,５０１万２,０００円。 

 第１項企業債７億１,９８０万円、第２項負担金２億１,３２０万８,０００円、

第３項補助金２００万２,０００円、第４項投資返還金１,０００円、第５項寄附金

１,０００円。 

 支出の部として、第１款資本的支出１０億８,７１３万６,０００円。 

 第１項建設改良費７億２,７８１万８,０００円、第２項企業債償還金３億４,９

１１万８,０００円、第３項投資１,０２０万円。 

 ２ページを御覧ください。 

 第５条、債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額は次のとおり定

める。 

 事項、学資貸与金、期間、令和４年度から令和７年度、限度額１,７４０万円。 

 事項、薬剤師奨学金返還支援助成貸付金、期間、令和４年度から貸付対象奨学金

の返還が満了する日または貸付総額が５４０万円に達するいずれか早い日まで、限

度額１,０８０万円でございます。 

 第６条、起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は次のとおり定

める。 

 起債の目的、医療機器整備事業として限度額を７億１,９８０万円とするもので

す。なお、起債の方法、利率、償還の方法は記載のとおりでございます。 

 第７条、一時借入金の限度額は６億円と定める。 

 第８条、予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は次のとおり

と定める。 
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 （１）令和３年度尾鷲市病院事業会計予算中不足を生じる場合、款内各項の金額。 

 第９条、次に掲げる経費については、これらの経費の金額をこれらの経費のうち

他の経費の金額に、若しくはこれらの以外の経費の金額に流用し、又はこれら以外

の経費をこれらの経費の金額に流用する場合は議会の議決を経なければならない。 

 （１）職員給与費２３億１,７３２万３,０００円、（２）交際費６０万円。 

 第１０条、病院群輪番制病院運営事業のため一般会計からこの会計へ補助を受け

る金額は１,７３２万７,０００円でございます。 

 ３ページを御覧ください。 

 第１１条、たな卸資産の購入限度額は７億２,４６５万６,０００円と定める。 

 第１２条、重要な資産の取得は次のとおりとする。 

 １、取得する資産、種類は器械備品、名称は電子カルテシステム、数量は一式及

びリニアック装置、数量は一式とするものでございます。 

 ４ページを御覧ください。 

 令和３年度尾鷲市病院事業会計予算実施計画でございます。 

 款項につきましては、先ほど御説明しましたので省略させていただきます。 

 （１）収益的収入及び支出でございます。 

 収入の部、１款病院事業収益、１項医業収益は、１目入院収益、１節入院収益１

９億１,２６６万４,０００円、２目外来収益、１節外来収益１３億３５５万２,０

００円でございます。 

 入院収益及び外来収益につきましては、後ほど資料で御説明いたします。 

 ３目健診収益３,０６６万７,０００円の内訳は、１節一般健診収益２,１１６万

円、２節脳ドック収益３０８万４,０００円、３節１泊ドック収益１１万８,０００

円、４節妊婦健診収益５８１万５,０００円、５節乳児健診収益４９万円でござい

ます。 

 ４目その他医業収益６,９０４万４,０００円の内訳は、１節室料差額収益３,８

４６万２,０００円、２節公衆衛生活動収益１,２１１万２,０００円、３節その他

医業収益１,８４７万円でございます。 

 ２項医業外収益は１目負担金、１節一般会計負担金２億３,６６１万１,０００円

は、一般会計からの繰入金のうち収益的収入に係る部分で資本的収支に係る繰入金

と合わせると４億４,９８６万９,０００円となり、前年度と比較して２,４８６万

９,０００円の増額でございます。 

 ２目補助金８,４４５万５,０００円の内訳は、１節一般会計補助金１,７３２万
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７,０００円。 

 病院群輪番制病院運営事業補助金でございます。 

 ２節国県補助金７１３万５,０００円は、産科医等確保支援事業補助金他でござ

います。 

 ３節その他補助金は５,９９９万３,０００円は、紀北町救急医療体制特別支援金

他でございます。 

 ３目寄附金、１節寄附金１,０００円、４目患者外給食収益、１節患者外給食収

益９１万４,０００円、５目長期前受金戻入２億１,９９７万７,０００円の内訳は、

１節国県補助金長期前受金戻入２,１３１万９,０００円。 

 ２節その他長期前受金戻入１億９,８６５万８,０００円、これらは資産の減価償

却に合わせて補助金等を戻入するものでございます。 

 ６目その他医業外収益、１節その他医業外収益１,８２３万１,０００円は、テレ

ビカードほかの収益でございます。 

 ３項特別収益は、１目過年度損益修正益、１節過年度損益修正益１０万円でござ

います。 

 ５ページを御覧ください。 

 支出の部、１款病院事業費用、１項医業費用、１目給与費２３億２,８９７万３,

０００円の内訳は、１節報酬３億１,２１０万７,０００円で応援医師及びパートタ

イムの会計年度任用職員の報酬でございます。 

 ２節給料８億３,２０１万８,０００円は、職員２２０名分、フルタイムの会計年

度任用職員２０名分の給料でございます。 

 ３節手当５億８,０９５万８,０００円は、期末勤勉手当、特殊勤務手当等でござ

います。 

 ４節法定福利費２億７,９８０万円、５節退職給付費１億８,５９９万１,０００

円は、退職給付引当金繰入額でございます。 

 ６節賞与引当金繰入額１億１,６５７万８,０００円及び７節法定福利費引当金繰

入額２,１５２万１,０００円は、翌年度に支出する賞与及び法定福利費のうち当年

度分を計上するものでございます。 

 材料費６億５,９８７万６,０００円の内訳は、１節薬品費４億２０２万１,００

０円、２節診療材料費２億５,１３６万３,０００円、３節給食材料費５４９万２,

０００円、４節医療消耗備品費１００万円でございます。 

 ３目経費７億６,１４１万１,０００円の内訳は、１節厚生福利費８５万８,００
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０円、２節報償費５０万２,０００円、３節旅費交通費１,０７２万７,０００円、

４節職員被服費８４万円、５節消耗品費２,３２０万４,０００円、６節消耗備品費

２３８万７,０００円、７節光熱水費８,０９３万８,０００円、８節燃料費４,３９

６万７,０００円、９節食糧費７２万円、１０節印刷製本費７８万７,０００円、１

１節修繕費４,２１８万２,０００円、この修繕費の内訳につきましても、後ほど資

料で御説明いたします。１２節保険料５３６万４,０００円。 

 ６ページを御覧ください。 

 １３節賃借料８,１８５万４,０００円、これにつきましても、後ほど資料で御説

明いたします。 

 １４節通信運搬費６２２万１,０００円、１５節委託料３億７,４３９万６,００

０円、これにつきましても、後ほど資料で御説明いたします。 

 １６節臨床検査委託料１,０１９万９,０００円、１７節諸会費１６４万９,００

０円、１８節交際費６０万円、１９節広告料７１万円、２０節負担金３,９６９万

８,０００円、２１節使用料７８３万円、２２節手数料１,１７３万４,０００円、

２３節公課費４万４,０００円、２４節貸倒引当金繰入額３００万円。２５節寄附

金１,０５０万、これは三重大学からの医師派遣に係るものでございます。 

 ２６節雑費５０万円でございます。 

 ４目減価償却費１億９,６６５万円の内訳は、１節建物減価償却費１億８０２万

７,０００円、２節構築物減価償却費１０４万６,０００円、３節器械備品減価償却

費８,０２４万１,０００円、４節車両減価償却費２１４万８,０００円、５節その

他有形固定資産減価償却費５１８万８,０００円でございます。 

 ５目資産減耗費４,１６２万４,０００円の内訳は、１節たな卸資産減耗費４万円、

２節固定資産除却費４,１５８万４,０００円で、これにつきましても、後ほど資料

で御説明いたします。 

 ６目研究研修費９３９万５,０００円の内訳は、１節謝金２０万円、２節図書費

２４６万５,０００円、３節旅費交通費３３６万５,０００円、４節研究雑費３３６

万５,０００円でございます。 

 ２項医業外費用のうち１目支払利息及び企業債取扱諸費４,２３０万６,０００円

の内訳は、１節企業債利息４,１５０万６,０００円、２節一時借入金利息８０万円

でございます。 

 ２目患者外寝具賃借料、１節患者外寝具賃借料４８万６,０００円でございます。 

 ３目雑損失、１節その他雑損失３６０万円でございます。 
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 ７ページを御覧ください。 

 ４目雑支出、１節雑支出９,６２８万円は、貯蔵品建設改良費に係る控除対象外

消費税でございます。 

 ５目消費税及び地方消費税、１節消費税及び地方消費税５１２万５,０００円で

ございます。 

 ３項特別損失は１目過年度損益修正損、１節過年度損益修正損５０万円でござい

ます。 

 以上が収益的収入及び支出の予定額でございます。 

 続きまして、（２）資本的収入及び支出でございます。 

 収入の部、１款資本的収入、１項企業債は１目企業債、１節企業債７億１,９８

０万円は、医療機器整備事業債でございます。 

 ２項負担金は、１目他会計負担金、１節一般会計負担金２億１,３２０万８,００

０円は、一般会計からの繰入金のうち資本的収支に係る分で、内容は企業債元金償

還金分の負担金でございます。 

 ３項補助金、１目国県補助金、１節国補助金２００万２,０００円は、オンライ

ン資格確認システム補助金でございます。 

 ４項投資返還金は１目投資返還金、１節学資貸与金返還金１,０００円。 

 ５項寄附金は、１目寄附金、１節寄附金１,０００円でございます。 

 ８ページを御覧ください。 

 支出の部、１款資本的支出、１項建設改良費のうち、１目資産購入費７億２,２

８１万８,０００円は、１節器械備品購入費７億２,２１１万６,０００円、２節手

数料７０万２,０００円で、内訳は資料で御説明いたします。 

 ２目工事費、１節工事請負費５００万円は、エアコンの設置等工事費でございま

す。 

 ２項企業債償還金は、１目企業債償還金、１節企業債償還金３億４,９１１万８,

０００円でございます。 

 ３項投資は、１目投資１,０２０万円の内訳は、１節学資貸与金９００万円、２

節貸付金１２０万円でございます。 

 以上が資本的収入及び支出の予定額でございます。 

 ９ページを御覧ください。 

 令和３年度尾鷲市病院事業会計予定キャッシュフロー計算書でございます。 

 これは令和３年度１年間の現金の増減を表わすものでございます。 



－７１－ 

 １、業務活動によるキャッシュフローは合計５,５４５万７,０００円、２、投資

活動によるキャッシュフローは合計マイナス４億８,８７０万９,０００円。 

 １０ページを御覧ください。 

 ３、財務活動によるキャッシュフローは合計４億２,０６８万２,０００円。 

 以上により１年間の資金減少額は１,２５７万円の減少となり、資金期末残高が

２,５４２万８,０００円であるため、資金期末残高は１,２８５万８,０００円でご

ざいます。 

 １１ページを御覧ください。 

 給与費明細書でございます。 

 給与費等の合計は前年度２３億５,００１万９,０００円、本年度２３億１,７３

２万３,０００円、前年度比較３,２６９万６,０００円の減額でございます。 

 詳細につきましては、１１ページの下段の表から１５ページまでに記載しており

ます。 

 次に、１６ページ、１７ページを御覧ください。 

 債務負担行為に関する調書でございます。 

 学資貸与金ほか３４件の債務負担行為について記載しております。 

 １８ページを御覧ください。 

 令和３年度尾鷲市病院事業会計予定損益計算書でございます。 

 １、医業収益は３３億６９５万１,０００円、２、医業費用は３９億３,３５０万

円、医業損失は６億２,６５４万９,０００円でございます。 

 ２、医療外収益は５億５,８７４万３,０００円、４、医業外費用は２億５２１万

４,０００円、経常損失は２億７,３０２万円でございます。 

 １９ページを御覧ください。 

 ５、特別利益は１０万円、６特別損失は５０万円、当年度純損失は２億７,３４

２万円でございます。 

 当年度繰越欠損金は２５億３,７６５万円であるため、当年度未処理欠損金は２

８億１,１０７万円でございます。 

 ２０ページを御覧ください。 

 令和３年度尾鷲市病院事業会計予定貸借対照表でございます。 

 資産の部につきましては、１、固定資産合計３２億６,６６４万１,０００円、２、

流動資産合計５億８,９８４万４,０００円、以上により資産合計は３９億１,２１

２万円でございます。 
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 ２１ページを御覧ください。 

 負債の部につきましては、３、固定負債合計２５億４,８７３万８,０００円、う

ち企業債が１９億２,６６０万４,０００円、退職給付引当金が６億２,２１３万４,

０００円でございます。 

 ４、流動負債合計は９億２,２５７万９,０００円、うち一時借入金が前年度当初

予算時と比べて同額の２億５,０００万円、企業債が３億４,５４０万８,０００円、

引当金が１億３,８０９万９,０００円でございます。 

 ５、繰延収益合計２億１,１７９万円、以上により負債合計は３６億８,３１０万

７,０００円でございます。 

 ２２ページを御覧ください。 

 資本の部につきましては、６、資本金２億８５万６,０００円、７、剰余金合計

２,８１５万７,０００円、うち資本剰余金が２８億３,９２２万７,０００円、欠損

金が２８億１,１０７万円。 

 以上による資本合計は２億２,９０１万３,０００円となり、負債資本合計は３９

億１,２１２万円でございます。 

 ２３ページ、２４ページには財務諸表を作成するに当たり採用した会計処理の基

準及び手続を注記として記載しております。 

 ２５ページから３１ページにつきましては、前年度の財務諸表等を添付してござ

います。 

 ３２ページを御覧ください。 

 企業債明細書でございます。令和３年度末の未償還残高合計は２２億７,２０１

万２,５３０円となり、前年度当初予算と比較して３億７,６７８万２,０９２円の

増でございます。 

 予算書の説明は以上でございますが、病院総務課長より資料の説明をさせていた

だきます。 

○徳井総合病院総務課長  それでは、引き続き行政常任委員会の資料について、

御説明させていただきます。 

 通知いたします。 

 ４ページ目を御覧ください。 

 資料４、医業収益（入院収益・外来収益）についてでございます。 

 入院・外来収益の積算根拠につきましては、令和２年度第４号補正予算の１日平

均患者数、診療単価の実績・見込みをベースに算出しております。 
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 入院収益では主なものといたしまして上から１段目、内科が１日平均患者数は前

年度当初と比較して２４.１名の減、年間見込額は前年度当初と比較して３億７,３

１２万２,０００円の減、上段２段目、外科が１日平均患者数は前年度当初と比較

して１４.１名の減、年間見込額は前年度当初と比較して１億５,１０７万５,００

０円の減、上段３段目、整形外科は１日平均患者数は前年度当初と比較して５.４

名の減、年間見込額は８,８２１万６,０００円の減。 

 下段２段目、一般病棟計１９９床で１日平均患者数は前年度当初と比較して４３.

７名の減、年間見込額は前年度当初と比較して６億２,９１９万４,０００円の減、

下段１段目、地域包括ケア病棟が１日平均患者数は前年度当初と比較して２名の増、

年間見込額は前年度当初と比較して２,４４６万７,０００円の増となっております。 

 一般病棟１９９床、地域包括ケア病棟５６床、計２５５床、合計で１日平均患者

数は前年度当初と比較して４１.７名の減、年間見込額は前年度当初と比較して６

億４７２万８,０００円の減となっております。 

 続きまして、下段、外来収益では主なものといたしまして上段１段目、内科が１

日平均患者数は前年当初と比較して５.４名の減、年間見込額は前年度当初と比較

して８５５万３,０００円の減、上段２段目外科が１日平均患者数は前年度当初と

比較して６.９名の減、年間見込額は前年度当初と比較して３,０８３万６,０００

円の減、上段３段目、整形外科が１日平均患者数は前年当初と比較して６名の減、

年間見込額は前年度当初と比較して１,４３０万３,０００円の減。 

 外来合計で１日平均患者数は前年度当初と比較し２９.３名の減、年間見込額は

前年度当初と比較して８,１７４万円の減でございます。 

 ５ページ目を御覧ください。 

 資料５でございます。 

 修繕費の内訳についてであります。 

 医療機械の修繕は前年度行っておりましたスポット修繕等は性質上、保守点検の

意味合いが高いと判断したことにより、今年度からは委託費、医療機器保守委託の

ほうに計上させていただいております。 

 小規模の修繕が多くなっており、前年度と同額の１,２００万円を計上させてい

ただいております。 

 また、施設・設備関係修繕は３,０１８万２,０００円で、吸収式冷温水発生機冷

却水系チューブ及びキャンドポンプ交換修繕、冷却チラー圧縮機交換修繕、ガスタ

ービン発電装置充電器交換修繕等で前年度当初より１,１６２万９,０００円の増額
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となっております。 

 修繕費の合計は４,２１８万２,０００円でございます。 

 ６ページ目を御覧ください。 

 資料６の賃借料の内訳についてでございます。 

 内容につきましては、賃借料合計で前年度より１８８万円の増額となっておりま

す。 

 特に医療機器の賃借においては整形外科の手術が多くなっており、そのための医

療機器の賃借料が増額になっております。 

 なお、７ページには駐車場等の図面をつけております。 

 前年度は１９か所から今年度は１７か所になっております。 

 ７ページの上段の８番と９番の間と病院正面玄関のロータリーの部分の２か所が

減った部分でございます。 

 ８ページ目を御覧ください。 

 資料７、委託料の内訳についてであります。 

 まず、医療事務委託は９,４４３万１,０００円、前年度より１,４４７万５,００

０円の減、減額の理由といたしましては、現在委託している業務を自前で行うこと

としたことによるものでございます。 

 院内業務委託は一般・産業廃棄物処理業務委託、院内清掃業務や給食業務などで

１億４,１７４万２,０００円となっており、給食業務につきましては、入院患者減

に伴い前年度と比較して１,１４１万円の減額となっております。 

 また、今年度より診療材料・医薬品・試薬一括調達業務及び院内物品管理システ

ム提供運用支援業務１,０８９万円が増額となっております。 

 医療機器保守委託は修繕費からの科目変更分及びＭＲＩ装置をはじめ各種医療機

器の保守業務で３,５４０万４,０００円、建設設備保守委託ではボイラーやエレベ

ーターの保守をはじめ浄化槽等清掃委託などで３,６１５万１,０００円、コンピュ

ーター保守は電子カルテの保守はじめ御覧のシステムの保守業務委託で２,２２８

万円でございます。 

 その他委託では給食材料委託が入院患者減に伴い前年度と比較して８３１万５,

０００円の減とその他委託で４,４３８万８,０００円、委託料合計で３億７,４３

９万６,０００円となり、前年度と比べ１,４９２万６,０００円の減でございます。 

 ９ページ目を御覧ください。 

 資料は資産減耗費の内訳でございます。 
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 まず、たな卸資産減耗費は、除去費が４万円、固定資産除却費では器械備品が御

覧のとおりリニアック装置、電子カルテシステム等で除却費が４,１５８万４,００

０円で、資産減耗費合計で４,１６２万４,０００円でございます。 

 １０ページ目を御覧ください。 

 資料９、建設改良費（資産購入費）の内訳についてであります。 

 器械備品購入費におきましては、リニアック装置、電子カルテシステム、調剤支

援システム、自動血球分析装置などの購入で７億２,２８１万８,０００円としてお

り、前年度と比べ５億８,６７０万２,０００円の増額となっております。 

 １１ページ目を御覧ください。 

 資料１０、リニアックの更新事業についてでございます。 

 リニアック更新事業は令和２年１１月２７日、外部委員、管理職を中心とした選

考委員５名によるプレゼンテーションを実施し、機器性能評価、サポート体制、導

入実績、金額等により選考を行い、操作性に優れ、県内の導入実績も十分である、

さらに導入価格、保守費用も安価であったキヤノンメディカルシステムズ株式会社

三重支店を候補者と決定し、契約交渉及び仕様書確認等の交渉を行い、令和３年２

月８日に契約金額３億５,８００万円で本計画を締結いたしました。 

 契約金額の内訳は記載のとおりでございます。 

 なお、リニアック更新事業稼働に向けて最終的な工程表が決まりましたので記載

させていただいております。 

 現在令和４年４月１日の本稼働に向けて取り組んでおります。 

 １２ページ目を御覧ください。 

 資料１４、電子カルテ更新事業についてであります。 

 電子カルテシステムの更新事業は令和２年１０月２７日に各所属から選出した選

考委員１３名による操作性重視の選考を行い、１１月１３日に管理職を中心とした

選考委員１０名によるプレゼンテーションを実施し、機能評価、サポート体制、導

入実績、金額等により選考を行い、操作性に優れた県内の導入実績も十分あり、さ

らに導入価格、保守費用も安価であった株式会社ソフトウェア・サービスを候補者

と決定し、契約交渉及び仕様書確認等の交渉を行い、令和３年１月２０日に契約金

額３億３０万円で契約を締結いたしました。 

 なお、電子カルテシステム更新事業稼働に向けて最終的な工程表が決まりました

ので記載させております。 

 現在令和３年７月１日稼働に向けて取り組んでおります。 



－７６－ 

 令和３年度当初予算の資料の説明は以上でございます。 

○尾上総合病院事務長  以上が令和３年度尾鷲市病院事業会計予算書及び予算に

関する説明についての御説明になります。御審議のほどよろしくお願いいたします。 

○南委員長  ありがとうございます。 

 ここで３時４０分まで休憩をいたします。 

（休憩 午後 ３時２２分） 

（再開 午後 ３時３９分） 

○南委員長  休憩前に引き続き、議案第１４号の病院の当初予算の審査に入りま

す。 

○濵中委員  リニアックの更新のことなんですけれども、総合病院はがん登録を

やっていますよね。 

○松井総合病院総務課主幹兼係長  がん登録のほう、やっております。 

○濵中委員  これは平成２８年から全国がん登録となって、全国のデータが集ま

るようになっております。 

 それ以前のものは三重県地域がん登録となっておりまして、事業報告書のほうに

市町別のがん患者数であるとか、あと、その治療の仕方とかすごく細かく載ってい

るんですね。 

 これはリニアックを採用するかどうのこうのの話ではなくて、リニアックを更新

した後のやはりその経営状況の根拠づけとして、現在こういう状況で治療が進んで

おります。こういう人たちは尾鷲総合病院で受けていただける可能性がありますと

いう数字の根拠として出せるものではないのかなと思うんですね。 

 三重県においては三重大病院のほうがその三重県からの委託先として登録の仕事

をやっておりますので、恐らくこのリニアックを更新するに当たって相談にも乗っ

ていただいたのかなと思うんですけれども、やはり私たちはそういった数字をもっ

て安心をさせてほしいんです。経営を圧迫しないというね。 

 だから、このがん登録の数字というのはきちんと登録してある病院であればつか

めるはずなので、その辺はきちんと分析をしていただきたいんですけれども、それ

は出せますか、今後。 

○松井総合病院総務課主幹兼係長  三重大学のほうでいつも提出して統計のほう

取っているんですけれども、三重大学のがん部会というのがありまして、それで病

院長会議のほう、そのがん部会とかのがんの総合した病院長会議のほうで今後公表
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していくということで話になっております。 

 それで当院といたしましても、その公表するところ、ホームページ等で公表する

ということになっているんですけれども、ほかの病院でやっている病院も拠点病院

とかあると思います。 

 それで、当院のほうも準備ができておりますので、この春ぐらいには各病院、公

開していくような形になりますので、数字の把握は皆さんできるようになるかとは

思います。 

○濵中委員  その公表というそのタイミングのことが私には分かりかねるという

か、不思議に思うんですけれども、これ、法制化されて日本で特にその医療機関に

おいてはがん治療の向上に向けてこういった統計、使ってくださいねということで

登録されているところがきちんと把握できるような形にも平成２８年からなってい

るというふうな情報になっておるのでね。 

 これが尾鷲の総合病院においてはどこかの許可がないと見れないものであったの

かどうかと思ってしまうんです。 

 やはりその買う時点で、これ、個人情報じゃないんですよね、統計ですから。個

人を特定するものではないのでこの地域でどういったがんがどれだけおって、どう

いったところでどんな治療を受けているかということが、私らはずっとそれを聞か

せてくれと言ってお願いしていたはずなんですね。 

 なので、これがもう本当にきちんと外に出てくることによって、じゃ、この地域

が尾鷲総合病院のリニアックを使っていただけるのかどうかという、そういった数

字の根拠になると思いますので、きちっと把握して、また、教えていただきたいと

思いますので、よろしくお願いします。 

○南委員長  他にございませんか。 

○奥田委員  予算書の２ページのところの一時借入金限度額６億、これ、たしか

令和２年度は８億じゃなかったかな。６億やったかな、でしたか、前は８億、ずっ

と６億。 

○尾上総合病院事務長  令和元年、平成３１年が８億でした。去年は６億です。 

○奥田委員  １点教えてほしいんだけど、６ページの先ほど何かリニアックの関

係で、三重大のほうから来てもらうという話で、債務負担行為なかった、ありまし

たよね、何か。 

 それでこの寄附金、三重大学寄附研究部門寄附金というのがあるじゃないですか。 

 ６ページの真ん中よりちょっと上のところ、これ、人件費じゃないんですか、そ
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のあくまでも寄附金ということなんですか、これは。 

○高浜総合病院総務課長補佐  あくまでも大学の寄附口座のほうにお支払いする

額ということなので、寄附金で予算は組ませてもらっています。 

○奥田委員  でもそれ、これは、でも医者に来てもらうということじゃない。 

 そういう人件費ということじゃないのかな。どういうふうに理解したらいいの、

これは。 

○高浜総合病院総務課長補佐  人件費とか、旅費、交通費とか、もろもろのこの

寄附口座の費用に係るものとして寄附ということでお支払いしております。 

○奥田委員  そうしたら人件費じゃないの。それは寄附金という扱いになるの、

そういうのって、これは。ええの、これで。 

○山本総合病院総務課主幹兼係長  この寄附口座と言われているものは、三重大

学がほかの他病院も伊賀とか、名張とかもこの寄附口座というのをやっているわけ

なんですけど、これ、一番最初に債務負担行為を上げるときに他病院等もヒアリン

グさせていただきまして、内容が人件費の部分も当然一番大きいわけですけど、旅

費、交通費とか、研究、研修にかかる部分の経費も合わせて私どものほうからお支

払いするということで、寄附口座の部分に関しては寄附金ということでお支払いさ

せていただいております。 

○奥田委員  ちょっと違和感あるけど、これ。そういうの寄付金と言うのかなと

いう。 

 ただ単純に何かに寄附するというのぐらい分かるけど、その見返りもあるわけで

しょう。その辺のところは、これ、人件費じゃないかなと思うけど、これ、そうい

うふうにはこれでええと言うんやったらこれであれですけど。 

 それで、資料のほうで聞いたほうがいいかな。資料の４の４ページのところの１

日平均患者数、これ、１４４人ということで、先ほど補正予算を見ると実績が１４

２人やったかな、平均。 

 今年度当初予算のときは１８６人と、平均患者数で。ということですけど、この

平均の入院日数、１人の。それはその当初予算の比較とそれから、実績のほうとち

ょと、取りあえず教えてもらえませんか。 

○松井総合病院総務課主幹兼係長  １日当たりの平均在院日数なんですけれども、

一般病棟のほうでは大体１８日ぐらいになります。 

 それで、地域包括ケア病棟では３６日ぐらい、現在ですね、そのぐらいの推移を

しております。 
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○奥田委員  大分これ、短縮されたよね、これ。以前に比べたら。 

○松井総合病院総務課主幹兼係長  ２０２０年の一般病棟は１８.３４日なんです

けれども、それで２０１９年が２０.４１日、２０１８年は２１.６６日ということ

で、地域包括ケア病棟のほうに転棟させて、一般病棟のほうにはその在院日数が含

まれませんので少し短くはなっている傾向はあります。 

○奥田委員  僕が気になるのは、令和２年度からＤＰＣ導入したことによって、

やっぱりＤＰＣは確実に平均入院日数を短縮する制度なので、どう考えてもね。 

 だもんで、これ、先ほども補正予算のところで、野田委員の質問のとき、診療報

酬は４,０００円ぐらい上がったんですよとかいう説明でしたけど、お願いがある

のは、当初予算で令和２年度なんかも１８６人だったのが１４２人ということで、

相当これ、減っているんだけれども、これが新型コロナによる影響なのか、それと

もＤＰＣを導入したことによる影響なのかというのは、両方あると思うんですよ。

両方あるでしょう。だから、その辺のところをきちっと分析して、また教えてほし

いなというふうに思うわけなんですけど。これはまた今度で結構です。 

 それで、僕、聞きたいの、資料の１０やリニアックの更新事業ですけど、２月８

日、私は３月８日かな、議案に対する質疑でも取り上げさせてもらいましたけど、

これ、リニアックの更新事業、更新と言いながら新規なんですよね、新規事業なん

ですよね、これ。だって平成２７年度で終わっておるでしょう。一旦終わっておる

事業なので、僕は更新というのはちょっとどうかなと。これ、新規事業だものです

から、９月議会でしたっけ、債務負担に上げたの。債務負担に上げたこと自体も僕

はどうなのかなと。通常の方法じゃないというか、言葉悪いと姑息な手段という感

じがするんやけれども、それはそれとして。 

 これ、債務負担で質疑のときも申し上げたけれども、債務負担で上がって、予算

審査もあるわけでしょう。こういうのって新規でも何でも、新規なんだからちょっ

と慎重になって、契約も２月８日に終わったということなんやけれども、普通なら、

普通の感覚だと仮契約はやっても本契約はやっぱり予算が通ってからやってもよか

ったんじゃないかと思うんやけれども、これ、担当課に聞いたらええのか、市長に

聞いたらええのかな、これ、例えばその予算が否決された場合というのはどういう

ふうに考えておるんですか、これ。 

○尾上総合病院事務長  質疑の中でも奥田委員さんのほうからいろいろ疑問点を

示していただきましたもんで、私のほうでも債務負担行為、歳出予算、予算計上の

ことについて勉強させていただいたんですが、債務負担行為というのは契約等で発
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生する債務の負担を設定する行為ということです。 

 契約等で発生する債務の負担を設営する行為の債務負担行為、予算を９月議会で

お認めいただいたと。お認めいただいたその債務負担行為の事項や期間や限度額の

中で今回契約をさせていただきましたもんで、その限度額に対して今回３億５,８

００万ということで補正予算を計上させていただきました。 

 債務負担行為というのはどうもそのいろいろ勉強しておりますと、過年度に負う

債務を負担する行為ということで、当然に契約等が締結されてその債務を負うこと

になった場合については、先ほど奥田委員さんもおっしゃられたようにその該当す

る年度に歳出予算を計上するということになります。 

 でありますから、尾鷲総合病院としては今回、令和３年の当初予算に債務負担行

為限度額で契約した額を計上させていただきました。 

 これは地方自治法第２２２条に書いてあったんですが、今回上げさせていただい

た歳出予算というものについては義務費として歳出予算に計上するということで定

められておるということで、お認めいただく……。義務費として歳出予算に計上す

ることでお認めいただくということになると思います。 

○奥田委員  僕が聞いているのは、否決された場合はどういうふうに考えている

のかと聞いているんです。どうなるのかということで。 

○尾上総合病院事務長  先ほど申し上げた債務負担に関しまして契約をして、債

務を負ったと。なので、義務費として歳出計上に上げると、歳出予算に上げると。 

 この予算計上は義務費となると何度も申し上げていますが、条文の中では、議会

はこれを削除することができないというような文言も記載されておりまして、とい

うことで私がいろいろ調べたところではそういうことなのかなというふうに理解は

しておるんですけど。 

○奥田委員  いや、聞いているのは、否決された場合どうなるんですかと僕は聞

いておるんです。予算執行するのか、そういう、どういう責任問題が生じるのかと

いうことを聞いているんです。 

○尾上総合病院事務長  否決された場合につきましては、その債務負担行為額、

契約額に見合う部分を計上したまま、暫定予算としてまた再計上させていただくと

いうことになると思います。 

○南委員長  もう一回言ってくれる。もう一回、すみません。 

○尾上総合病院事務長  否決された場合につきましては、暫定予算として現にこ

の債務を負っておる部分のリニアック更新事業に係る予算を計上させていただいて、
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執行させていただくということになるということです。 

○奥田委員  そうすると、その予算が否決されても、この執行はしていくという

ことですか。その辺のことを。 

○尾上総合病院事務長  債務負担行為予算を９月に設定して議決をいただきまし

た。今回当初予算計上しました。 

 その部分について、９月の債務負担設定も議決していただいて、病院としては当

初予算も議決していただいた上で事業推進させていただくのが一番いいんですけれ

ども、今たとえとして奥田委員さんがおっしゃられた部分については、先ほど説明

したとおりということになるということで進めさせていただくということになりま

す。 

○奥田委員  びっくりしますね、何か。予算、何でもありじゃないですか、本当

にそれだと。予算が可決されていないのに、そのまま突っ走るということですか。

すごいことですね、これ。本当にそんなことするのかなという感じはするんですけ

ど。 

 だって、これ、過去の判例とか見ても、いろんなところあるでしょう。債務負担

が認められておっても、済んだとして予算が認められなかったら支出なんかできな

いんですよ。予算の執行、できませんよ。そういう場合、訴訟になると思いますけ

ど。 

 僕の調べたところで、静岡県の話でいろいろあったけれども、これ、やっぱり訴

えられるんですよ。当然業者から訴えられると思うんですけどね、これ。訴訟にな

りますよ、間違いなく。 

 そのときに、いろんなケースがあると思うんやけれども、静岡県の場合はいろん

な事情があって、そういうケースであってもやっぱり予算が通っていないというこ

とで、支出はできないということで支出しなくていいと、業者は負けたんやけどね。 

 でも、この場合、確実に訴えられる可能性もあるしね、いろんなケースで僕はこ

れ、やっぱりこの行政が負ける可能性もあると思うけれども、そういうふうに無理

やり執行していってやるなんていうことになると非常にこれ、大きな問題になって

くるんじゃないかなという、だからそういうリスクを、選挙も控えているわけです

からね。 

 だからその選挙前だからやったのかなという気もするんやけれども、でも、それ

にしてもこれ、このやり方は非常に強引ですよ、強引。 

 この債務負担の上げ方自体も非常にこれ、イレギュラーなんですよ。 
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 だって、病院事務長、これ、これ今回の予算だってこれ、見てください、２ペー

ジの債務負担行為。学資貸与金と薬剤師奨学金返還支援助成貸付金ということで、

令和４年度から７年度、こういうことで限度額と計上しているわけじゃない。 

 これは継続していく、多年度にわたる事業だからこういうふうな債務負担行為で

上げておるわけでしょう。事務長もこの債務負担行為の性格って御存じだと思うん

やけれども、それが新規事業で債務負担に使うか、これ、合うかと言ったら全然合

いませんよ、これ。 

 非常にこれ、上げ方というのは僕は姑息な手段やと、通常の本当のレギュラー的

なやり方ではない。耐震工事もそうやったけど。 

 非常にイレギュラーなやり方を加藤市政はやってきたんやけれども、これ、非常

に大きい、だってこれ、９月の債務負担だって非常にもめにもめておるわけですよ、

これ。もめておるわけでしょう。 

 それと来年度、予算見ても２億７,０００万もこれ、赤字なんですよ。新型コロ

ナの影響もある、先行き不透明、先ほど楠委員も言われたように国保のところ見た

って、年間で１４件、あなた方は１日１１人おると、３６５日ね、でしょう。すご

い数やないですか、年間で通すと。 

 ４,０００ぐらいになるのかな。それがたった、さっき、楠さんの話やと、年間

の中１４人分しかおらんと。それで共済か健康組合のほうがどのぐらいあるのかち

ょっとあれだけれども、それも全然把握していないという状況の中で、この４,０

００という数字が本当にこういけるのかという、そういうところもあるし、本当に

これ、本当にコロナがなかったらなんやけど、だって、今年度だってコロナで大赤

字でしょう。本当にね。今年度だって、補助金がなかったら大赤字じゃないですか。

コロナの影響はあったけどね。 

 非常に先行きが読めないですよね。それでこれで、そんなリスクをしょって、市

長、これ、いや、予算が認められなくても執行していくんですよと、そんな行政が

ありますか、本当。それこそ議会軽視であり、市民軽視ですよ。 

 だって、あれだけ９月でもめているんですから。もめている上で予算もこんな２

億７,０００万も赤字と、先行き不透明という状況で契約をしてしまって、予算認

められなくてもそのまま突っ走るんだと、そんな行政はありませんって。僕、聞い

たことない、そんな。 

○南委員長  答弁を求めます。 

○尾上総合病院事務長  すみません。まず、奥田委員さんに御理解いただきたい
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のは、仮に予算が否決された場合ということで御説明をしました。 

 それと、確かに９月に債務負担行為を上げた、その上げ方につきましても、事前

に行政常任委員会へのもっと丁寧な質問の説明があってしかるべきということは南

委員長からも御指摘、お叱りを受けました。 

 また、前回奥田委員さんに質疑していただいた折に、２月８日の契約の報告が議

会のほうにまた、遅れたことで改めて議長のほうにも御指摘をされて、おわびをし

た経緯があります。 

 ただ、そう言いましても予算が否決された場合のことを御説明しましたが、実際

は丁寧な説明をさせていただいて、何とか令和３年度の当初予算を、中のリニアッ

クの予算をお認めいただくように現にこうやって御説明をできる限りさせていただ

くつもりではおりますので、その部分については御理解を得たいと。 

 あと、楠さんのほうから先ほど言われた患者数の推移につきましては、奥田委員

が今国保ということでおっしゃられましたが、仮にその示された部分の数字、１４

が国保とすれば、先ほどの説明の中でも若干したんですが、保険種別はいろいろあ

って、それら全て網羅したときに、じゃ、実際の人数が分かるとして何人なのかと

いうことは国保だけではちょっと精度が低いのではないかなという思いもありまし

て、こちらとしましては統計的な数字で１１名確保できるという見込みの採算事業

として進めるという中で、何度も御説明しておりますが、リニアック更新事業とし

て債務負担行為並びに予算を計上させていただいたものでございます。 

 以上です。 

○奥田委員  あまりくどくど言うつもりないんですけど、今の事務長は丁寧な説

明をしていくんだと言われましたけど、９月議会以降、ずっと丁寧な説明していな

いじゃないですか。 

 それを今から説明するんですと言われて、今もお話ししていて、強行突破すると

いう話をしていて、そんな、説得力がないんですよ、その丁寧な説明するなんてね。 

 だから、僕、思うんやけど、やっぱり加藤市政、事務長じゃないと思うんやけど、

これをやっているのは。事務長の性格からしてこんな強行突破するということは考

えられないんやけど。皆さん、見ていて。これは加藤市長の市政、考えかなと思う

んやけど、でも、これ、９月にあれだけもめて、こういうコロナの状況がある中や

ったら、やっぱりちょっと慎重になって、今から丁寧な説明するというんじゃなく

て、きちっとした説明を、段取りを踏んで、そう慌てることはないですけど、２月

８日に契約を結んで、そう慌てることないし、赤字も見えておるわけじゃない、先
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行き不透明ということもあるから、もっと慎重にですね。 

 だって、事務長、病院が倒れたら尾鷲市が倒れるんですよ、これ。完全に倒れま

す。尾鷲市が倒れたら病院も倒れるけれども。逆に同じやん。病院が倒れると尾鷲

市が倒れるんですよ、本当に。 

 そういうことも考えてやらないと、慎重に本当に考えて、だって、あれだけもめ

たんやったらやっぱり議会に対してもやっぱり配慮して、きちっとしたやっぱり説

明すべきだったですよ、これ。 

 これはやっぱりやり過ぎですわ。これは昨日の防災拠点の話じゃないけれども、

本当越権行為、やり過ぎじゃないですか、市長。これは。 

○南委員長  ４時回ったけれども、会議を続行します。 

○加藤市長  ９月にリニアックの債務負担行為を委員会のほうに諮らせていただ

いて、それで一応議決でいただいたと。これは要するにリニアックを債務負担行為

に上げるということは決定したという、あとは手順に基づいた形で今事務局のほう

でやっていると。 

 もう一つ、リニアックにつきましては、先ほど楠委員がおっしゃったように、統

計的な数字というものは一応私どもとしては網羅しているけれども、具体的なその

数字についてはまだ不確かじゃないかというような話。 

 我々はまず、やっぱり事業をやるためには統計的な数字をまず基にしながら、こ

の前も９月のときでしたか、仲委員のほうからリニアックについての御質問があっ

たときに、やはりこれは要するに単独事業でもってリニアックが要するに資金回収、

要するに投資用に対する回収するのは大体１０.８人で、大体……。 

○南委員長  市長、細かい話は９月のときに聞いておるで、今日は改めて奥田委

員さんは事務長の丁寧な説明に対してのコロナ禍の中の話をやって、細かい話じゃ

ないで、やっぱりそこら辺は謙虚にやっぱり認めるところは認めな僕もあかんと思

うもんでさ。 

 当然事務長が言われるように、債務負担行為を可決したら契約も予算執行もでき

ます。義務的経費として扱うと地方自治法には明記されております。 

 だから、だからですよ、丁寧な説明がしなければいけないんですわ、委員会に。 

 一般会計なら１億５,０００万以上は議会の議決を要する問題として必ず付議さ

れる問題ですので、企業会計の場合は特にそういった項目がないということですの

で、だからより一層丁寧な過程の説明というのが求められておるんです。 

 それが当たり前みたいなことを言われると委員会としても全く心外ですよ。 
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 すべきことをして当然そのままスムーズに流れていくというのが予算審査の在り

方やで、事務長の声なんかを聞いておると、債務負担行為したから反対してもする

んですよというふうにしか取れんでさ。その過程の説明がないで。 

 特に僕は委員長として思うんやけど、このリニアックのことに関したら。全く９

月でもめてから契約に至るまでアプローチは一切ありませんでした。通常、業者と

の委員会を設定してつくったら、その経過説明ぐらいあってしかるべきですよ。何

か病院としてこの予算の進め方は僕には理解できません。はっきり言って。 

 本当の話ですよ。 

○下村副市長  すみません。先ほど事務長のほうからも説明がございましたが、

９月議会への債務負担行為の上程、それに契約に至るまでの経過報告がなかったと

いうことで、委員長、議長にお叱りを受けたということを、そこを反省しまして、

事務長申し上げたとおり、我々といたしましても今回上程しました議案について御

承認いただけるように丁寧な説明に努めてまいりますので、よろしくお願いします。 

○南委員長  いや、別に議会の議決がなくてもできるんですわ、これは。そのシ

ステムなんやで、これは。債務負担行為というのは。 

○楠委員  私、途中で休憩に入ったので発言が止まったんですけど、先ほど、事

務長が私の考え方も何か否定しているような言い方をしているんですけど、基本的

に考え方として人数が把握できるんだったら私は納得するんですよ。私も市内外の

医療関係者とか、ＯＢの方に聞きました。 

 今の時代は投薬でも治るし、大分変わってきている。高額な医療機器を使ってリ

ニアックやっても痛みがある、完治はしないと、私も昨年も言っていますけど、光

免疫療法だとか、いろんな方法が出てきている。そういうのを全部調査した上で、

やっぱり当面リニアックがいいんだとか、やらないといけないのと、市長が１０.

８人は言っていますけど、リスクマネジメント考えたときに、市長も民間でも経営

者であったし、病院の経営者でもあったときに、マックスで経営を考えるなんて人

は普通いないですよね、何かあったときのリスクをちゃんと計算した上でやるわけ

でしょう。 

 それを考えたら、必ず６年間でペイできるんだと計算が成り立つかどうかも数値

的に見せていないわけですよね。単なる１０.８人だけを言っているだけで。 

 そうしたら、根本的にどういう数字があるからこうなるんだとか、今回はコロナ

という大きなことができちゃったので人数も減る可能性あるけど、そういうのを全

体的に、面的に見たときに本当に大切かどうかどうなのかというところも含めてや
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っぱりやっていかないと、私も医療従事者とか、そういう専門の方に市内外のこと

の意見を聞きました。 

 だけど、尾鷲総合病院の様子を見たときはやはり地域の予防にまず特化して、そ

の後、リニアックでもいいんじゃないかという意見が意外に多かったです。 

 今そこまでやってやるよりは、今大事な機械がもっとＭＲＩもＣＴも３次元で撮

れる時代ですから。 

 そういうことを考えたときに、先に、人口の減だとか、高齢率を考えると予防に

特化したほうがいいんじゃないかと。それは国の予算も出るし、そういうところの

考え方を考えると、当面この契約のことは置いておいて、据置きするか、延期する

にしておかないと、ちょっと問題、将来あるんじゃないですか。 

○南委員長  楠委員さん、契約しておるもん、議論やっておるもんでさ。 

○仲委員  先ほど話、聞いておると今の楠委員の議論なんかは、既に債務負担行

為を取って、我々は議会で議決承認されておるんですわ。その債務負担行為を議決

承認して、執行部が入札した後に、これはおかしいからストップしてというような

あれは通りませんよ。待て、待て、待て。通らんの。そうやろう、今の時点でそう

いう話、議論するのはもう……。前のときに議論すべきであって……。 

（発言する者あり） 

○仲委員  言ってないわい。それで……。 

（発言する者あり） 

○南委員長  私語は慎んでください。 

○仲委員  執行部が説明した債務負担行為については全く問題ないです。 

（発言する者あり） 

○南委員長  静かにせいというに。 

○仲委員  これ、地方自治法２１４条に委員長が言われるように……。 

○南委員長  分かっています。 

○仲委員  言っておるんですわ。債務負担行為というのは予算の一部で、予算の

一部で、債務負担行為に基づく歳入予算は義務費であると。議会はこの経費を減額、

削減することはできないとなっておるんですよ。 

○南委員長  そのとおりです。 

○仲委員  ということは、これが当初予算でこの部分については否決できないん

だと。 

○南委員長  そのとおりです。 
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○仲委員  仮定の話は僕はしたくない。 

（「そんなことはない」と呼ぶ者あり） 

○仲委員  なっておるやん。ちゃんと読んでみ。 

（「違う違う」と呼ぶ者あり） 

○仲委員  違うことない。 

（「違うって（聴取不能）」と呼ぶ者あり） 

○仲委員  俺がまだ言っておるで静かにせい。 

 それで、これだけが、リニアックだけが特段の事業じゃないでしょう。右側に、

電子カルテをやって、債務負担行為でやっておるじゃないですか。契約しておるじ

ゃないですか。それで、一般会計でも債務負担行為で契約して、何ら問題はないと

承認されておるじゃないですか。何でこれだけが不都合で契約を待ってと。今さら

そういう議論することじゃないですよ。これはおかしい。今さら僕も債務負担行為

のことで議論はしたくないけど、いろんな意見があるで言うただけで、執行部の言

うとおりですよ。 

 以上です。 

○楠委員  私は最初から債務負担のことについてしっかり議論できるように素材

を準備すればやりますよ、仲委員の言っていることも。 

（「議決したやないか」と呼ぶ者あり） 

○楠委員  それは多数決。 

（「議決したやないか」と呼ぶ者あり） 

○楠委員  議決の問題じゃなくて、検討のプロセスを……。 

（発言する者あり） 

○南委員長  私語は慎んでください。 

○楠委員  余計なことは言わないでくれる。うるさいな。 

 私が言いたいのは、債務負担行為する前にちゃんとプロセスを踏んで議論してい

ないわけでしょう。そうじゃないですか。 

○南委員長  いや、楠さん、それは以前の話やったら分かるので。今回は契約を

してしまったもんで、その過程で話をしておるもんで、委員会としても。 

○楠委員  今言ったのは、基本的にそのことは決まっているんだろうという話じ

ゃないんです。それを言っているから、私、それに反論しているだけなので。 

 いいですか、委員長。 

 ですから、私の言っているのは、基本的に本契約だ、仮契約も最初からちゃんと
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議会の中でプロセスを踏んでやっているのならいいけれども、やっちゃいました、

やっちゃいました、既成事実だけつくって、ああ、そうなんですか。それで、市民

が理解するんですか。いや、それ、執行部の関係だからいいやと思うんですかね。

その辺が気になる。 

○加藤市長  たくさんの方がリニアックを導入していただいて市長ありがとうと

いう声をたくさんの方から私は聞いております。まずこれは、私は聞いております。 

 その中で先ほども申しましたように我々はやっぱりリニアックを導入するという

ことを前提にしながら何が問題であるかと。 

 前回のその議会の一般質問の中に、仲委員から営業して、要するに１０.何人と

いうのは一応確保しなきゃならないですねと、そういう御質問もございました。 

 私はやっぱりそのための営業活動をしていかなきゃならないと。 

 既に松阪の済生会の病院あるいは松阪中央病院を経営している三重厚生連あるい

は三重大の担当の教授等々ともこれからの作戦というか、作戦と言うんですか、要

するに営業活動をやってきながら尾鷲にリニアック導入したときにその数字をきち

んとずっと維持していくというような、そういう話もずっとやっておりますので、

まずは我々に与えられた責務というのは、必ずやっぱりその患者さんをきちんと尾

鷲でリニアックは導入したときに来ていただくという、そういうことを一生懸命や

っていかなきゃならないとこのように私は今考えております。 

○奥田委員  仲委員に反論するわけじゃないんやけれども。 

（「反論すればええやん」と呼ぶ者あり） 

○奥田委員  しますよ、させてもらいます。 

 僕、さっき申し上げたように、この債務負担行為というのは、長期にわたるもの、

継続しているもの。それが一般的なものですよ。だから、義務費だというんですね。 

（「一般じゃないよ」と呼ぶ者あり） 

○奥田委員  いやいや、それは一般的だよ。書物を読んでくださいよ。 

 それで、今回の場合の債務負担行為というのは、僕は、これを債務負担行為と、

さっき申し上げたようにイレギュラーなものやと思うけれども、イレギュラーとし

ても、この債務負担行為というのは限度額を決めるわけですよ。 

 それで、実際の支出ということに対しては、この予算、債務負担行為を認めたか

ら、さっき仲さん、債務負担行為を認めたら予算認めなあかんのやと、そういう縛

りってないんですよ、全く別なんですね。 

 債務負担行為は債務負担行為、それで、予算は予算なんですよ。 
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 だもんで静岡県みたいな問題が起こるわけですよ。債務負担行為で議会が認めて

も、予算が通らなかったから支出ができないと。そういう問題が出るわけなんです

ね。だから僕は仮の話をしたんやけれども、債務負担行為したから何してもいいん

ですよというわけではないということ。 

 だから、そういうふうな債務負担行為の限度額を決める予算、これも予算の一部

だと言われているけど、それとじっくり具体的にその年度の予算というのは全く別

問題で。 

 だから、そういうことで債務負担が認められたから全部やって、契約もやって、

それで執行もして、債務負担行為も議会が認めたんやから、予算も認めなあかんの

やという、そういう縛りというのはないんですよ。これ、全く別問題ですからね。

そこだけ勘違いしないでしてほしいんですけど。 

 だから今回言ったように、やっぱりいろんな、やっぱり債務負担で通ったけれど

も、僕はさっき仮の話、仮の話をさせてもらったけど、そういうことはやっぱり起

こり得るもんで、やっぱりきちっとそれをもっと慎重に進めてほしかったなという

ような、契約してしまったから、これ以上くどくど僕も言わないけど。 

 あまりにもこれは、ただ、予算を認めるかどうかは別ですよ、これは別ですから、

債務負担を認めたから、さっき仲委員さんが言った債務負担を認めたから予算を認

めなあかんという、この縛りはないので。全く別なもの、全く別なんです。それは

分かっておいてくださいね。 

○南委員長  他にございませんか。 

○三鬼（和）委員  話をぶり返すあれじゃないんですけど、債務負担行為をつけ

て、私もこれで契約ができるのかというのはチェックしました。そういった中で進

めてきて、例えば国、県の急傾斜事業でも３年契約、４年契約のときは債務負担行

為って形でしますよって、予算審査の中ではいいと思うんです。 

 ただ、今聞かれておるのは、リニアックをこのように契約して、第１段階、事務

長も議長であるとか委員長にこの進め方について報告なかった、私も監査行ったと

きにはこれ、きちっと議会のほうへ順次説明してくれよとは宿題を置いてきたのに、

なかったということは残念であるけど、ここへ来て契約もして、スタートするよう

になったときはやっぱり２人の委員とか濵中委員でも、これが今後のリニアックに

受ける患者数であるとか、そういった取組を聞いておるもんで、その辺を丁寧に、

市長が発言したとき、委員長もとめたように、そういう問題じゃなしに、やっぱり

リニアック入れたときにどういう事業として、どのように力入れてやっていくとい
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うことですね、我々に聞かせていただくことによって、我々も市民の皆さんに執行

部、それから、病院側はリニアック入れてこういった体制でやっていきますよと説

明もできるもんで、やっぱりそれを、そういった議論を大事にしてほしいなと思い

ます。 

 債務負担行為でできる、できやんとか、そんなもんできるのはできるんやけど、

後の奥田さんの言ったのも１点はあろうかと思いますけど。 

 そういったことも含めてやっぱり病院として、尾鷲市としてリニアック入れた事

業をこういった形でやっていきたいので議会のほう理解してほしいというようなこ

とをちゃんと言っていただきたいなと思います。 

○尾上総合病院事務長  今、三鬼和昭委員さんからおっしゃっていただいたよう

に、そもそもコロナ禍等で経営状況が悪い中で、リニアック更新事業を推進させて

いただくということで、今回当初予算に上げたんですけれども、リニアックが更新

された際には、当然に地域のがん患者さんのために、今他地域へ行っておる方々が

少しでも御負担が解消できるように治療に専念したいと。 

 その部分では、市長はいつもおっしゃっておられるんですが、今尾鷲にリニアッ

クがないことで他地域に行かれておる患者さんに、尾鷲にもやっとリニアックが整

備できましたということで、いろいろな身体的、精神的、金銭的にも負担をかけて

おる部分を少しでも解消できるようにＰＲしてやってきたいと。 

 その中では尾鷲、紀北町、熊野市もクリニック等あると思うんですけれども、個

人医院の先生にもその辺のアピールをしていくと。 

 また、リニアックという特殊な装置ですので、三重大の放射線科の先生について

はリニアック装置というのは特に問題ないと思うんですけれども、今尾鷲総合病院

に赴任していただいておる先生方にとっては、少しやはり特別に講義を受けるなど

して、こういうがん、こういう病気にリニアックが有効なので、こういう症例を見

たときにはというようなことをやはり放射線の先生の講義の下でやるほうがいいと

いうことも先生から伺っておりますので、それは整備するまでに先立って何度かや

っていきたいと。 

 また、先ほど申し上げたんですが、地域の先生方にも有効な症例をアピールして

いきまして、少しでも多くの方に尾鷲総合病院に整備するであろうリニアックを活

用して安心安全な生活に早く戻れるような環境を整えていきたいと思っております。 

 以上でございます。 

○三鬼（和）委員  とにかく、私もがん患者ですけど、最後にリニアックで女性
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の方ですけど、乳がんだったと思うんですけど助かったという声を聞いて、その方

はリニアック大事です。 

 個人的な話ですけど、我々はある程度経営していくという部分の勘案というのは

必要だと思う、議会は特に必要なので、みんなが厳しい意見も言うのはそこから来

ておるんやと思うんですけど。 

 医療、治療というのは例えばリニアックにおいても三重大の権威ある先生が尾鷲

市総合病院のリニアックを担当してくれるんやというだけでも大きな違いというの

があるもんで、やっぱりそういったことも積極的に努めるということをきちっと言

っていただいた上で我々にぎりぎりのところでもリニアック入れるという安心感と

いうの、ほかの機材を入れる、先ほど楠さんからも出ていましたけど、ＣＴであっ

たりとか、そういった機材も入れていかなあかん中で、先にこれが入るという中で

はやっぱり患者さんファーストと言うか、市民の方がやっぱり安心が取れるとか、

やっぱり総合病院のリニアックかかった場合、三重大からこういう先生が来てくれ

ておるよとほかへ行かんと総合病院でやってもらったらよいというような、それは

病院経営には大きな左右する部分があると思うもんで、やっぱり今日の発言はやっ

ぱり積極的にそういったことを言ってほしかったなと私は思います。 

○尾上総合病院事務長  すみません。ありがとうございます。 

 今後はこういう機会があれば広く市民の方々、他地域の方々にもそのリニアック

というものの有効性をアピールできるように頑張っていきます。 

 また、確かに治療に当たっていただける先生のお名前で患者さんの安心度も変わ

ってくると思うんですけれども、そこは私も頑張りますが、特に市長は本当にトッ

プダウンで動いていただいておりますので、私も協働で頑張っていきたいと思いま

すので、よろしくお願いします。 

 ありがとうございました。 

○野田委員  予算書のことでお聞きしたいんですけれども、具体的な数字の部分

ですけれども、４ページのところの補助金のところで８,４４５万５,０００円とい

うのが上がって医療外収益ですね、上がっています。 

 その中のその他の補助金で５,９９９万３,０００円ということで事務長が説明し

ていただいたんですけれども、４,４００万は紀北町からの資金援助なんですが、

あと１,５００というのはどういう、その他で言われたの、どういうことです。 

○尾上総合病院事務長  すみません。実は今御質問されたことが市議会に御負担

をかけた本議案の修正のところでして、野田委員さんのその二つ上に一般会計補助
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金とあると思うんですが、ございますね、二つ上に一般会計補助金にこれまでは病

院群輪番制病院運営事業補助金として尾鷲市と紀北町の分を合わせて三千三……。 

○野田委員  いやいや、それは分かりました。 

○尾上総合病院事務長  ですね、その紀北町の分がここから離れて４,４００万プ

ラス紀北町からいただく病院輪番制補助金となったので５,９９９万……。 

○野田委員  すみません。僕は１番の一般会計補助金をそちらのほう見ておった

もんで１,７００という分が。それとこれまで１,５００と合算したものが挙がっと

ったと……。 

○南委員長  ちょっと勘違いしておった。 

○野田委員  それと５ページのところで、給料のところのお医者さん関係の１１

名、５４名、１１５名と上がっているんですけれども、これについては令和２年度

予算で看護師さんが１２１名という予算が上がっていて、今回４名が減になってい

たということで１１７名ということなんですけれども、それで、この後ろの内訳を

見ますと６人今回減となっておるんですが、そこら辺は、要は採用という部分では

大丈夫なんですか、そこら辺だけ確認、最後に。 

○尾上総合病院事務長  まず、医師のほうにつきましては、この給料に書いてあ

る医師につきましては、尾鷲総合病院の在籍の方ですので確かに減っております。 

 ただ、その上に報酬という部分で、説明のところに応援医師という部分があると

思うんですが、その応援医師とバディ、伊勢日赤からの応援ですね、その辺が若干

増やしていただきまして、減った分を何とかカバーしていただけるような体制には

なっております。 

 とは言っても、やはり常勤医師の確保についてはこれからも頑張らなければなら

ないと思ってはおりますので、取組を続けていきます。 

 看護師につきまして、昨年実績で減ってはおるんですけれども、実は今日のちょ

っと朝のうちに正職員の看護師さんと会計年度の看護師さんの応募がありましたも

んで、４月１日から勤めたいということで、そういうふうな取組でこちらの思うよ

うに応募がないんですけれども、これもＰＲを続けて何とか看護師の負担を軽減し

ていくべく採用についても頑張っていきたいと思っております。 

 以上です。 

○野田委員  本当に頑張ってくださいね。ひとつよろしくお願いします。 

 それと、今回先ほど令和３年度の奥田さんも言われていましたけれども、患者数

がある程度激変という形というか、令和２年度の第４の補正に準じた患者推移にな
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っています。非常にこれ、大きい数字で、それが最終的に２億７,３００万という

当初予算の中の損失になっているわけなんですね。 

 これを見る中において、これは見込み、想定の話、しては駄目なんですけれども、

三重県のコロナ対策事業費というのが三重県の予算で上がってきています、何億と

いう金がですね。これは全体、三重県の中で割り振りされていくんでしょうけれど

も、そこら辺のこれは見込みのたらればの話はしたら駄目ですけれども、令和２年

度で５億４,０００万からのそういうここの、特別病院じゃないですけれども、そ

ういう補助金が来る中においてやっぱり積極的に考えた場合に、どのような予想と

いうか、想定も考えているのかなというところをお願いしたいんです。 

○尾上総合病院事務長  積極的に訴えたいと思うんですけれども、おっしゃられ

るとおり３月補正、決算見込みのほぼとおり当初予算を組ませていただきました。 

 野田委員さんがおっしゃられる県の補助だけではなくて、私どもの国のほうの交

付金メニューがありそうだということはつかんでおります。 

 ただ、やはり収益ですのでそのメニューが確実に配分がどうの、どういうメニュ

ーでどういうふうにもらえるということが確実にされませんと、やはり予算に計上

することはということで、今回はお示ししたように補助金を抜いた形での当初予算

で予算編成させていただいておるということで御理解をお願いしたいと思います。 

○野田委員  やはり当初予算で大きな純損失になると入り口からマイナスで考え

ていかなあかんということは非常に厳しく思ってしまいますので、やはりいろんな

経費の部分とか、やっぱり当初から考えていかないと、いろんな負荷が、いいこと

があってプラスになっていくということはいいことなんですけど、やっぱりマイナ

ス分をいかに当初から削っていくかという部分も大事なことだと思います。その点、

よろしくお願いしたいというのを。 

○尾上総合病院事務長  先ほど若干御説明したんですが、確かに厳しい予算なん

ですけれども、厳しいがゆえにやはり新改革プランの収益確保策と経費削減策を着

実に実行していくことで、何とかこのコロナ禍の中なんですが、安定とまでは言い

ませんが、病院が維持存続できるような経営を続けさせていただきたいと思ってお

りますので、よろしくお願いします。 

○野田委員  一時借入金についても補正予算のこの２億円になった。また、予算

上は２億５,０００万に増えるような形になっています。 

 やはりこれをやはり意識してやっぱり健全経営していかないと、積極的なやっぱ

り医療経営ってできないと思うんですよ。 
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 やっぱりそこら辺をやっぱり運営はできますけれども、何かあったときにやはり

いろんな問題が出てきますので、その点、最後に十分、分かっていると思いますけ

れども、心がけていただきたいなと思います。 

 以上です。 

○尾上総合病院事務長  先ほども申し上げた新改革プランの着実な実行と同様に

コロナ禍の中で苦しい経営を強いられている病院ってほかにもあって、紀南病院さ

んなんかもそうなんですけれども、やはり情報共有しまして、何とかお互いに頑張

っていけるようなふうに持っていけるように、経営の面とかいろんな分で情報共有

できるところの病院さんとは情報共有しまして、野田さんがおっしゃられていただ

いた補助金とか、そういうメニューもより早く情報交換しながら経営のほうに反映

させたいと思いますので、よろしくお願いします。 

○野田委員  新改革プランについては、やっぱり修正という分がどうしてもこれ、

入ってくると思うんですけれども、今後そのような見通しというのは、国のほうの

そういう通達がなければやらないと思いますけれども、そこら辺はどうなんですか。 

○尾上総合病院事務長  本来であれば、ただ、あの本年度に、本年度かな、総務

省のほうからあったと思うんですけれども、このコロナ禍の中でですので延期とい

うか、猶予されているような状況です。 

 多分現状のコロナ禍が収束に向かえば新たな新改革プラン、名称はどうか分かり

ませんが、現状の新改革プランに見合うような経営を安定させるような、その病院

経営の骨子をつくるような指示が来ると思います。 

○野田委員  以上です。 

○楠委員  これは予算書のほうの２ページで、先ほど一時借入金の話があったん

ですけど、限度額なので普通の企業でもお金借りるときはこういうこともあるんで

しょうけど。 

 仮にですね、仮の話をしてまた市長に怒られちゃうんだけど、この仮、いわゆる

本来の禁じ手であるこの一時借入金がないときに実際の経営ってどんな影響を受け

るのか、１回それをシミュレーションしたものをつくれますかね。ゼロの場合。 

○尾上総合病院事務長  ないというのは、６億の一時借入れがない状況。 

（「はい」と呼ぶ者あり） 

○尾上総合病院事務長  それは、それは間違いなく……。 

○南委員長  事務長、ちゃんと挙手して発言。 

○尾上総合病院事務長  現状でも一時借入れの６億がなければ資金ショートしま
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すので、シミュレーションするまでもないのかなとは思いますが。 

○楠委員  資金ショートするのは分かっているんですよ。基本的に。 

 そうすると、ショートしたことによっての要因がどこかにあるわけですよね。 

 だから、そこを検証したときにどういうところが経営改善につながってくるのか

というところも含めて、１回やってもいいんじゃないかなと思うんですよ。 

 そのときに、その後、借りちゃいけないよということじゃないんですよ。 

 そういうこともやっぱり肌身に感じてやっておかないと、いつも一時借入金限度

額決めて、２億だか、３億だか借りて、ずーっと回しているんじゃなくて、どこか

で、どこかが何かの改善ができるんじゃないかと。いわゆる要素がどこかに出てく

ると思うんですよ。と思うんですけど、いかがですか。 

○山本総合病院総務課主幹兼係長  今のおっしゃったことに関しましては、今当

然ながら一時借入金を借りないと運営はできません。 

 その中で、今貸借対照表の中で示させてもらっているのが未収金と未払金の関係

なんですよ。 

 その中で国保とか、社保の収入に関しましては、２か月遅れでしか入ってこない

と。その分に関してはやはり資金ショートをしてしまう原因の一つになります。 

 ですので、一般的に言われているのが、その２か月分の収益を現金として保管し

ておけば当然安定的な経営ができるというふうに言われておりますので、当然尾鷲

総合病院もそこを目指していくべきだと思います。 

 ですけど、現状はそこまではいっていないということですので、今後も改善して

いくということで考えております。 

○南委員長  山本主幹、実際に現金幾らあったらええ、回る、十分。実際に。 

○山本総合病院総務課主幹兼係長  今回シミュレーションさせていただいたんで

すけど、令和２年度に関しましてはマックスで４億４,０００万円ぐらいを一時借

入金で借りております。ですので、当然それ以上ないといけない。 

 令和３年度に関しましてもシミュレーションした結果、今回６億円というふうに

一時借入金をさせていただきますけど、５億何千万円という形がやはりマックスで

借りないといけないという状況になりますので、やはり国保とか、社保の２か月遅

れの収入のやはり６億円ぐらいは確保したいんですけど、それに向けて当然努力し

ていくということで考えております。 

○三鬼（和）委員  そういった話のあれなんですけど、コロナ、これ、見ておる

限り、平成２年度みたいにコロナに対する万が一、万が一と言ったらよい意味で国



－９６－ 

の手当てがあったら収益が増える、３条資金も増えるということだと思うんですけ

ど、反面、減価償却で現金不足を補うておるところがあるもんで、やっぱり続くと、

こんな年数が何年も続いてくるというと、先ほど説明の部分も含めて退職金である

とか、そういったもんで現金をつくらなくちゃいけないという現状も出てこようか

と思いますもんで、油断せんとやってほしいなと思います。 

○南委員長  議案第１４号の病院の当初予算の審査を……。 

 何かありますか。 

○高浜総合病院総務課長補佐  すみません。濵中委員から……。 

○南委員長  すみません、資料の配付だけ。 

○高浜総合病院総務課長補佐  よろしいですか。 

○南委員長  お願いします。 

 精査は終了、それと報告は１件だけ、９月補正で上がった病院の住宅の売却の問

題で簡単に説明をお願いいたします。 

○徳井総合病院総務課長  １３ページを御覧ください。 

 通知いたします。 

 それでは、資料１２、尾鷲総合病院医師住宅についてでございます。 

 泉医師住宅につきましては、敷地の測量、住宅不動産鑑定、住宅アスベスト調査

を実施し売却に向けて取り組んでおりました。 

 その中で、住宅アスベスト調査で建物の四方の壁から、その他石綿含有建材（仕

上塗材）が検出されました。 

 検出されたその他の石綿含有建材は、添加量も少なく、合成樹脂などの結合剤で

固めていることから、調査した業者からはレベル３、非飛散性のため飛散する可能

性は低いとの見解を得ています。 

 また、国土交通省の石綿含有建材調査マニュアルからも戸建て住宅などには幅広

く使われており、一般的には建材に穴を開ける場合や改修、解体工事などで撤去す

るような場合を除けば、日常生活の中で特別な管理を必要としない建材とされてい

ます。 

 なお、今後につきましては、目視点検で外壁のひび割れ、損傷等の確認を年１、

２回行い、維持管理を行っていきたいと思っております。 

 以上でございます。 

○南委員長  報告は以上でございます。 

 よろしいですか。 



－９７－ 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○南委員長  じゃ、本日の常任委員会を終了いたします。 

 明日は午前１０時から水道から始めますので、よろしくお願いいたします。 

 散会します。ありがとうございました。 

（午後 ４時４１分 閉会） 


